
【子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務室関係】





資料１
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
交

付
要

綱
」

平
成

２
７

年
度

・
平

成
２

６
年

度
比

較
表

平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号

平
成

２
７

年
＊

月
＊

日

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長

厚
生

労
働

事
務

次
官

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
貴

管
内

の
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号

平
成

２
６

年
４

月
１

日

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長

厚
生

労
働

事
務

次
官

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
６

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
貴

管
内

の
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

別
紙

 
 

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

 
 

 （
通

則
）

 
１

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

（
以

下

「
補

助
金

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も

の
と

し
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等

交
付

規
則

（
平

成
１

２
年

厚
生

省

労
働

省
令

第
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

交
付

要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 （

交
付

の
目

的
）

 
２

こ
の

補
助

金
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

）
を

実
施

主
体

と
し

て
、

消

費
税

率
引

上
げ

の
影

響
等

を
踏

ま
え

、
臨

時
特

例
的

な
給

付
措

置
と

し
て

子
育

て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
を

支
給

す
る

こ
と

に
よ

り
、

子
育

て
世

帯
に

対
す

る
適

切

な
配

慮
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

  （
交

付
の

対
象

）
 

３
こ

の
補

助
金

は
、

平
成

＊
＊

年
＊

月
＊

日
雇

児
発

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
通

知

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の

実
施

に
つ

い
て

」
の

別
紙

「
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
支

給
要

領
」

（
以

下
「

支
給

要
領

」
と

い

う
。

）
に

基
づ

き
、

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
）

が
行

う
給

付
金

の
支

給
に

必

要
な

経
費

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 
 ４

～
１

４
（

略
）

 

 別
紙

 
 平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

 
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

 
 

（
通

則
）

 
１

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と
し

、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則

（
平

成
１

２
年

厚
生

省

労
働

省
令

第
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

交
付

要
綱

に
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 （

交
付

の
目

的
）

 
２

こ
の

補
助

金
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

）
を

実
施

主
体

と
し

て
、

消

費
税

率
の

引
上

げ
に

際
し

、
子

育
て

世
帯

へ
の

影
響

を
緩

和
す

る
と

と
も

に
、

子

育
て

世
帯

の
消

費
の

下
支

え
を

図
る

観
点

か
ら

、
臨

時
的

な
給

付
措

置
と

し
て

子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
を

支
給

す
る

こ
と

に
よ

り
、

子
育

て
世

帯
に

対
す

る

適
切

な
配

慮
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 （
交

付
の

対
象

）
 

３
こ

の
補

助
金

は
、

平
成

２
６

年
２

月
１

２
日

雇
児

発
０

２
１

２
第

１
号

通
知

「
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の

実
施

に
つ

い
て

」
の

別
紙

「
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
支

給
要

領
」

（
以

下
「

支
給

要
領

」
と

い
う

。
）

に
基

づ

き
、

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
）

が
行

う
給

付
金

の
支

給
に

必
要

な
経

費
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。
 

 ４
～

１
４

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
２

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
事

業

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

２
別

表
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類
・

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
別

紙
様

式
２

別
表

）

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
２

別
表

）

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

見
込

児
童

数

a

交
付

申
請

額

（
a
×

3
,
0
0
0
円

）

b

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

（
別

紙
様

式
１

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
２

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
事

業

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

２
別

表
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類
・

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
別

紙
様

式
２

別
表

）

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
２

別
表

）

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

見
込

者

の
人

数

a

交
付

申
請

額

（
a
×

1
0
,
0
0
0
円

）

b

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
３

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
交

付
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

、
別

紙
交

付
申

請
額

内
訳

表

（
別

紙
様

式
３

別
表

）
の

と
お

り
提

出
す

る
。

（
別

紙
様

式
３

別
表

）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

支
給

決
定

見
込

児
童
数

交
付

申
請

額
（

ａ
×

3
,
0
0
0
円

）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
計

0
0

交
付

申
請

額
内

訳
表

市
町
村

名
地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

交
付
申

請
に
係

る

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ
ー

ド
と

は
、
情

報
処

理
の

効
率
化

と
円

滑
化

に
資
す

る
た

め
、

コ
ー
ド

標
準

化
の

一
環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し
た

６
ケ

タ
の
コ

ー
ド

番
号

で
あ
る

。

（
別

紙
様

式
３

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
交

付
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

、
別

紙
交

付
申

請
額

内
訳

表

（
別

紙
様

式
３

別
表

）
の

と
お

り
提

出
す

る
。

（
別

紙
様

式
３

別
表

）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

支
給
決

定
見
込

者
の

人
数

交
付

申
請

額
（

ａ
×

1
0
,
0
0
0
円
）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
計

0
0

交
付
申
請

額
内

訳
表

市
町
村

名
地

方
公

共
団

体
コ
ー

ド

交
付
申

請
に

係
る

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ
ー

ド
と

は
、

情
報
処

理
の

効
率
化

と
円

滑
化

に
資
す

る
た

め
、
コ

ー
ド

標
準

化
の
一

環
と

し
て
、

総
務
省

が
設

定
し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー
ド

番
号

で
あ
る

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
４

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

し
た

の
で

、
同

法
第

８
条

の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

（
以

下
「

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
）

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
～

６
（

略
）

（
別

紙
様

式
４

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と

に
決

定
し

た
の

で
、

同
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

（
以

下
「

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
）

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
～

６
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
５

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

進
達

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

別
表

の
と

お
り

交
付

決
定

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

平
成

２
７

年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
の

１
０

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
通

知
さ

れ
た

い
。

な
お

、
こ

の
交

付
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
５

別
表

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
５

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

進
達

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

別
表

の
と

お
り

交
付

決
定

す

る
こ

と
と

し
た

の
で

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助

金
交

付
要

綱
」

の
１

０
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除

く
。

）
に

通
知

さ
れ

た
い

。

な
お

、
こ

の
交

付
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
５

別
表

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
６

）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
、

同
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

（
以

下
「

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
）

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
～

６
（

略
）

（
別

紙
様

式
６

）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
、

同
法

第

８
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

（
以

下
「

交
付

要
綱

」
と

い
う

。
）

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
～

６
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
７

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
補

助
金

に
つ

い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

申
請

す
る

。

１
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

７
別

表
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

２
添

付
書

類
・

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
別

紙
様

式
７

別
表

）

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
７

別
表

）

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

見
込

児
童

数

a

交
付

申
請

額

(
a
×

3
,
0
0
0
円

)

b
既

交
付

決
定

額

c

今
回

追
加

(
一

部
取

消
)
額

(
b
-
c
)

d
(
変

更
前

)
(
変

更
後

)
(
変

更
前

)
(
変

更
後

)

(
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

（
別

紙
様

式
７

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
補

助
金

に
つ

い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

申
請

す
る

。

１
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

７
別

表
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

２
添

付
書

類
・

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
別

紙
様

式
７

別
表

）

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
７

別
表

）

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

見
込

者
の

人
数

a

交
付

申
請

額

(
a
×

1
0
,
0
0
0
円

)

b
既

交
付

決
定

額

c

今
回

追
加

(
一

部
取

消
)
額

(
b
-
c
)

d
(
変

更
前

)
(
変

更
後

)
(
変

更
前

)
(
変

更
後

)

(
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
８

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
変

更
交

付
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

変
更

交
付

申
請

額

内
訳

表
（

別
紙

様
式

８
別

表
）

の
と

お
り

提
出

す
る

。

（
別

紙
様

式
８

別
表

）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方
公
共
団

体
コ
ー
ド

既
交

付
決

定
額

今
回

追
加

（
一

部
取

消
）

額
（

b－
c）

c
d

申
請
年
月
日

文
書
番

号
（
変
更

前
）

（
変
更
後

）
（

変
更

前
）

（
変

更
後

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合
計

0
0

0
0

0
0

（
注
）

地
方

公
共

団
体
コ

ー
ド

と
は
、

情
報

処
理

の
効
率

化
と

円
滑

化
に
資

す
る

た
め
、

コ
ー

ド
標

準
化
の

一
環

と
し

て
、
総

務
省

が
設
定

し
た

６
ケ

タ
の
コ

ー
ド

番
号

で
あ
る

。

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

変
更

交
付
申
請
に
係

る
支
給
決

定
見
込
児
童

数
交

付
申

請
額

（
a×

3,
00
0円

）

ａ
ｂ

（
別

紙
様

式
８

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
変

更
交

付
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

変
更

交
付

申
請

額

内
訳

表
（

別
紙

様
式

８
別

表
）

の
と

お
り

提
出

す
る

。

（
別

紙
様

式
８

別
表

）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

市
町
村

名
地

方
公

共
団

体
コ
ー

ド
既
交

付
決

定
額

今
回

追
加

（
一

部
取

消
）

額
（
b－

c）

c
d

申
請
年
月

日
文
書

番
号

（
変

更
前

）
（
変

更
後

）
（
変

更
前
）

（
変
更

後
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合
計

0
0

0
0

0
0

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

ａ
ｂ

変
更
交
付
申

請
額
内
訳

表

支
給
決

定
見

込
者

の
人
数

交
付
申

請
額

（
a×

10
,0

00
円

）
変
更

交
付

申
請

に
係

る
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
９

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
の

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部

を
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
，

３
（

略
）

（
別

紙
様

式
９

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
の

申

請
に

基
づ

き
、

決
定

の
内

容
の

一
部

を
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

請
書

記
載

の
と

お
り

で
あ

る
。

２
，

３
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

０
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

で
進

達

の
あ

っ
た

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部
を

別
表

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
、

平
成

２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
の

１
０

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
貴

管
内

市
町

村
（

特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
通

知
さ

れ
た

い
。

な
お

、
こ

の
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※
年

※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
１

０
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
で

進
達

の
あ

っ
た

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部
を

別
表

の
と

お
り

変
更

す

る
こ

と
に

決
定

し
た

の
で

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

０
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市

を
除

く
。

）
に

通
知

さ
れ

た
い

。

な
お

、
こ

の
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※
年

※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

１
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
申

請
に

基
づ

き
、

平
成

※
※

年

※
※

月
※

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
決

定
の

内
容

の
一

部
が

次
の

と
お

り
変

更
す

る

こ
と

に
決

定
さ

れ
た

の
で

通
知

す
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

＊
＊

＊
＊

第
＊

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
，

３
（

略
）

（
別

紙
様

式
１

１
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※

※
※

申
請

に
基

づ
き

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
決

定
の

内

容
の

一
部

が
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
さ

れ
た

の
で

通
知

す
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
３

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
，

３
（

略
９
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

２
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
等

別
紙

様
式

１
２

別
表

の
実

績
報

告
額

算
出

表
の

と
お

り

２
添

付
書

類
・

実
績

報
告

額
算

出
表

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
）

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

児
童

数

a

支
給

決
定

額

(
a
×

3
,
0
0
0
円

) b

交
付

決
定

額

c

補
助

金

所
要

額

d

補
助

金

受
入

済
額

e

差
引

過
△

不
足

額

(
e
-
d
)

f

(
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

（
別

紙
様

式
１

２
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
等

実
績

報
告

額
内

訳
表

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
）

２
添

付
書

類
・

実
績

報
告

額
算

出
表

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
）

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

支
給

決
定

者

の
人

数

a

支
給

決
定

額

(
a
×

1
0
,
0
0
0
円

) b

交
付

決
定

額

c

補
助

金

所
要

額

d

補
助

金

受
入

済
額

e

差
引

過
△

不
足

額

(
e
-
d
)

f

(
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

３
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
事

業
実

績
報

告
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

実
績

報
告

額
内

訳

表
（

別
紙

様
式

１
３

別
表

）
の

と
お

り
提

出
す

る
。

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

市
町
村

名
地

方
公
共

団
体

コ
ー
ド

支
給
決

定
児
童
数

支
給
決
定

額
（
ａ
×

3,
00
0円

）
交

付
決
定

額
補
助
金

所
要
額

補
助
金

受
入
済

額
差
引
過

△
不
足

額
（

e－
d）

申
請
年
月

日
文
書
番

号
ａ

ｂ
c

d
e

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合
計

（
注
）

地
方
公
共

団
体
コ

ー
ド
と
は

、
情
報

処
理
の
効

率
化
と

円
滑
化
に

資
す
る

た
め
、
コ

ー
ド
標

準
化
の
一

環
と
し

て
、
総
務

省
が
設

定
し
た
６

ケ
タ
の

コ
ー
ド
番

号
で
あ

る
。

実
績
報

告
額
内

訳
表

事
業
実

績
報
告
に

係
る

（
別

紙
様

式
１

３
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
名

を
記

入
）

（
知

事
名

を
記

入
）

印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て
（

進
達

）

標
記

に
つ

い
て

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
事

業
実

績
報

告
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

実
績

報
告

額
内

訳

表
（

別
紙

様
式

１
３

別
表

）
の

と
お

り
提

出
す

る
。

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
）

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方
公
共
団
体

コ
ー
ド

支
給
決
定
者

の
人
数

支
給

決
定
額

（
ａ
×

10
,0
00

円
）

交
付
決
定
額

補
助
金

所
要
額

補
助
金
受
入
済

額
差
引
過
△
不

足
額

（
e－

d）

申
請
年
月
日

文
書

番
号

ａ
ｂ

c
d

e
f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合
計

（
注
）
地
方
公
共

団
体
コ
ー
ド

と
は
、
情
報

処
理
の
効
率
化

と
円
滑
化
に

資
す
る
た
め

、
コ
ー
ド
標

準
化
の
一
環
と

し
て
、
総
務

省
が
設
定
し

た
６
ケ
タ
の
コ

ー
ド
番
号
で

あ
る
。

実
績
報
告

額
内
訳
表

事
業
実
績
報

告
に
係
る
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

４
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
し

た
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

事
業

実
績

報

告
に

基
づ

き
、

交
付

額
を

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
確

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

（
別

紙
様

式
１

４
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
指

定
都

市
・

中
核

市
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
し

た
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

交
付

額
を

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
確

定
し

た
の

で
通

知

す
る

。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

５
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
依

頼
書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

提
出

の
あ

っ

た
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

別
表

の
と

お
り

交
付

額
を

確
定

し
た

の
で

、
平

成
２

７
年

＊
月

＊
日

厚
生

労
働

省

発
雇

児
＊

＊
＊

＊
第

＊
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

２
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

に
通

知
さ

れ
た

い
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

額
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
ま

で
に

返

還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
の

で
、

こ
の

旨
併

せ
て

通
知

願
い

た
い

。

（
別

紙
様

式
１

５
別

表
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
１

５
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
依

頼
書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※

月
※

※
日

※
※

※
※

で
提

出
の

あ
っ

た
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

別
表

の
と

お
り

交
付

額
を

確
定

し
た

の
で

、

平
成

２
６

年
４

月
１

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
０

４
０

１
第

３
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

２

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
貴

管
内

市
町

村
に

通
知

さ
れ

た
い

。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

額
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
ま

で
に

返

還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
の

で
、

こ
の

旨
併

せ
て

通
知

願
い

た
い

。

（
別

紙
様

式
１

５
別

表
）

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

６
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
交

付
額

が
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

に
確

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

の
で

併
せ

て
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

（
別

紙
様

式
１

６
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
業

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※

※
※

事
業

実
績

報
告

に
基

づ
き

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て

交
付

額
が

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
確

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

の
で

併
せ

て
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※
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資料２
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
交

付
要

綱
」

平
成

２
７

年
度

・
平

成
２

６
年

度
比

較
表

平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
※

月
※

日

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長

厚
生

労
働

事
務

次
官

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
貴

管
内

の
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号

平
成

２
６

年
４

月
１

日

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長

厚
生

労
働

事
務

次
官

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
６

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
貴

管
内

の
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。

-76-



平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

別
紙

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

（
通

則
）

１
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
（

以
下

「
補

助
金

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も

の
と

し
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等

交
付

規
則

（
平

成
１

２
年

厚
生

省

労
働

省
令

第
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

交
付

要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

２
（

略
）

（
交

付
の

対
象

）

３
こ

の
補

助
金

は
、

平
成

２
７

年
※

月
※

日
雇

児
発

※
※

第
※

号
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の

実
施

に
つ

い
て

」
の

別

紙
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

支
給

要
領

」
（

以
下

「
支

給
要

領
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

き
都

道
府

県
及

び
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

）
が

行
う

事
務

に

必
要

な
経

費
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
合

計
額

に
１

，
０

０
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
都

道
府

県
分

ア
次

の
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
３

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

（
補

助
率

：
１

０

／
１

０
相

当
）

と
す

る
。

別
紙

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
交

付
要

綱

（
通

則
）

１
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
（

以
下

「
補

助
金

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
交

付
す

る
も

の
と

し
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
、

補
助

金
等

に
係

る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則
（

平
成

１
２

年
厚

生
省

労
働

省
令

第
6

号
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
こ

の
交

付
要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

２
（

略
）

（
交

付
の

対
象

）

３
こ

の
補

助
金

は
、

平
成

２
６

年
２

月
１

２
日

雇
児

発
０

２
１

２
第

１
号

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
実

施
に

つ
い

て
」

の
別

紙
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

支
給

要
領

」
（

以
下

「
支

給
要

領
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

き
都

道
府

県
及

び
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

）
が

行

う
事

務
に

必
要

な
経

費
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
合

計
額

に
１

，
０

０
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
都

道
府

県
分

ア
次

の
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
３

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

（
補

助
率

：
１

０

／
１

０
相

当
）

と
す

る
。
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１
種

目
２

基
準

額
３

対
象

経
費

子
育

て
世

帯

臨
時

特
例

給

付
金

給
付

事

務
費

補
助

金

1
都

道
府

県
当

た
り

1
,5

0
0

,0
0

0
円

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

の
た

め
に

必
要

な

超
過

勤
務

手
当

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

賃
金

職
員

旅
費

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
燃

料
費

、
食

糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水

費
等

）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、

手

数
料

等
）

使
用

料
及

び
賃

借
料

共
済

費
（

賃
金

に
係

る
社

会
保

険
料

）

報
償

費

委
託

費

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
経

費

（
２

）
市

町
村

分

ア
次

の
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
３

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

（
補

助
率

：
１

０

／
１

０
相

当
）

と
す

る
。

１
種

目
２

基
準

額
３

対
象

経
費

子
育

て
世

帯

臨
時

特
例

給

付
金

給
付

事

務
費

補
助

金

厚
生

労
働

大
臣

が

認
め

た
額

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

の
た

め
に

必
要

な

超
過

勤
務

手
当

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

賃
金

職
員

旅
費

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
燃

料
費

、
食

糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水

費
等

）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、

手

数
料

等
）

使
用

料
及

び
賃

借
料

共
済

費
（

賃
金

に
係

る
社

会
保

険
料

）

報
償

費

委
託

費

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
経

費

（
２

）
市

町
村

分

ア
次

の
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
３

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

（
補

助
率

：
１

０

／
１

０
相

当
）

と
す

る
。
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１
種

目
２

基
準

額
３

対
象

経
費

子
育

て
世

帯

臨
時

特
例

給

付
金

給
付

事

務
費

補
助

金

1
市

町
村

当
た

り

基
本

分
と

加
算

分

の
合

算
額

①
基

本
分

3
0

0
,0

0
0
円

②
加

算
分

支
給

対
象

と
な

る
児

童
数

×
5

0
0
円

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

の
た

め
に

必
要

な

超
過

勤
務

手
当

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

賃
金

職
員

旅
費

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
燃

料
費

、
食

糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水

費
等

）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、

手

数
料

等
）

使
用

料
及

び
賃

借
料

共
済

費
（

賃
金

に
係

る
社

会
保

険
料

）

報
償

費

委
託

費

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
経

費

５
～

１
４

（
略

）

１
種

目
２

基
準

額
３

対
象

経
費

子
育

て
世

帯

臨
時

特
例

給

付
金

給
付

事

務
費

補
助

金

厚
生

労
働

大
臣

が

認
め

た
額

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

の
た

め
に

必
要

な

超
過

勤
務

手
当

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

賃
金

職
員

旅
費

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
燃

料
費

、
食

糧

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水

費
等

）

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、

手

数
料

等
）

使
用

料
及

び
賃

借
料

共
済

費
（

賃
金

に
係

る
社

会
保

険
料

）

報
償

費

委
託

費

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
経

費

５
～

１
４

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
２

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

併
せ

て
提

出
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

２
別

添
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類

・
交

付
申

請
額

算
出

表
（

都
道

府
県

分
）

（
別

紙
様

式
２

別
表

１
-
１

）

・
交

付
申

請
額

算
出

表
（

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
２

別
表

１
-
２

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
２

別
表

２
）

・
交

付
申

請
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

２
別

表
３

）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

別
紙

様
式

２
別

添
の

交
付

申
請

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
２

別
表

３
の

添
付

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
申

請
す

る
場

合
に

つ
い

て
の

み
該

当
す

る
。

（
別

紙
様

式
２

別
添

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
１

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
２

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

併
せ

て
提

出
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

２
別

添
の

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類

・
交

付
申

請
額

算
出

表
（

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
分

）
（

別
紙

様
式

２
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
２

別
表

２
）

・
交

付
申

請
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

２
別

表
３

）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

２
の

交
付

申
請

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
２

別
表

３
の

添
付

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
申

請
す

る
場

合
に

つ
い

て
の

み
該

当
す

る
。

（
別

紙
様

式
２

別
添

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
２

別
表

１
～

３
）

（
略

）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
広

報
誌

へ
掲

載

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
別

紙
様

式
２

別
表

１
～

３
）

（
略

）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日
（

予
定

）

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

※
既

存
の

事
務

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

表
な

ど
で

同
様

な
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
当

該
資

料
を

添
付

に
よ

っ
て

、
記

載
を

省
略

し
て

差
し

支
え

な
い

。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
３

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
交

付
申

請
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

３
別

表
１

の
交

付
申

請
額

の
と

お
り

３
添

付
書

類

・
交

付
申

請
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

３
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
３

別
表

２
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
３

別
表

１
～

別
表

２
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
３

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
の

交
付

申
請

に
つ

い
て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

関
係

書
類

を
添

え
て

次
の

と
お

り
申

請
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

３
別

表
１

の
交

付
申

請
額

の
と

お
り

３
添

付
書

類

・
交

付
申

請
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

３
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
３

別
表

２
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
３

別
表

１
～

別
表

２
）

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

市
町

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日
（

予
定

）

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
予

定
）

※
既

存
の

事
務

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

表
な

ど
で

同
様

な
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
当

該
資

料
を

添
付

に
よ

っ
て

、
記

載
を

省
略

し
て

差
し

支
え

な
い

。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

市
町

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
４

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

し
た

の
で

、
同

法
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３
に

定
め

る
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金

の
支

給
に

伴
う

実
施

事
務

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り

で
あ

る
。

２
～

６
（

略
）

（
別

紙
様

式
４

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
決

定
通

知
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

し
た

の
で

、
同

法
第

８

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３

に
定

め
る

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

伴
う

実
施

事
務

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月

※
※

日
※

※
※

※
申

請
書

記
載

の
と

お
り

で
あ

る
。

２
～

６
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
５

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

提
出

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

別
表

の
と

お
り

交
付

決
定

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

平
成

２
７

年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
の

１
０

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
通

知
さ

れ
た

い
。

な
お

、
こ

の
交

付
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
５

別
表

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
５

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
決

定
通

知
依

頼
書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

提
出

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

別
表

の
と

お
り

交
付

決
定

す

る
こ

と
と

し
た

の
で

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助

金
交

付
要

綱
」

の
１

０
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除

く
。

）
に

通
知

さ
れ

た
い

。

な
お

、
こ

の
交

付
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
５

別
表

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
６

）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
、

同
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３
に

定
め

る
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金

の
支

給
に

伴
う

実
施

事
務

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り

で
あ

る
。

２
～

６
（

略
）

（
別

紙
様

式
６

）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
決

定
通

知
書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

申
請

の
あ

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号
を

も
っ

て
、

次
の

と
お

り
交

付
す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
、

同
法

第

８
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

す
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３

に
定

め
る

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

伴
う

実
施

事
務

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月

※
※

日
※

※
※

※
申

請
書

記
載

の
と

お
り

で
あ

る
。

２
～

６
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
７

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
す

る
。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

併
せ

て
提

出
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
変

更
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

７
別

添
の

変
更

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類

・
変

更
交

付
申

請
額

算
出

表
（

都
道

府
県

分
）

（
別

紙
様

式
７

別
表

１
-
１

）

・
変

更
交

付
申

請
額

算
出

表
（

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
７

別
表

１
-
２

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
７

別
表

２
）

・
変

更
交

付
申

請
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

７
別

表
３

）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

別
紙

様
式

７
別

添
の

変
更

交
付

申
請

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
７

別
表

３
の

添
付

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
申

請
す

る
場

合
に

つ
い

て
の

み
該

当
す

る
。

（
別

紙
様

式
７

別
添

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
７

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
の

変
更

交
付

申
請

に
つ

い
て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
す

る
。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
申

請
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

併
せ

て
提

出
す

る
。

１
事

業
の

目
的

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
に

係
る

事
務

費

２
変

更
交

付
申

請
額

別
紙

様
式

７
別

添
の

変
更

交
付

申
請

額
の

と
お

り

３
添

付
書

類

・
変

更
交

付
申

請
額

算
出

表
（

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
分

）
（

別
紙

様
式

７
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
７

別
表

２
）

・
変

更
交

付
申

請
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

７
別

表
３

）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

別
紙

様
式

７
別

添
の

変
更

交
付

申
請

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
７

別
表

３
の

添
付

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
申

請
す

る
場

合
に

つ
い

て
の

み
該

当
す

る
。

（
別

紙
様

式
７

別
添

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
７

別
表

１
～

別
表

３
）

（
略

）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
広

報
誌

へ
掲

載

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。

（
別

紙
様

式
７

別
表

１
～

別
表

３
）

（
略

）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。

-89-



平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
８

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
変

更
交

付
申

請
に

つ
い

て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
す

る
。

１
補

助
金

申
請

額
別

紙
様

式
８

別
表

１
の

交
付

申
請

額

２
添

付
書

類

・
変

更
交

付
申

請
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

８
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
８

別
表

２
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
８

別
表

１
～

２
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
８

）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
の

変
更

交
付

申
請

に
つ

い
て

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
を

受
け

た
標

記
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
交

付
額

を
変

更
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
す

る
。

１
補

助
金

申
請

額
別

紙
様

式
８

別
表

１
の

交
付

申
請

額

２
添

付
書

類

・
変

更
交

付
申

請
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

８
別

表
１

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
積

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
８

別
表

２
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
計

画
書

・
歳

入
歳

出
予

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
８

別
表

１
～

２
）

（
略

）

-91-



平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

市
長

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

計
画

書
（

市
長

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

※
変

更
の

あ
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

(
)
書

き
す

る
こ

と
。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
９

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
の

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部

を
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３
に

定
め

る
事

業
で

あ
り

、
そ

の
内

容
は

平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
事

業
に

要
す

る
経

費
及

び
補

助
金

の
額

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

た
だ

し
、

事
業

の
内

容
が

変
更

さ
れ

た
場

合
に

は
、

事
業

に
要

す
る

経
費

又
は

補
助

金
の

額
が

変
更

さ
れ

る
と

き
は

、
別

に
通

知
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の

と
す

る
。 事

業
に

要
す

る
経

費
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

補
助

金
の

額
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

３
こ

の
交

付
の

決
定

の
内

容
又

は
条

件
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
の

取
下

げ
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

期
限

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

。

（
別

紙
様

式
９

）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
追

加
交

付
決

定
（

交
付

決
定

一
部

取
消

）
通

知
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
の

申

請
に

基
づ

き
、

決
定

の
内

容
の

一
部

を
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
事

業
に

要
す

る
経

費
及

び
補

助
金

の
額

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

た
だ

し
、

事
業

の
内

容
が

変
更

さ
れ

た
場

合
に

は
、

事
業

に
要

す
る

経
費

又
は

補
助

金
の

額
が

変
更

さ
れ

る
と

き
は

、
別

に
通

知
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の

と
す

る
。 事

業
に

要
す

る
経

費
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

補
助

金
の

額
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

３
こ

の
交

付
の

決
定

の
内

容
又

は
条

件
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
の

取
下

げ
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

期
限

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

０
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※

※
で

提
出

の
あ

っ
た

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部
を

別
表

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
決

定
し

た
の

で
、

平
成

２
７

年
※

月
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
第

※
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
７

年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

０
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町

村
（

特
別

区
を

含
み

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

）
に

通
知

さ
れ

た
い

。

な
お

、
こ

の
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※
年

※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
１

０
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
追

加
交

付
決

定
（

交
付

決
定

一
部

取
消

）
通

知
依

頼
書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

提
出

の
あ

っ
た

申
請

に
基

づ
き

、
決

定
の

内
容

の
一

部
を

別
表

の
と

お

り
変

更
す

る
こ

と
に

決
定

し
た

の
で

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
１

号
厚

生
労

働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
の

１

０
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

に
通

知
さ

れ

た
い

。

な
お

、
こ

の
決

定
の

内
容

又
は

条
件

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※
年

※

※
月

※
※

日
と

す
る

の
で

併
せ

て
通

知
さ

れ
た

い
。

（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

（
略

）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

１
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

追
加

交
付

決
定

（
交

付
決

定
一

部
取

消
）

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
の

申
請

に
基

づ
き

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

を
も

っ
て

決
定

の
内

容
の

一
部

が
次

の
と

お
り

変
更

す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

７
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３
に

定
め

る
事

業
で

あ
り

、
そ

の
内

容
は

平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
事

業
に

要
す

る
経

費
及

び
補

助
金

の
額

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

事
業

に
要

す
る

経
費

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

補
助

金
の

額
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

３
こ

の
交

付
の

決
定

の
内

容
又

は
条

件
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

。

（
別

紙
様

式
１

１
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
追

加
交

付
決

定
（

交
付

決
定

一
部

取
消

）
通

知
書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※

※
※

の
申

請
に

基
づ

き
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

を
も

っ
て

決
定

の

内
容

の
一

部
が

次
の

と
お

り
変

更
す

る
こ

と
に

決
定

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

１
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
平

成
２

６
年

４
月

１
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

０
４

０
１

第
４

号
厚

生
労

働
事

務
次

官
通

知
の

別
紙

「
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
（

以
下

「
交

付
要

綱
」

と
い

う
。

）
の

３

に
定

め
る

事
業

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

申
請

書
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。

２
事

業
に

要
す

る
経

費
及

び
補

助
金

の
額

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

事
業

に
要

す
る

経
費

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

補
助

金
の

額
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円

（
う

ち
今

回
増

加
（

減
少

）
額

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

）

３
こ

の
交

付
の

決
定

の
内

容
又

は
条

件
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
取

下
げ

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
期

限
は

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
と

す
る

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

２
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
報

告
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

様
式

１
２

別
表

３
の

と
お

り
提

出

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
別

紙
様

式
１

２
別

添
の

補
助

金
精

算
額

の
と

お
り

２
添

付
書

類

・
実

績
報

告
額

算
出

表
（

都
道

府
県

分
）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
１

-
１

）

・
実

績
報

告
額

算
出

表
（

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
１

-
２

）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
精

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
２

）

・
実

績
報

告
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

１
２

別
表

３
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
報

告
書

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

別
紙

様
式

１
２

別
添

の
補

助
金

精
算

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
１

２
別

表
３

の
添

付
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
分

の
実

績
報

告
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

の
み

該
当

す
る

。

（
別

紙
様

式
１

２
別

添
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
１

～
別

表
３

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
１

２
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
を

記
入

）

（
知

事
・

市
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

に
つ

い
て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

な
お

、
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）

か
ら

提
出

さ
れ

た
標

記
報

告
書

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、

適
正

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

の
で

別
紙

様
式

１
２

別
表

３
の

と
お

り
提

出

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
別

紙
様

式
１

２
別

添
の

補
助

金
精

算
額

の
と

お
り

２
添

付
書

類

・
実

績
報

告
額

算
出

表
（

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
分

）
（

別
紙

様
式

１
２

別
表

１
）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
精

算
内

訳
明

細
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
２

）

・
実

績
報

告
額

内
訳

表
（

市
町

村
分

）
（

別
紙

様
式

１
２

別
表

３
）

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
報

告
書

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
注

）
な

お
書

き
、

別
紙

様
式

１
２

別
添

の
補

助
金

精
算

額
（

）
書

き
部

分
及

び
別

紙
様

式
１

２
別

表
３

の
添

付
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
分

の
実

績
報

告
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

の
み

該
当

す
る

。

（
別

紙
様

式
１

２
別

添
）

（
略

）

（
別

紙
様

式
１

２
別

表
１

～
別

表
３

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
広

報
誌

へ
掲

載

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

都
道

府
県

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
市

町
村

連
絡

会
議

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

（
２

）
○

○
○

リ
ス

ト
作

成

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

指
定

都
市

・
中

核
市

用
）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

３
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

の
事

業
実

績
報

告
に

つ
い

て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
等

・
実

績
報

告
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

１
３

別
表

１
）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
精

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
２

）

２
添

付
書

類

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
報

告
書

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
１

～
２

）
（

略
）

（
別

紙
様

式
１

３
）

（
文

書
番

号
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

（
市

区
町

村
名

を
記

入
）

（
市

区
町

村
長

名
を

記
入

）
印

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

に
つ

い
て

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９

号
）

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
関

係
書

類
を

添
え

て
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

１
補

助
金

精
算

額
等

・
実

績
報

告
額

算
出

表
（

別
紙

様
式

１
３

別
表

１
）

・
補

助
対

象
経

費
の

費
目

ご
と

の
精

算
内

訳
明

細
書

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
２

）

２
添

付
書

類

・
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
実

施
報

告
書

・
歳

入
歳

出
決

算
書

（
又

は
見

込
み

書
）

抄
本

（
別

紙
様

式
１

３
別

表
１

～
２

）
（

略
）
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

市
町

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
見

込
児

童
数

人

３
実

施
内

容
（

主
な

も
の

）

＜
例

＞

（
１

）
給

付
金

担
当

課
（

室
）

の
立

ち
上

げ

平
成

年
月

日

（
２

）
シ

ス
テ

ム
改

修

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

設
置

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
４

）
広

報
誌

へ
の

掲
載

平
成

年
月

日

（
５

）
対

象
者

へ
申

請
書

を
郵

送

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
６

）
申

請
受

付
期

間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
７

）
申

請
書

の
記

入
事

項
・

添
付

書
類

の
審

査

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
８

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

実
施

報
告

書
（

市
町

村
用

）

１
事

業
実

施
の

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

２
給

付
対

象
者

数
人

３
事

業
実

施
時

期
（

主
な

も
の

）

（
１

）
申

請
期

間
（

申
請

書
配

布
・

受
理

）

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
２

）
給

付
金

支
払

期
間

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

（
３

）
○

○
○

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

４
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

交
付

額
を

金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円
に

確
定

し
た

の
で

通
知

す
る

。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

（
別

紙
様

式
１

４
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
額

確
定

通
知

書

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

名
）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

し
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
事

業

実
績

報
告

に
基

づ
き

、
交

付
額

を
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円
に

確
定

し
た

の
で

通
知

す
る

。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

５
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
依

頼
書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
平

成
２

７
年

度
子

育
て

世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

提
出

の
あ

っ

た
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

別
表

の
と

お
り

交
付

額
を

確
定

し
た

の
で

、
平

成
２

７
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省

発
雇

児
※

※
第

※
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事

務
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

２
に

定
め

る
様

式
に

よ
り

貴
管

内
市

町
村

に
通

知
さ

れ
た

い
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

額
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
ま

で
に

返

還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
の

で
、

こ
の

旨
併

せ
て

通
知

願
い

た
い

。

（
別

紙
様

式
１

５
）

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

※
※

第
※

号

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

殿

厚
生

労
働

大
臣

※
※

※
※

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
額

確
定

通
知

依
頼

書

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

で
交

付
決

定
の

通
知

を
依

頼
し

た
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
平

成
２

６
年

度
（

平
成

２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

※
※

年
※

※

月
※

※
日

※
※

※
※

で
提

出
の

あ
っ

た
事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

別
表

の
と

お
り

交
付

額
を

確
定

し
た

の
で

、

平
成

２
６

年
４

月
１

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
０

４
０

１
第

４
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

平
成

２
６

年

度
（

平
成

２
５

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
交

付
要

綱
」

の
１

２

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
貴

管
内

市
町

村
に

通
知

さ
れ

た
い

。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

額
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
ま

で
に

返

還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
の

で
、

こ
の

旨
併

せ
て

通
知

願
い

た
い

。
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平
成

２
７

年
度

平
成

２
６

年
度

（
別

紙
様

式
１

６
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
７

年
度

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金

交
付

額
確

定
通

知
書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
７

年
度

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

事
業

実
績

報
告

に
基

づ
き

、
平

成
※

※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

を
も

っ
て

交
付

額
が

金
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
確

定

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

の
で

併
せ

て
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※

（
別

紙
様

式
１

６
）

（
文

書
番

号
）

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費

補
助

金
交

付
額

確
定

通
知

書

（
市

区
町

村
名

）

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
※

※
※

※
で

交
付

決
定

通
知

を
行

っ
た

平
成

２
６

年
度

（
平

成
２

５
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

※
※

※
※

事

業
実

績
報

告
に

基
づ

き
、

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日
厚

生
労

働
省

発
雇

児
※

※
※

※
第

※
号

を
も

っ
て

交
付

額

が
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

円
に

確
定

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

（
超

過
交

付
額

が
生

じ
た

場
合

）

な
お

、
超

過
交

付
と

な
っ

た
金

＊
＊

＊
＊

＊
円

に
つ

い
て

は
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
３

０
年

法
律

第
１

７
９

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

ま

で
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

の
で

併
せ

て
通

知
す

る
。

平
成

※
※

年
※

※
月

※
※

日

都
道

府
県

知
事

※
※

※
※
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（
別

紙
様

式
１

）

平
成

　
　

年
度

厚
生

労
働

省
所

管
一

般
会

計
自

治
体

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

円
円

円
円

円
円

円

（
組

織
）

厚
生

労
働

本
省

　
（

項
）

臨
時

福
祉

給
付

金
等

給
付

事
業

助
成

費

１
　

「
国

」
の

「
交

付
決

定
額

」
は

、
交

付
決

定
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

「
地

方
公

共
団

体
」

の
「

科
目

」
は

、
歳

入
及

び
歳

出
に

つ
い

て
は

款
、

項
、

目
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

「
予

算
額

」
は

、
歳

入
に

当
た

っ
て

は
当

初
予

算
額

、
補

正
予

算
額

等
の

区
分

を
、

歳
出

に
当

た
っ

て
は

当
初

予
算

額
、

補
正

予
算

額
、

流
用

増
減

額
等

の
区

分
を

明
ら

か
に

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

「
備

考
」

は
、

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
を

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

給
付

事
務

費
補

助
金
調

書

う
ち

補
助

金
相

当
額

歳
　

　
　

　
入

歳
　

　
　

　
出

地
方

公
共

団
体

備
考

予
算

額
決

算
額

科
目

国

歳
出

予
算

科
目

交
付

決
定

額
科

目
予

算
額

う
ち

補
助

金
相

当
額

決
算

額

　
　
（
目
）
子
育
て
世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
給

付
事

務
費

補
助

金
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（
別

紙
様

式
２

別
表

１
）

指
定

都
市

・
中

核
市

名
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
基

準
額

選
定

額
（

ｄ
と

ｅ
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）

交
付

申
請

額
（

c
と

f
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ

交
付

申
請
額
算
出
表
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・

中
核

市
分

）

※
　

指
定

都
市

・
中

核
市

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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（
別

紙
様

式
２

別
表

１
-
１

）

（
単

位
：

円
）

都
道

府
県

名
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
基

準
額

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

1
,
5
0
0
,
0
0
0

交
付

申
請

額
算

出
表

（
都

道
府

県
分

）

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
、
コ
ー
ド
標
準
化
の
一
環
と
し
て
、
総
務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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（
別

紙
様

式
２

別
表

１
-
２

）

（
単

位
：

円
）

市
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0

円
)
)

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

（
注

）
地

方
公

共
団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効

率
化
と
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
、
コ
ー
ド
標
準
化
の
一
環
と
し
て
、
総
務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

交
付

申
請

額
算

出
表

（
指

定
都

市
・

中
核

市
分

）
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（別紙様式２別表２）

品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の支出予定額」と一致すること。

補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書（都道府県・指定都市・中核市分）

費目

合　　計

共済費（賃金に係る社会保険料）

都道府県・指定都市・中核市名　　　　　　　　　　　
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（
別

紙
様

式
２

別
表

３
）

都
道
府
県
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
単
位
：
円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総
事
業
費

寄
付
金

そ
の
他
の
収
入

差
引
額

（
ａ
－
ｂ
）

対
象
経
費
の

支
出
予
定
額

基
準
額

選
定
額

（
ｄ
と
ｅ
の
い
ず
れ

か
少
な
い
額
）

交
付
申
請
額

（
c
と
f
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
）

（
千
円
未
満
切
捨
て
）

申
請

年
月

日
文
書
番
号

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
　

計

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

交
付

申
請

に
係
る

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
、
コ
ー
ド
標
準
化
の
一
環
と
し
て
、
総
務
省
が
設
定
し
た
６
ケ
タ
の
コ
ー
ド
番
号
で
あ
る
。
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（
別
紙
様
式
２
別
表

３
）

都
道
府
県
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

単
位

：
円

）

市
町
村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円
＋
(
支
給

対
象
と
な
る
児
童
数
×

5
0
0
円
)
)

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ
ｃ

ｄ
ｅ

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

交
付

申
請

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

（
注
）
地
方
公
共

団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

交
付
申

請
に

係
る

合
　

計
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（
別

紙
様

式
３

別
表

１
）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
選

定
額

（
ｄ

と
ｅ

の
い

ず
れ

か
少

な
い

額
）

交
付

申
請

額
（

c
と

f
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

交
付

申
請

額
算

出
表
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（
別

紙
様

式
３

別
表

１
）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0
円

)
)

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一
環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

交
付
申
請
額
算
出
表

（
別

紙
様

式
３

別
表

１
）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
選

定
額

（
ｄ

と
ｅ

の
い

ず
れ

か
少

な
い

額
）

交
付

申
請

額
（

c
と

f
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

交
付

申
請

額
算

出
表
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（別紙様式３別表２）

品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の支出予定額」と一致すること。

補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書（市町村分）

市町村名　　　　　　　　　　　　　　　

費目

共済費（賃金に係る社会保険料）

合　　計
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（別紙様式５別表）

都道府県名 　　　　　　　　　　　

（単位：円）

申請年月日 文書番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計 0 0

（注）地方公共団体コードとは、情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環とし
て、総務省が設定した６ケタのコード番号である。

交付決定額内訳表（市町村分）

市町村名 地方公共団体コード
交付申請に係る 事業に要する

経費
交付決定額
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（別紙様式５別表）

都道府県名 　　　　　　　　　　　

（単位：円）

申請年月日 文書番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 0

交付決定額内訳表（市町村分）

地方公共団体コード

（注）地方公共団体コードとは、情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環とし
て、総務省が設定した６ケタのコード番号である。

市町村名
交付申請に係る 事業に要する

経費
交付決定額

合　　計
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（
別

紙
様

式
７

別
表

１
）

指
定

都
市

・
中

核
市

名
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

都
道

府
県

名

（
単

位
：

円
）

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
基

準
額

選
定

額
（

ｄ
と

ｅ
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）

交
付

申
請

額
（

c
と

f
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ

※
　

変
更

前
の

内
容

を
、

上
段

に
（

　
　

　
）

書
き

す
る

こ
と

。

変
更
交
付
申
請
額
算
出
表

※
　

指
定

都
市

・
中

核
市

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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（
別

紙
様

式
７

別
表

１
-
１

）

（
単
位
：
円
）

都
道

府
県

名
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
基
準
額

交
付
申
請
額

（
c
,
d
,
e
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
）

（
千
円
未
満
切
捨
て
）

既
交
付
決
定
額

今
回
追
加

（
一
部
取
消
）
額

（
f
－
g
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

g
h

1
,
5
0
0
,
0
0
0

※
　

変
更

前
の

内
容

を
、

上
段

に
（

　
　

　
）

書
き

す
る

こ
と

。

変
更
交
付
申
請
額
算
出
表
（
都
道
府
県
分
）

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６
ケ
タ
の
コ
ー
ド
番
号
で
あ
る
。
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（
別

紙
様

式
７

別
表

１
-
２

）

（
単
位
：
円
）

市
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準
額

(
3
0
0
,
0
0
0
円
＋
(
支

給
対

象
と
な
る
児
童

数
×
5
0
0
円
)
)

交
付
申
請
額

（
c
,
d
,
e
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
）

（
千
円
未
満
切
捨
て
）

既
交
付
決
定
額

今
回
追
加

（
一
部
取
消
）
額

（
f
－
g
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

g
h

※
　

変
更

前
の

内
容

を
、

上
段

に
（

　
　

　
）

書
き

す
る

こ
と

。

変
更
交
付
申
請
額
算
出
表
（
指
定
都
市
・
中
核
市
分
）

（
注
）

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効

率
化

と
円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ
の
コ
ー
ド
番
号
で
あ
る
。
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（別紙様式７別表２）

品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の支出予定額」と一致すること。

（注３）変更のあった部分について、変更前の内容を上段に（　　　）書きすること。

補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書（都道府県・指定都市・中核市分）

都道府県・指定都市・中核市名　　　　　　　　　　　

費目

共済費（賃金に係る社会保険料）

合　　計
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（
別

紙
様

７
別

表
３

）

都
道

府
県

名
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

単
位

：
円

）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
選

定
額

（
ｄ

と
ｅ

の
い

ず
れ

か
少

な
い

額
）

交
付

申
請

額
（
ｃ
と
ｆ
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
）

（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

既
交

付
決

定
額

今
回

追
加

（
一

部
取

消
）

額

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ
ｃ

ｄ
ｅ

ｆ
ｇ

ｈ
ｉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
　

計

※
　

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

（
　

　
　

）
書

き
す

る
こ

と
。

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

(
市

町
村

分
）

変
更

交
付

申
請

に
係

る

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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（
別

紙
様

７
別

表
３

）

都
道

府
県

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円
＋
(
支
給

対
象
と
な
る
児
童
数

×
5
0
0
円
)
)

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

既
交

付
決

定
額

今
回

追
加

（
一

部
取

消
）

額
（

f
－

g
）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ
ｃ

ｄ
ｅ

f
g

h

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

※
　

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

（
　

　
　

）
書

き
す

る
こ

と
。

変
更

交
付

申
請

額
内

訳
表

(
市

町
村

分
）

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

変
更

交
付

申
請

に
係

る

合
　

計
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（
別

紙
様

８
別

表
１

）

（
単
位
：
円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
選
定
額

（
ｄ

と
ｅ
の
い
ず
れ
か

少
な
い
額
）

交
付
申
請
額

（
ｃ

と
ｆ

の
い

ず
れ

か
少

な
い

額
）

（
千

円
未

満
切

捨
て

）

既
交
付
決
定
額

今
回
追
加

（
一
部
取
消
）
額

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

ｉ

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ
の
コ
ー
ド
番
号
で
あ
る
。

※
　

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

（
　

　
　

）
書

き
す

る
こ

と
。

変
更
交
付
申
請
額
算
出
表
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（
別

紙
様

式
８

別
表

１
）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0
円

)
)

交
付

申
請

額
（

c
,
d
,
e
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

）
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

既
交

付
決

定
額

今
回

追
加

（
一

部
取

消
）

額
（

f
－

g
）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
f

g
h

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

※
　

変
更

前
の

内
容

を
上

段
に

（
　

　
　

）
書

き
す

る
こ

と
。

変
更

交
付

申
請

額
算

出
表
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品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の支出予定額」と一致すること。

（注３）変更のあった部分について、変更前の内容を上段に（　　　）書きすること。

合　　計

（別紙様式８別表２）

補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書（市町村分）

市町村名　　　　　　　　　　　　　　　

費目

共済費（賃金に係る社会保険料）
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（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

都
道

府
県

名
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
（
単
位
：
円
）

 
　

事
業

に
要

す
る

経
費

　
交

付
決

定
額

申
請

年
月

日
文

書
番

号
う
ち
今
回
増
加

（
減
少
）
額

う
ち

既
交

付
決

定
分

う
ち

今
回

増
加

（
減

少
）

額
う

ち
既

交
付

決
定

分

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
　

　
計

0
0

0
0

0
0

交
付

決
定

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド

変
更

交
付

申
請

に
係

る

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。
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（
別

紙
様

式
１

０
別

表
）

都
道

府
県

名
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
（
単
位
：
円
）

 
　

事
業

に
要

す
る

経
費

　
交

付
決

定
額

申
請

年
月

日
文

書
番

号
う
ち
今
回
増
加

（
減
少
）
額

う
ち

既
交

付
決

定
分

う
ち

今
回

増
加

（
減

少
）

額
う

ち
既

交
付

決
定

分

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

0
0

0
0

0
0

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
市

町
村

名

変
更

交
付

申
請

に
係

る

交
付

決
定

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

合
　

　
計
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（
別
紙
様
式
１
２
別
表

１
）

指
定

都
市

・
中

核
市

名
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

都
道
府
県
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
単

位
：

円
）

総
事
業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

実
支

出
額

基
準

額

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

（
注
）
地
方
公
共
団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効

率
化

と
円

滑
化

に
資

す
る

た
め

、
コ

ー
ド

標
準

化
の

一
環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

実
績

報
告

額
算

出
表

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

分
）

※
　
指
定
都
市
・
中
核

市
に

つ
い

て
は

、
地

方
公

共
団

体
コ
ー

ド
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
別
紙
様
式
１
２
別
表

１
-
１

）

（
単

位
：

円
）

総
事
業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

実
支

出
額

基
準

額

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

i

1
,
5
0
0
,
0
0
0

（
注
）
地
方
公
共
団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効

率
化

と
円

滑
化

に
資

す
る

た
め

、
コ

ー
ド

標
準

化
の

一
環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

実
績

報
告

額
算

出
表

（
都

道
府

県
分

）
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（
別
紙
様
式
１
２
別
表

１
-
２

）

（
単

位
：

円
）

総
事
業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
差

引
額

（
ａ

－
ｂ

）
対

象
経

費
の

実
支

出
額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0
円

)
)

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、
ｅ

の
い

ず
れ

か
低

い
方

の
額

）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

i

（
注
）
地
方
公
共
団
体

コ
ー

ド
と

は
、

情
報

処
理

の
効

率
化

と
円

滑
化

に
資

す
る

た
め

、
コ

ー
ド

標
準

化
の

一
環

と
し

て
、

総
務

省
が

設
定

し
た

６
ケ

タ
の

コ
ー

ド
番

号
で

あ
る

。

実
績

報
告

額
算

出
表

（
指

定
都

市
・

中
核

市
分

）
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（別紙様式１２別表２）

品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の実支出額」と一致すること。

補助対象経費の費目ごとの精算内訳明細書（都道府県・指定都市・中核市分）

都道府県・指定都市・中核市名　　　　　　　　　　　

費目

共済費（賃金に係る社会保険料）

合　　計
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（
別

紙
様

式
１

２
別

表
３

）

都
道

府
県

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
実

支
出

額
基

準
額

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ
ｃ

ｄ
ｅ

ｆ
ｇ

ｈ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

合
　

計

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

実
績

報
告

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

事
業

実
績

報
告

に
係

る
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（
別

紙
様

式
１

２
別

表
３

）

都
道

府
県

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0

円
)
)

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

申
請

年
月

日
文

書
番

号
ａ

ｂ
ｃ

ｄ
ｅ

ｆ
ｇ

ｈ
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

実
績

報
告

額
内

訳
表

（
市

町
村

分
）

事
業

実
績

報
告

に
係

る

合
　

計
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（
別

紙
様

式
１

３
別

表
１

）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
実

支
出

額
基

準
額

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

実
績

報
告

額
算

出
表

-133-



（
別

紙
様

式
１

３
別

表
１

）

（
単

位
：

円
）

市
町

村
名

地
方

公
共

団
体

コ
ー

ド
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

差
引

額
（

ａ
－

ｂ
）

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額
(
3
0
0
,
0
0
0
円

＋
(
支

給
対

象
と

な
る

児
童

数
×

5
0
0
円

)
)

要
国

庫
補

助
額

（
千

円
未

満
切

捨
て

）
（

ｃ
、

ｄ
、

ｅ
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
）

交
付

決
定

額
受

入
済

額
差

引
過

△
不

足
額

（
ｈ

－
ｆ

）

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｇ
ｈ

i

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（
注

）
地

方
公

共
団

体
コ

ー
ド

と
は

、
情

報
処

理
の

効
率

化
と

円
滑

化
に

資
す

る
た

め
、

コ
ー

ド
標

準
化

の
一

環
と

し
て

、
総

務
省

が
設

定
し

た
６

ケ
タ

の
コ

ー
ド

番
号

で
あ

る
。

実
績

報
告

額
算

出
表

-134-



品目等 数量 単価 金額 備考

円 円
超過勤務手当

管理職員特別勤務手当

賃金

職員旅費

需用費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費

役務費
通信運搬費
広告料
手数料
　・口座振込手数料
　・その他手数料
その他
　・システム開発・改修経費
　・○○○

使用料及び賃借料
使用料
賃借料

報償費

委託料
・○○○
・○○○

その他
・○○○
・○○○

（注１）同内容であれば別様式でも差し支えない。

（注２）本表の金額の合計が別表１の「対象経費の実支出額」と一致すること。

合　　計

（別紙様式１３別表２）

補助対象経費の費目ごとの精算内訳明細書（市町村分）

市町村名　　　　　　　　　　　　　　　

費目

共済費（賃金に係る社会保険料）
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（別紙様式１５別表）

都道府県名 　　　　　　　　　　　

（単位：円）

報告年月日 文書番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計 0 0

（注）地方公共団体コードとは、情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環として、
　　　総務省が設定した６ケタのコード番号である。

確定額内訳表（市町村分）

市町村名
地方公共団体

コード
事業実績報告に係る

確定額 返還額
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（別紙様式１５別表）

都道府県名 　　　　　　　　　　　

（単位：円）

報告年月日 文書番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 0

返還額

（注）地方公共団体コードとは、情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環として、
　　　総務省が設定した６ケタのコード番号である。

確定額内訳表（市町村分）

市町村名 確定額
地方公共団体

コード
事業実績報告に係る

合　　計
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資料３

1 
 

「
平
成

年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
実
施
に
つ
い
て
」

の
新

旧
対

照
表

（
案

）

下
線

の
部
分

は
改
正

部
分

今
回

（
平
成

年
度
）（

案
）

前
回

（
平
成

年
度
）

第
１

支
給
対

象
者

 
１

平
成

27
年

度
に

お
け
る

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
（
以

下
「

給
付
金

」
と
い

う
。
）
は
、
平
成

年
６
月
分
の
児
童
手

当
法
（
昭

和
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
児
童
手
当
（
以
下

「
児

童
手

当
」

と
い

う
。
）

の
支

給
を

受
け

る
者

に
対

し
て

支

給
す

る
。

２
１
に

規
定

す
る

ほ
か

、
給
付
金
は
、
平
成

年
５
月

日

（
以

下
「

基
準

日
」

と
い

う
。
）

に
お

い
て

児
童

手
当

の
支

給

要
件

に
該

当
す

る
も

の
と
し
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以

下
同

じ
。
）
が

認
め

る
者
に
対
し
て
支
給
す
る
。

 

第
１

支
給
対
象
者

１
子
育
て
世
帯
臨

時
特

例
給

付
金
（
以

下
「

給
付

金
」
と
い

う
。）

は
、
平
成

年
１
月

分
の

児
童

手
当
法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）
に
よ
る
児

童
手

当
（
同

法
附
則

第
２

条
第

１
項

の
給

付

を
含

む
。

以
下

「
児

童
手

当
」

と
い

う
。
）

の
支

給
を

受
け

る

者
で
あ
っ
て
、

そ
の

平
成

年
の

所
得

が
同

法
第

５
条
第

１

項
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

額
に

満
た

な
い

も
の

に
対

し

て
支
給
す
る
。

２
１
に
規
定
す
る
ほ

か
、
給
付

金
は
、
次
の

い
ず

れ
か

に
該
当

す
る
児
童
（

歳
に

達
す

る
日

以
後
の

最
初

の
３

月
日
ま

で
の
間
に
あ
る

児
童

を
い

う
。

以
下
同

じ
。
）
に

係
る

平
成

年
２
月
分
の
児

童
手

当
の

支
給

を
受
け

る
者

で
あ

っ
て

、
そ

の

平
成

年
の
所
得

が
児

童
手

当
法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す

る
政
令
で
定
め

る
額

に
満

た
な

い
も
の

に
対

し
て

支
給

す
る
。

①
平
成

年
１

月
１

日
（
以

下
「

基
準

日
」
と

い
う

。）
に

出
生
し
、
同
日

に
お

い
て

住
民

基
本
台

帳
に

記
録

さ
れ

て
い

る
も
の

②
基
準
日
に
国
外

か
ら

転
入
（
住

民
基

本
台

帳
法
（

昭
和

年
法
律
第

号
）
第

条
第

１
項
に

規
定

す
る

転
入
を
い

う
。

第
４

の
１

の
（

２
）

の
表

の
①

に
お

い
て

同
じ

。
）

を

し
た
こ
と
に
よ

り
、
同
日

に
お

い
て
住

民
基

本
台

帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
も

の
 

３
１
及

び
２

の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
金
は
、
次
の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る

者
に

対
し

て
支

給
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
１
又
は
２
に
規

定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
て

い
る

場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な
い
。

 

３
１
及
び
２
の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず
、
給
付

金
は
、
次
の

表
の

左
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
つ

い
て

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲

げ
る
者
に
対
し
て
支

給
す

る
。
た
だ

し
、
既

に
１

又
は

２
に

規

定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
て

い
る

場

合
及
び
こ
の
３
の
規

定
に

よ
り

給
付
金

を
支

給
さ

れ
る

者
（

同

表
の

①
及

び
③

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

に
限

る
。
）

に
係

る
１

又

は
２
に
規
定
す

る
者

の
平

成
年

の
所

得
が

児
童

手
当

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

額
以

上
で

あ
る

場

-138-



2 
 

合
に
は
、
こ
の
限
り

で
な

い
。

①
１

又
は

２
に

規
定

す
る

者
が

死
亡

し
た

場
合
（

こ
の

３
の
規
定

に
よ

り
給

付
金

を
支

給
さ

れ
る

者
が
、
当
該

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

ま
で

の
間

に
死

亡
し

た
場

合
を

含

む
。
）

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

死
亡

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
分

の
当

該
者

の
第

２
の

対
象

児
童

に
係

る
児

童
手

当
の

支
給

を
受

け
る

者
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

と
し

て
適

当
と

認
め

ら
れ

る
者

 

①
１

又
は

２
に

規
定

す
る

者
が

死
亡

し
た

場
合
（
こ
の

３
の

規
定

に
よ

り
給

付
金

を
支

給
さ
れ
る

者
が
、
当
該

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

ま
で

の
間

に
死

亡
し

た
場

合
を

含

む
。
）

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

死
亡

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
分

の
当

該
者

の
対

象
児

童
に

係
る

児
童

手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

適
当

と
認

め
ら

れ
る

者

②
基

準
日

に
お

け
る

児
童

手
当
（

児
童
手
当

法
附

則
第

２
条

第
１

項
の

給
付

を
含

む
。
以

下
こ

の
②

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
支

給
要

件

に
該

当
す

る
者

に
係

る
児

童
（

歳
に
達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

日
ま
で
の
間

に
あ

る
児

童
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

が
同

法

第
３

条
第

３
項

に
規

定
す

る
施

設
入

所
等

児
童

で
あ

る
こ

と
を

１
又

は
２

に
規

定
す

る
者

に
給

付
金

を
支

給
す

る
市

町
村

そ
の

他
の

当
該

支
給

要
件

に
該

当
す

る
者

を
基

準
日

に
お

け
る

児
童

左
欄

に
掲

げ
る

施
設

入
所

等
児
童

②
第

２
の

対
象

児
童

が
児

童
手

当
法

第
３

条
第

３
項

に
規

定
す

る
施

設
入

所
等

児
童

で
あ

る
こ

と
を

１
又

は
２

に
規

定
す

る
者

に
給

付
金

を
支

給
す

る
市
町
村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

が
把
握
し
た
場

合
（
そ

の
後

施
設

入
所

等
児

童
で

な
く

な
っ

た
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

に
お
い
て
、
ま
だ

こ
の

②
の

右
欄

に
掲

げ
る

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

て
い

な
い

と
き

を
除

く
。
）

左
欄

に
掲

げ
る

施
設

入
所

等
児

童
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手
当

の
支

給
要

件
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
認

め
る

市
町

村
が

把
握

し
た

場
合

 

③
１

又
は

２
に

規
定

す
る

者
か

ら
の

暴
力

を
理

由
に

避
難

し
、
当

該
者

と
生

計
を

別
に

し
て

い
る

当
該

者
の

配
偶

者
（
現

に
第
２
の

対
象

児
童

を
監

護
し
、

か
つ

、
こ
れ

と
生
計
を

同
じ

く
す

る
者

に
限

る
。
）

が
そ

の
避

難
先

の
市

町
村

に
お
い
て
、

当
該

対
象

児
童

に
係

る
児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
請
求
（
市

町
村

が
適

当
と

認
め

る
場

合
に

あ
っ
て
は
、

当
該

避
難

先
の

市
町

村
に

お
い

て
給

付
金

の
支

給
を

受
け

る
た

め
の

当
該

認
定

の
請

求
と

同
様

の
請

求
を

含
む

。
第

４
の

１
の

（
２

）
の
表

の
⑥
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
し

、

当
該

避
難

先
の

市
町

村
に

よ
る

当
該

認
定

の
請

求
に

関
す

る
通

知
が

１
又

は
２

に
規

左
欄

に
掲

げ
る

当
該

者
の

配
偶
者

③
１

又
は

２
に

規
定

す
る

者
か

ら
の

暴
力

を
理
由
に
避
難

し
、
当

該
者

と
生

計
を

別
に

し
て

い
る

当
該

者
の

配
偶
者
（
現

に
第

２
の

対
象
児
童
を
監

護
し

、

か
つ
、
こ
れ

と
生

計
を

同
じ

く
す

る
者

に
限

る
。
）

が
そ

の
避

難
先

の
市
町
村

に
お

い
て

、

当
該

対
象

児
童

に
係

る
児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
認
定

の
請

求
（
同

法
附

則
第

２
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場
合
を

含
み

、
当
該

配
偶
者
が

監
護

し
、
か

つ
、
生
計
を

同
じ

く
す

る
全

て
の

対
象

児
童

が
歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

２
月

日
を

経
過

し
た

日

以
後

で
あ

る
場

合
に

あ
っ
て
は

、
当
該

避
難

先
の

市
町

村
に

お
い

て
給

付
金

の
支

給
を

受
け

る
た

め
の

当
該

左
欄

に
掲

げ
る

当
該

者
の

配
偶

者
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定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町

村
に

到
達

し
た

場
合
（

当
該

１
又
は
２

に
規

定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町

村
が

当
該

認
定

の
請

求
を

受
け

る
市

町
村

と
同

一
で

あ
る

と
き

は
、
当
該
認

定
の

請
求

を
受

け
た

場
合

）

 

認
定

の
請

求
と

同
様

の
請
求
を

含
む

。
第
４

の
１
の
（
２

）
の

表
の

⑥
に

お
い

て
同

じ
。
）

を
し
、
当
該

避
難

先
の

市
町

村
に

よ
る

当
該

認
定

の
請

求
に

関
す

る
通

知
が

１
又

は
２

に
規

定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町

村
に

到
達

し
た
場
合
（

当
該

１
又

は
２

に
規

定
す

る
者

に
対

し
て

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町

村
が

当
該

認
定

の
請

求
を

受
け

る
市

町
村

と
同

一
で
あ
る
と
き

は
、
当

該
認

定
の

請
求

を
受

け
た
場
合
）

第
２

対
象
児

童
 

第
１

の
１

に
規

定
す

る
者

に
支

給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

（
給

付
金

の
支

給
額

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
児

童
を

い

う
。
以

下
同

じ
。）

は
当
該
者
に
支
給
さ
れ
る

平
成

年
６
月

分
の

児
童

手
当

に
係

る
児
童
、
同
２
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

は
同

２
の

規
定

に
よ

り
児

童
手

当

の
支

給
要

件
に

該
当

す
る

も
の

と
市

町
村

が
認

め
た

も
の

に

係
る

児
童

と
す

る
（

同
３
の
表
の
①
か
ら
③
ま
で
の
右
欄
に
掲

げ
る

者
に

支
給

さ
れ

る
給
付
金
の
対
象
児
童
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を

準
用

す
る

。
）。

た
だ
し
、
対
象
児
童
が
次
の
①

及
び
②

に

掲
げ

る
場

合
の

い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い

。

①
基

準
日

の
翌

日
か

ら
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

第
２

対
象
児
童

第
１

の
１

に
規

定
す

る
者

に
支

給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

（
給

付
金

の
支

給
額

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
児

童
を

い

う
。
以
下
同
じ
。）

は
当

該
者
に

支
給
さ

れ
る

平
成

年
１
月

分
の
児
童
手
当

に
係

る
児

童
、
同

２
に

規
定

す
る

者
に

支
給

さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

は
当

該
者

に
支

給
さ

れ
る

同
年

２

月
分
の
児
童
手

当
に

係
る

児
童
（

同
２

の
①

又
は

②
に

掲
げ

る

児
童

に
限

る
。
）

と
す

る
（

同
３

の
表

の
①

か
ら

③
ま

で
の

右

欄
に

掲
げ

る
者

に
支

給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

に
つ

い

て
は
、
こ
れ
を

準
用

す
る

。
）。

た
だ
し

、
対

象
児

童
が

次
の

①

か
ら

⑦
ま

で
に

掲
げ

る
場

合
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、
こ
の
限
り

で
な

い
。

①
基

準
日

か
ら

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
る

日
ま

で
の

-141-



5 
 

ま
で

の
間

に
死

亡
し

た
場
合

 
                             

②
給
付

金
の

支
給

が
決
定
さ
れ
る
日
に
お
い
て
、
日
本
の
国

籍
を

有
し

な
い

者
で

あ
っ
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

年
法

律
第

号
）
第

条
の

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

間
に
死
亡
し
た

場
合

②
臨
時
福
祉

給
付

金
の

支
給
対

象
者

で
あ

る
場

合

③
生
活
保
護
法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）
第

６
条
第

１
項
に
規
定
す

る
被

保
護

者
（

基
準
日

に
保

護
が

停
止
さ
れ

て
い
た
者
及
び

基
準

日
の

翌
日

か
ら
同

年
３

月
日
ま
で

の
間
に
保
護
が

廃
止

さ
れ

、
又

は
停
止

さ
れ

た
者

を
除

く
。）

で
あ
る
場
合

④
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後
の
自
立
の

支
援

に
関

す
る

法
律
（

平
成

６
年

法
律

第

号
）
に
よ
る
支

援
給

付
（

以
下

こ
の
④

に
お

い
て
「
支
援
給

付
」

と
い

う
。
）

の
受

給
者

（
基

準
日

に
支

援
給

付
の

支
給

が
停

止
さ

れ
て

い
た

者
及

び
基

準
日

の
翌

日
か

ら
同

年
３

月
日
ま
で

の
間

に
支

援
給

付
の
支

給
が

廃
止

さ
れ
、
又

は
停
止
さ
れ
た

者
を

除
く

。）
で

あ
る
場

合

⑤
ハ
ン
セ
ン
病
問

題
の

解
決
の

促
進

に
関

す
る

法
律
（

平
成

年
法
律
第

号
）
第

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る
ハ
ン

セ
ン

病
療

養
所

非
入

所
者

給
与

金
の

受
給

者
（

援
護

加
算

（
ハ

ン
セ

ン
病

問
題

の
解

決
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則
（
平
成

年
厚

生
労

働
省

令
第

号
）
第
７

条
第

３

項
に
規
定
す
る

援
護

加
算

を
い

う
。
以

下
こ

の
⑤

に
お
い
て

同
じ

。
）

の
受

給
者

に
限

り
、

基
準

日
に

援
護

加
算

の
認

定

を
停

止
さ

れ
て

い
た

者
及

び
基

準
日

の
翌

日
か

ら
同

年
３

月
日
ま
で

の
間

に
援

護
加

算
の
認

定
を

廃
止

さ
れ
、
又

は
停
止
さ
れ
た

者
を

除
く

。）
で

あ
る
場

合

⑥
ハ

ン
セ

ン
病

問
題

の
解

決
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第

条
の
規
定
に
よ

る
援

護
（

以
下

こ
の
⑥

に
お

い
て

「
援
護
」

と
い

う
。
）

を
受

け
て

い
る

者
（

基
準

日
に

援
護

が
停

止
さ

れ
て
い
た
者
及

び
基

準
日

の
翌

日
か
ら

同
年

３
月

日
ま

で
の

間
に

援
護

が
廃

止
さ

れ
、

又
は

停
止

さ
れ

た
者

を
除

く
。
）
で
あ
る

場
合

⑦
給
付
金
の
支
給

が
決

定
さ
れ

る
日

に
お

い
て

、
日

本
の
国

籍
を
有
し
な
い

者
で

あ
っ

て
、

住
民
基

本
台

帳
法

第
条

の
の
表
の

上
欄

に
掲

げ
る
者

に
該
当

し
な

い
場

合
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者
に

該
当

し
な

い
場

合
 

第
３

支
給
額

給
付
金

の
支

給
額

は
、
第
２
の
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

３
千

円
と

す
る

。

第
３

支
給
額

給
付
金
の
支
給
額

は
、
第

２
の

対
象

児
童

１
人

に
つ

き
１
万

円
と
す
る
。

第
４

支
給
方

法
等

１
申

請
及

び
支

給
の

方
法

（
１

）
給

付
金

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

当
該

申
請

者
に

対
し

、
平

成

年
６

月
分

の
児

童
手

当
を

支
給

す
る

市
町

村
に

対

し
て

支
給

の
申

請
を
行
う

。

（
２

）
（

１
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ

る
者

に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る

市
町

村
に

対
し
て
支
給
の
申
請
を
行
う
。

第
４

支
給
方
法
等

１
申
請
及
び
支

給
の

方
法

（
１
）

給
付
金

の
支
給

を
受
け

よ
う

と
す

る
者
（
以

下
「
申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

基
準

日
に

お
い

て
、

当
該

申

請
者

を
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

し
て

い
る

市
町

村
に

対
し
て
支

給
の

申
請

を
行

う
。

（
２
）

（
１
）
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
次
の

表
の

左
欄

に

掲
げ
る
者

に
つ

い
て

は
、
そ
れ

ぞ
れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る
市
町

村
に

対
し

て
支

給
の

申
請
を

行
う

。

申
請

者
市
町
村

①
第

１
の

１
に

規
定

す
る

者
の

う
ち
、
児
童

手
当

法
第

条
第
１

項
に

規
定

す
る

公
務

員

左
欄

に
掲

げ
る

公
務

員

に
係

る
児

童
手

当
法

第

条
第

１
項

の
規

定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適

用
す

る
同

法
第

７
条

第

１
項

の
認

定
を

し
た

同

法
第

条
第

１
項

の

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

者

そ
の

他
こ

れ
ら

の
者

に

準
ず

る
者

が
基

準
日

に

お
け

る
当

該
公

務
員

の

住
所

地
と

し
て

把
握

す

る
市
町
村

申
請

者
市

町
村

②
第

１
の

２
に

規
定

す
る

者
の

う
ち
、
基
準

日
に

お
い

て
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

さ
れ

て
い

る
者
（
⑥
の
左
欄

に
掲

げ
る

者
に

該
当

左
欄

に
掲

げ
る

者
を

基

準
日

に
お

い
て

住
民

基

本
台

帳
に

記
録

し
て

い

る
市
町
村
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す
る

者
を

除
く
。）

③
第

１
の

２
に

規
定

す
る

者
の

う
ち
、
基
準

日
以

前
に

住
民

基
本

台
帳

法
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

住
民

票
を

消
除

さ
れ

て
い

た
者

で
あ

っ
て

、
基
準
日
に

お
い

て
、
日
本
国
内
で

生
活

し
て

い
た
が
、
い

ず
れ

の
市

町
村

の
住

民
基

本
台

帳
に

も
記

録
さ

れ
て

お
ら
ず
、
か

つ
、
基
準

日
の
翌
日
以

後
初

め
て

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳

に
記

録
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

者
（

⑥
の

左
欄
に

掲
げ

る
者

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）

左
欄

に
掲

げ
る

住
民

票

を
消

除
さ

れ
て

い
た

者

を
基

準
日

の
翌

日
以

後

初
め

て
住

民
基

本
台

帳

に
記
録
し
た
市
町
村

①
基

準
日

以
前

に
住

民
基

本
台

帳
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
住

民
票

を
消

除
さ

れ
て

い
た

者
で

あ
っ

て
、
基

準
日

に
お

い
て

、
日

本

国
内

で
生

活
し

て
い

た
が

、
い

ず
れ

の
市

町

村
の

住
民

基
本

台
帳

に
も

記
録

さ
れ

て
お

ら
ず

、
か

つ
、
基
準

日

の
翌

日
以

後
初

め
て

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳

に
記

録
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

も
の

の
う

ち
、
転
出

の
予

定

年
月

日
（

住
民

基
本

台

帳
法
第

条
に
規

定

す
る

転
出

の
予

定
年

月
日

を
い

う
。
）

が
基

準
日

以
前

と
な

っ
て

い
る

転
出

届
（

同
条

の

規
定

に
よ

る
届

出
を

い
う

。
以

下
こ

の
①

の

右
欄

に
お

い
て

同

じ
。
）

を
し

た
者

で
あ

っ
て

、
転

入
を

し
た

年

月
日

が
基

準
日

の
翌

日
以

後
で

あ
る

転
入

届
（

同
法
第

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
い

う
。
）

を
し

左
欄

に
掲

げ
る

者
か

ら

転
出

届
を

受
け

た
市

町

村
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た
も

の

 

②
基

準
日

以
前

に
住

民
基

本
台

帳
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
住

民
票

を
消

除
さ

れ
て

い
た

者
で

あ
っ

て
、
基

準
日

に
お

い
て

、
日

本

国
内

で
生

活
し

て
い

た
が

、
い

ず
れ

の
市

町

村
の

住
民

基
本

台
帳

に
も

記
録

さ
れ

て
お

ら
ず

、
か

つ
、
基
準

日

の
翌

日
以

後
初

め
て

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳

に
記

録
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

も
の

の
う

ち
、
①
の

左
欄

に

掲
げ

る
者

以
外

の
も

の

左
欄

に
掲

げ
る

者
を

基

準
日

の
翌

日
以

後
初

め

て
住

民
基

本
台

帳
に

記

録
し

た
市

町
村

④
第

１
の

３
の

表
の

①
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
①

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
に

係

る
第

１
の

１
又

は
２

に

規
定

す
る

者
が

こ
の

１

の
規

定
に

よ
り

、
支

給

の
申

請
を

行
う

場
合

に

お
け
る
市
町
村

 

③
第

１
の

３
の

表
の

①
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
①

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
に

係

る
第

１
の

１
又

は
２

に

規
定

す
る

者
が

こ
の

１

の
規

定
に

よ
り

、
支

給

の
申

請
を

行
う

場
合

に

お
け

る
市

町
村

⑤
第

１
の

３
の

表
の

②
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
②

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

入

所
等

し
て

い
る

児
童

手

当
法

第
３

条
第

３
項

各

号
に

掲
げ

る
施

設
等

の

所
在
地
の
市
町
村

 

④
第

１
の

３
の

表
の

②
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
②

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

入

所
等

し
て

い
る

児
童

手

当
法

第
３

条
第

３
項

各

号
に

掲
げ

る
施

設
等

の

所
在

地
の

市
町

村

⑤
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
を

理
由

に
避

難
し

、

配
偶

者
と

生
計

を
別

左
欄

に
掲

げ
る

者
に

平

成
年

１
月

分
の

児

童
手

当
又

は
第

１
の

２
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に
し

て
い

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
基

準
日

に

お
い

て
当

該
者

を
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

し
て

い
る

市
町

村
で

な
い

市
町

村
か

ら
平

成
年

１
月

分
の

児

童
手

当
又

は
第

１
の

２
の

①
若

し
く

は
②

に
掲

げ
る

児
童

に
係

る
同

年
２

月
分

の
児

童
手

当
の

支
給

を
受

け
て

い
る

者

の
①

若
し

く
は

②
に

掲

げ
る

児
童

に
係

る
同

年

２
月

分
の

児
童

手
当

を

支
給

し
た

市
町

村

⑥
第

１
の

３
の

表
の

③
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
③

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
か

ら

対
象

児
童

に
係

る
児

童

手
当

法
第

７
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の

請
求
を
受
け
た
市
町
村

 

⑥
第

１
の

３
の

表
の

③
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
③

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

左
欄

に
掲

げ
る

者
か

ら

対
象

児
童

に
係

る
児

童

手
当

法
第

７
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の

請
求

を
受

け
た

市
町

村

（
３
）

（
１

）
に

規
定
す
る
者
及
び
（
２
）
の
表
の
①
か
ら

⑥
ま

で
に

掲
げ
る
者
か
ら
、
支
給
の
申
請
を
受
け
た
市

町
村

は
、
審
査

の
上
支
給
を
決
定
し
、
当
該
者
に
対
し

て
給

付
金

を
支
給
す
る
。

 
（

４
）

（
１

）
及

び
（
２
）
の
申
請
は
、
郵
送
に
よ
り
、
又

は
窓

口
に

お
い
て
行
い
、
給
付
金
を
支
給
す
る
市
町
村

は
、
当
該

申
請
者
が
指
定
し
た
口
座
へ
の
振
込
み

又
は

窓
口

に
お

け
る
現
金
の
交
付
に
よ
り
、
給
付
金
を
支
給

す
る

。
な

お
、
窓
口
に
お
け
る
現
金
の
交
付
に
よ
る
支

給
は

、
原

則
と

し
て
、
口
座
へ
の

振
込
み
に

よ
る
支
給

が
困

難
で

あ
る
場
合
に
限
り
行
う
。

 

（
３
）

（
１

）
に

規
定

す
る

者
及
び
（

２
）
の

表
の

①
か

ら

⑥
ま
で
に

掲
げ

る
者

か
ら

、
支

給
の
申

請
を

受
け

た
市

町
村
は
、
審
査

の
上

支
給

を
決

定
し
、
当
該

者
に

対
し

て
給
付
金

を
支

給
す

る
。

 
（
４
）

（
１
）
及

び
（
２
）
の

申
請
は

、
郵
送

に
よ

り
、
又

は
窓
口
に

お
い

て
行

い
、
給
付

金
を
支

給
す

る
市

町
村

は
、
当
該

申
請

者
が

指
定

し
た

口
座
へ

の
振

込
又

は
窓

口
に
お
け

る
現

金
の

交
付

に
よ

り
、
給

付
金

を
支

給
す

る
。
な
お

、
窓

口
に

お
け

る
現

金
の
交

付
に

よ
る

支
給

は
、
原
則

と
し

て
、
口
座

へ
の

振
込
に

よ
る

支
給

が
困

難
で
あ
る

場
合

に
限

り
行

う
。
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（

５
）

給
付

金
の

支
給
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

公
的

身
分

証
明
書
の
写
し
等
を
提
出
さ
せ
、
又
は
提
示

さ
せ

る
こ

と
等
に
よ
り
、
当
該
申
請
者
の
本
人
確
認
を

行
う

。
 

（
５
）

給
付

金
の

支
給

に
当

た
っ
て

は
、

必
要

に
応

じ
て

、

公
的
身
分

証
明

書
の

写
し

等
を

提
出
さ

せ
、
又
は

提
示

さ
せ
る
こ

と
等

に
よ

り
、
当
該

申
請
者

の
本

人
確

認
を

行
う
。

 
２

申
請

受
付

開
始

日
及
び
申
請
期
限

 
（

１
）

市
町

村
は
、
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
可
能
な
限

り
速

や
か

に
開
始
す
る
も
の
と
し
、
具
体
的
な
申
請
受

付
開

始
日

は
、
市
町
村
に
お
い
て
決
定
す
る
。

 
（

２
）

申
請

期
限

は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
申
請
受
付
開

始
日

か
ら

３
か

月
以

上
６

か
月

以
内

を
申

請
期

限
と

す
る

。
 

２
申
請
受
付
開
始

日
及

び
申

請
期
限

 
（
１
）

市
町

村
は

、
給
付
金

の
支
給

に
つ

い
て

、
可
能
な

限

り
速
や
か

に
開

始
す

る
も

の
と

し
、
具

体
的

な
申

請
受

付
開
始
日

は
、

市
町

村
に

お
い

て
決
定

す
る

。
 

（
２
）

申
請
期

限
は
、
当
該

市
町
村

に
お

け
る

申
請

受
付

開

始
日
か
ら

３
か

月
と

す
る

こ
と

を
基
本

と
す

る
。
た
だ

し
、
市
町

村
の

規
模

等
に

よ
っ

て
こ
の

期
限

で
対

応
し

難
い
場
合

に
は

、
申

請
受

付
開

始
日
か

ら
３

か
月

以
上

６
か
月
以

内
を

申
請

期
限

と
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
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資料４

1 
 

「
平
成

2
7
年

度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
支
給
事
業
実
施
要
綱
（
例
）
に

つ
い

て
」

の
新
旧

対
照

表
（

案
）
 

下
線

の
部
分

は
改
正

部
分
 

今
回

（
平
成

2
7
年
度
）（

案
）
 

前
回

（
平
成

2
6
年

度
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の

要
綱

は
、
「
平
成

2
7
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
支
給
要

領
」
（
平

成
2
7
年
○

月
○

日
付

け
雇
児
発
○
第
○
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
に

基
づ

き
、

消
費

税
率

引
上
げ

の
影

響
等
を

踏
ま
え

、

子
育

て
世

帯
に

対
し

て
、

臨
時

特
例

的
な

給
付

措
置
と

し
て

実
施
す

る
子
育

て

世
帯
臨
時

特
例

給
付

金
を

支
給

事
業
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

（
目
的
）
 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

消
費

税
率

の
引

上
げ

に
際

し
、

子
育

て
世

帯
へ

の
影

響

を
緩

和
す

る
と

と
も

に
、

子
育

て
世

帯
の

消
費

の
下

支
え

を
図

る
観

点
か

ら
、

臨
時

的
な

給
付

措
置

と
し

て
実

施
す

る
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
を

支
給

事
業
に
関
し
、

必
要

な
事

項
を

定
め
る

。
 

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の

要
綱

に
お

い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。
 

一
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

 
前

条
の

目
的
を

達
す

る
た
め

に
、
○

○

市
【
区
、
町
又

は
村

】（
以

下
「

市
【
区
、
町
又
は
村
】」

と
い
う
。）

に
よ
っ

て
贈

与
さ

れ
る

給
付

金
を

い
う

。
 

二
 

支
給

対
象

者
 

別
記

１
に

掲
げ
る

子
育
て

世
帯
臨

時
特

例
給
付

金
が
支

給

さ
れ

る
者

を
い

う
。
 

三
 

対
象

児
童

 
別

記
２

に
掲

げ
る
者
を
い
う
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱

に
お

い
て
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義
は

、
そ

れ
ぞ

れ

当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。
 

一
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

 
前

条
の

目
的

を
達

す
る

た
め

に
、

○
○

市
【
区
、
町
又

は
村

】（
以

下
「

市
【
区
、
町
又

は
村

】」
と
い

う
。）

に
よ
っ

て
贈
与
さ
れ
る

給
付

金
を

い
う

。
 

二
 

支
給

対
象

者
 

別
記

１
に

掲
げ

る
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
が

支
給

さ
れ

る
者

を
い

う
。
 

三
 

対
象
児
童
 
別

記
２

に
掲

げ
る
者

を
い

う
。
 

（
子
育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の
支
給
等
）
 

第
３

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
は

、
支
給

対
象
者

に
対
し

、
こ
の

要
綱

の
定
め

る
と
こ
ろ

に
よ

り
、

子
育

て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給
す
る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

支
給

対
象

者
に
対

し
て
支

給
す
る

子
育
て

世
帯

臨
時
特

例
給
付
金

の
金

額
は

、
対

象
児

童
１
人
に
つ
き
３
千
円
と
す
る
。
 

（
子
育
て
世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の
支

給
等

）
 

第
３

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
は

、
支

給
対

象
者

に
対

し
、

こ
の

要
綱

の
定

め

る
と
こ
ろ
に
よ

り
、

子
育

て
世

帯
臨
時

特
例

給
付

金
を

支
給

す
る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

支
給

対
象

者
に

対
し

て
支

給
す

る
子

育
て

世
帯

臨
時

特

例
給
付
金
の
金

額
は

、
対

象
児

童
１
人

に
つ

き
１

万
円

と
す

る
。
 

（
申
請
受

付
開

始
日

及
び

申
請

期
限
）
 

第
４

条
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金
に

係
る
市

【
区
、

町
又
は

村
】

の
申
請

受
付

開
始

日
は

、
次

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

申
請
方

式
ご

と
に
市

【
区
、

町

又
は
村
】

長
が

別
に

定
め

る
日

と
す
る
。
 

２
 

申
請

期
限

は
、

や
む

を
得

な
い

場
合
を

除
き
、

前
項
の

規
定
に

よ
り

定
め
ら

れ
た
申
請

受
付

開
始

日
の

う
ち

最
も
早
い
日
か
ら
３
か
月
【
※
最
長
で
６
か
月
】

と
す
る
。
 

（
申
請
受
付
開
始
日

及
び

申
請

期
限
）
 

第
４

条
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

に
係

る
市

【
区

、
町

又
は

村
】

の
申

請

受
付

開
始

日
は
、

次
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
申

請
方

式
ご

と
に

市
【

区
、

町

又
は
村
】
長
が
別
に

定
め

る
日

と
す
る

。
 

２
 

申
請

期
限

は
、

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

ら

れ
た
申
請
受
付
開
始

日
の

う
ち

最
も
早

い
日

か
ら

３
か

月
【

※
最
長

で
６

か
月

】

と
す
る
。
 

（
申
請
及

び
支

給
の

方
式

）
 

第
５

条
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金
の

支
給
を

受
け
よ

う
と
す

る
者

（
以
下

「
申
請
者

」
と

い
う

。）
は
、
別

記
３
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
紙
様
式
第
１
号
、

（
申
請
及
び
支

給
の

方
式

）
 

第
５

条
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

（
以

下

「
申
請
者
」
と

い
う

。）
は

、
別

記
３
の

規
定

に
基

づ
き

、
別

紙
様
式

第
１

号
又
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第
２

号
又

は
第

３
号

の
申

請
書
（

以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
申
請
を

行
う
。
 

【
※

別
紙

様
式

第
２

号
の

申
請

書
（

公
務
員

用
の
申

請
書
）

は
、
全

市
区

町
村
で

統
一

と
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
市

区
町

村
が

公
務
員

用
の

申
請
書

を
定
め

る

に
当

た
っ

て
は

、
添

付
し

て
い

る
様

式
第

２
号

を
そ
の

ま
ま

使
用
し

て
く
だ

さ

い
。
】
 

２
 

申
請

者
に

よ
る

申
請

及
び

市
【

区
、
町

又
は
村

】
に
よ

る
支
給

は
、

次
の
各

号
に

掲
げ

る
方

式
の

い
ず

れ
か

に
よ

り
行

う
。

こ
の
場

合
、

第
３
号

に
掲
げ

る

申
請

方
式

は
、

申
請

者
が

金
融

機
関

に
口

座
を

開
設
し

て
い

な
い
こ

と
、
金

融

機
関

か
ら

著
し

く
離

れ
た

場
所

に
居

住
し

て
い

る
こ
と

そ
の

他
第
１

号
又
は

第

２
号
に
掲

げ
る

方
式

に
よ

る
支

給
が
困
難
な
場
合
に
限
り
行
う
。
 

一
 
郵
送

申
請

方
式

 
申

請
者

が
申
請
書
を
郵
送
に
よ
り
市
【
区
、
町
又
は
村
】

に
提

出
し

、
市

【
区

、
町

又
は

村
】

が
申

請
者
か

ら
通
知
さ

れ
た

金
融

機
関

の
口

座
に

振
り

込
む

方
式
 

二
 

窓
口

申
請

方
式

 
申

請
者

が
申
請

書
を
市

【
区
、

町
又

は
村
】

の
窓
口

に

提
出

し
、

市
【

区
、

町
又

は
村

】
が

申
請

者
か
ら

通
知
さ
れ

た
金

融
機

関
の

口
座

に
振

り
込

む
方

式
 

三
 
窓
口

現
金

受
領

方
式

 
申

請
者
が
申
請
書
を
郵
送
に
よ
り
、
又
は
市
【
区
、

町
又

は
村

】
の

窓
口

に
お

い
て

市
【
区
、
町
又
は
村
】
に
提
出
し
、
市
【
区
、

町
又

は
村

】
が

当
該

窓
口

で
現

金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
方
式
 

３
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

は
、

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

申
請
の

際
、
必

要

に
応

じ
て

、
公

的
身

分
証

明
書

の
写

し
等

を
提
出

さ
せ
、
又

は
提

示
さ

せ
る

こ
と

等
に

よ
り

、
当

該
申

請
者

の
本
人
確
認
を
行
う
。
 

は
第
２
号
の
申

請
書

（
以

下
「

申
請
書

」
と

い
う

。）
に
よ
り

申
請
を

行
う

。
 

 【
※

別
紙

様
式

第
２

号
の

申
請

書
（

公
務

員
用

の
申

請
書

）
は

、
全

市
区

町
村

で

統
一

と
す

る
必
要

が
あ

る
た

め
、

市
区

町
村

が
公

務
員

用
の

申
請

書
を

定
め

る

に
当

た
っ

て
は
、

添
付

し
て

い
る

様
式

第
２

号
を

そ
の

ま
ま

使
用

し
て

く
だ

さ

い
。
】
 

２
 

申
請

者
に

よ
る

申
請

及
び

市
【

区
、

町
又

は
村

】
に

よ
る

支
給

は
、

次
の

各

号
に

掲
げ

る
方
式

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

行
う

。
こ

の
場

合
、

第
３

号
に

掲
げ

る

申
請

方
式

は
、
申

請
者

が
金

融
機

関
に

口
座

を
開

設
し

て
い

な
い

こ
と

、
金

融

機
関

か
ら

著
し
く

離
れ

た
場

所
に

居
住

し
て

い
る

こ
と

そ
の

他
第

１
号

又
は

第

２
号
に
掲
げ
る
方
式

に
よ

る
支

給
が
困

難
な

場
合

に
限

り
行

う
。
 

一
 

郵
送
申
請

方
式

 
申

請
者

が
申
請

書
を

郵
送

に
よ

り
市
【

区
、
町
又

は
村

】

に
提

出
し
、

市
【

区
、

町
又

は
村

】
が

申
請

者
か

ら
通

知
さ

れ
た

金
融

機
関

の
口
座
に
振
り

込
む

方
式
 

二
 

窓
口

申
請

方
式

 
申

請
者

が
申

請
書

を
市

【
区

、
町

又
は

村
】

の
窓

口
に

提
出

し
、
市

【
区

、
町

又
は

村
】

が
申

請
者

か
ら

通
知

さ
れ

た
金

融
機

関
の

口
座
に
振
り
込

む
方

式
 

三
 

窓
口
現
金

受
領

方
式

 
申

請
者
が

申
請

書
を

郵
送

に
よ

り
、
又

は
市
【
区

、

町
又
は
村
】
の

窓
口

に
お

い
て

市
【
区

、
町

又
は

村
】
に
提

出
し
、
市
【

区
、

町
又
は
村
】
が

当
該

窓
口

で
現

金
を
交

付
す

る
こ

と
に

よ
り

支
給
す

る
方

式
 

３
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
の

際
、

必
要

に

応
じ

て
、

公
的
身

分
証

明
書

の
写

し
等

を
提

出
さ

せ
、

又
は

提
示

さ
せ

る
こ

と

等
に
よ
り
、
当
該
申

請
者

の
本

人
確
認

を
行

う
。
 

（
代
理
に

よ
る

申
請

）
 

第
６

条
 

代
理

に
よ

り
前

条
第

１
項

の
申
請

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

者
は

、
当
該

申
請
者
の

指
定

し
た

者
で

あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
市
【
区
、
町
又
は
村
】

長
が
別
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

適
当
と
認
め
る
者
と
す
る
。
 

（
代
理
に
よ
る
申
請

）
 

第
６

条
 

代
理

に
よ

り
前

条
第

１
項

の
申

請
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
当

該

申
請
者
の
指
定
し
た

者
で

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
者

そ
の

他
市
【

区
、
町
又

は
村

】

長
が
別
に
定
め
る
方

法
に

よ
り

適
当
と

認
め

る
者

と
す

る
。

 

（
支
給
の

決
定

）
 

第
７
条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

は
、
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ

れ
た
申

請
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
速
や
か
に
内
容
を
確
認
の
上
、

支
給
を
決

定
し
、

当
該

支
給

対
象

者
に

対
し

、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

を
支
給
す

る
。
 

（
支
給
の
決
定

）
 

第
７

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

は
、

第
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

さ

れ
た

申
請

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

内
容

を
確

認
の

上
、

支
給

を
決

定
し

、
当

該
支

給
対

象
者

に
対

し
、

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

を
支

給
す

る
。
 

（
子
育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の
支
給
等
に
関
す
る
周
知
）
 

（
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例

給
付

金
の
支

給
等

に
関

す
る

周
知

）
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3 
 第

８
条

 
市

【
区

、
町

又
は

村
】

長
は

、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
支
給
事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
支

給
対

象
者

及
び
対
象
児
童
の
要
件
、
申
請

の
方
法
、

申
請

受
付

開
始

日
等

の
事

業
の

概
要

に
つ
い
て
、
広
報
そ
の
他
の
方

法
に
よ
る

住
民

へ
の

周
知

を
行

う
。
 

第
８

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

は
、

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

支
給

事

業
の

実
施

に
当

た
り

、
支

給
対

象
者

及
び

対
象

児
童

の
要

件
、

申
請

の
方

法
、

申
請

受
付

開
始

日
等

の
事

業
の

概
要

に
つ

い
て

、
広

報
そ

の
他

の
方

法
に

よ
る

住
民
へ
の
周
知

を
行

う
。
 

（
申
請
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

合
等
の
取
扱
い
）
 

第
９

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

が
前
条

の
規
定

に
よ
る

周
知
を

行
っ

た
に
も

か
か

わ
ら

ず
、

支
給

対
象

者
か

ら
第

４
条

第
２

項
の
申

請
期

限
ま
で

に
第
５

条

第
１

項
の

申
請

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

、
当

該
支
給

対
象

者
が
子

育
て
世

帯

臨
時
特
例

給
付

金
の

支
給

を
受

け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 

市
【

区
、
町
又

は
村

】
長

が
第
７

条
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
を
行
っ
た
後
、

申
請

書
の

不
備

に
よ

る
振

込
不

能
等

が
あ

り
、

市
【
区

、
町

又
は
村

】
が
確

認

等
に

努
め

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
申

請
書

の
補

正
が
行

わ
れ

な
い
こ

と
そ
の

他

支
給

対
象

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

り
支

給
が
で

き
な

か
っ
た

と
き
は

、

当
該
申
請

は
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の
と
み
な
す
。
 

（
申
請
が
行
わ
れ
な

か
っ

た
場

合
等
の

取
扱

い
）
 

第
９

条
 

市
【

区
、

町
又

は
村

】
長

が
前

条
の

規
定

に
よ

る
周

知
を

行
っ

た
に

も

か
か

わ
ら

ず
、
支

給
対

象
者

か
ら

第
４

条
第

２
項

の
申

請
期

限
ま

で
に

第
５

条

第
１

項
の

申
請
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

合
、

当
該

支
給

対
象

者
が

子
育

て
世

帯

臨
時
特
例
給
付
金
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
を

辞
退

し
た

も
の

と
み
な

す
。
 

２
 

市
【
区
、
町
又

は
村

】
長

が
第
７

条
の

規
定

に
よ

る
支

給
決
定

を
行

っ
た

後
、

申
請

書
の

不
備
に

よ
る

振
込

不
能

等
が

あ
り

、
市

【
区

、
町

又
は

村
】

が
確

認

等
に

努
め

た
に
も

か
か

わ
ら

ず
、

申
請

書
の

補
正

が
行

わ
れ

な
い

こ
と

そ
の

他

支
給

対
象

者
の
責

に
帰

す
べ

き
事

由
に

よ
り

支
給

が
で

き
な

か
っ

た
と

き
は

、

当
該
申
請
は
取
り
下

げ
ら

れ
た

も
の
と

み
な

す
。
 

（
不
当
利

得
の

返
還

）
 

第
1
0
条

 
市
【

区
、

町
又

は
村

】
長
は

、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
支
給

を
受

け
た

後
に

支
給

対
象

者
の

要
件

に
該

当
し

な
く
な

っ
た

者
又
は

偽
り
そ

の

他
不

正
の

手
段

に
よ

り
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付
金

の
支

給
を
受

け
た
者

に

対
し
、
支

給
を

行
っ

た
子

育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
返
還
を
求
め
る
。
 

（
不
当
利
得
の
返
還

）
 

第
1
0
条
 
市
【
区
、

町
又

は
村

】
長
は

、
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例
給

付
金

の
支

給

を
受

け
た

後
に
支

給
対

象
者

の
要

件
に

該
当

し
な

く
な

っ
た

者
又

は
偽

り
そ

の

他
不

正
の

手
段
に

よ
り

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
を

受
け

た
者

に

対
し
、
支
給
を
行
っ

た
子

育
て

世
帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
返

還
を
求

め
る

。
 

（
受
給
権

の
譲

渡
又

は
担

保
の

禁
止
）
 

第
1
1
条
 
子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給
付

金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、譲

り
渡
し
、

又
は
担
保

に
供

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

（
受
給
権
の
譲
渡
又

は
担

保
の

禁
止
）
 

第
1
1
条
 

子
育
て
世

帯
臨

時
特

例
給
付

金
の

支
給

を
受

け
る

権
利
は

、譲
り
渡

し
、

又
は
担
保
に
供
し
て

は
な

ら
な

い
。
 

（
そ
の
他

）
 

第
1
2
 条

 
こ

の
要

綱
の

実
施

の
た
め

に
必
要
な
事
項
は
、
市
【
区
、
町
又
は
村
】

長
が
別
に

定
め

る
。
 

（
そ
の
他
）
 

第
1
2
 条

 
こ
の
要
綱
の

実
施

の
た
め

に
必

要
な

事
項

は
、

市
【
区

、
町

又
は

村
】

長
が
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
要
綱

は
、

平
成

27
年
○
月

○
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

附
 

則
 

こ
の
要
綱
は
、

平
成

26
年
○
月

○
日
か

ら
施

行
す

る
。
 

 

別
記
（
第

２
条

、
第

５
条

関
係

）
 

別
記
（
第
２
条
、
第

５
条

関
係

）
 

１
 
支
給

対
象

者
 

 
(
1
)
 

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

（
以

下
「
給

付
金
」

と
い
う

。
）
は

、
平

成
2
7
年

６
月

分
の

児
童

手
当
法
（
昭
和

46
年
法
律
第

7
3
号
）
に
よ
る
児
童

手
当
（
以

下
「

児
童

手
当

」
と

い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
者
に
対
し
て
支
給

１
 

支
給
対
象
者
 

 
(
1
)
 
 
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
（

以
下

「
給

付
金

」
と

い
う

。
）

は
、

平

成
2
6
年
１
月

分
の

児
童

手
当
法
（

昭
和

46
年
法

律
第

7
3
号

）
に
よ

る
児

童

手
当

（
同
法

附
則

第
２

条
第

１
項

の
給

付
を

含
む

。
以

下
「

児
童

手
当

」
と
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4 
 

す
る

。
 

い
う
。）

の
支
給
を

受
け

る
者
で

あ
っ
て

、
そ

の
平
成

2
5
年

の
所
得

が
同

法

第
５

条
第
１

項
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

額
に

満
た

な
い

も
の

に
対

し
て

支
給
す
る
。
 

(
2
)
 
(1
)
に
規

定
す

る
ほ

か
、
給

付
金
は
、
平
成

2
7
年
５
月

3
1
日
（
以
下
「
基

準
日

」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
児

童
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
市

【
区

、
町

又
は

村
】

が
認

め
る
者
に
対
し
て
支
給
す
る
。
 

(
2
)
 

 (
1
)に

規
定

す
る

ほ
か
、
給
付

金
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
児

童
（

1
5

歳
に
達
す
る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
あ
る

児
童
を

い
う

。

以
下
同
じ
。）

に
係

る
平

成
26

年
２
月

分
の

児
童

手
当

の
支

給
を
受

け
る

者

で
あ
っ
て
、
そ

の
平

成
25

年
の

所
得
が

児
童

手
当

法
第

５
条

第
１
項

に
規

定

す
る
政
令
で
定

め
る

額
に

満
た

な
い
も

の
に

対
し

て
支

給
す

る
。
 

①
 

平
成

2
6
年
１

月
１

日
（
以

下
「
基

準
日

」
と

い
う

。）
に

出
生
し

、
同

日
に
お
い

て
住

民
基

本
台

帳
に

記
録
さ

れ
て

い
る

も
の
 

②
 

基
準
日

に
国
外

か
ら
転
入

（
住

民
基

本
台
帳

法
（
昭
和

4
2
年

法
律
第

8
1
号
）
第

22
条
第

１
項

に
規
定

す
る
転

入
を

い
う

。
３

の
(2
)
の

①
に

お

い
て
同
じ

。）
を
し

た
こ

と
に
よ

り
、
同

日
に

お
い

て
住

民
基

本
台
帳

に
記

録
さ
れ
て

い
る

も
の
 

(
3
)
 

 
(1
)
及

び
(
2
)
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

給
付
金

は
、

次
の
表

の
左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ
る
者

に
対

し
て

支
給

す
る

。
た

だ
し

、
既

に
(
1
)
又

は
(
2
)
に

規
定

す
る
者

に
対
し
て

給
付

金
の

支

給
が

決
定

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

(
3
)
 

 
(1
)
及
び

(
2
)
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
給

付
金

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

に
対

し
て

支
給

す
る

。
た
だ

し
、

既
に

(
1
)
又

は
(
2
)
に

規
定

す
る

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

て
い

る
場

合
及

び
こ

の
(
3)

の
規

定
に

よ
り

給
付

金
を

支
給

さ
れ

る
者
（

同
表

の
①

及
び

③
の

右
欄

に
掲

げ
る

者
に

限
る

。
）

に
係

る
(
1)

又
は
(
2)
に
規
定
す

る
者

の
平
成

2
5
年

の
所

得
が

児
童

手
当

法
第
５

条
第

１

項
に

規
定
す

る
政

令
で

定
め

る
額

以
上

で
あ

る
場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

①
 

(1
)
又

は
(2
)
に

規

定
す

る
者

が
死

亡
し

た
場

合
（

こ
の

(3
)
の

規
定

に
よ

り
給

付
金

を
支

給
さ

れ
る

者
が
、

当
該

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

ま
で

の
間

に
死

亡
し

た
場

合
を

含
む

。）
 

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

死
亡

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
分

の
当

該
者

の
２

の
対

象
児

童
に

係
る

児
童

手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

適
当

と
認

め
ら

れ
る

者
 

 

 
①

 
(1
)
又

は
(2
)
に

規

定
す

る
者

が
死

亡
し

た
場

合
（

こ
の

(3
)
の

規
定

に
よ

り
給

付
金

を
支
給
さ

れ
る

者
が
、

当
該

者
に

対
し

て
給

付
金

の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

ま
で

の
間

に
死

亡
し

た
場

合
を

含
む
。）

 

左
欄

に
掲

げ
る

者
が

死
亡

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
分

の
当

該
者

の
対

象
児

童
に

係
る

児
童

手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

適
当

と
認

め
ら

れ
る

者
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②
 

基
準

日
に

お
け

る

児
童

手
当
（

児
童

手
当

法
附

則
第

２
条

第
１

項
の

給
付

を
含

む
。
以

下
こ

の
②

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
支

給
要

件

に
該

当
す

る
者

に
係

る
児

童
（
1
5
歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
あ

る
児

童
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

が
同

法

第
３

条
第

３
項

に
規

定
す

る
施

設
入

所
等

児
童

で
あ

る
こ

と
を

(
1
)
又

は
(
2)

に
規

定

す
る

者
に

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町

村
（
特

別
区

を
含

む
。
以

下
同

じ
。
）

そ
の

他
の

当
該

支
給

要
件

に
該

当
す

る
者

を
基

準
日

に
お

け
る

児
童

手
当

の
支

給
要

件
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
認

め
る

市
町

村
が

把
握

し
た

場
合
 

左
欄

に
掲

げ
る

施
設

入
所

等
児
童
 

 

②
 

２
の

対
象

児
童

が

児
童

手
当

法
第

３
条

第
３

項
に

規
定

す
る

施
設

入
所

等
児

童
で

あ
る

こ
と

を
(
1
)
又

は

(
2
)
に

規
定

す
る

者
に

給
付

金
を

支
給

す
る

市
町
村
（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

が

把
握
し
た

場
合
（

そ
の

後
施

設
入

所
等

児
童

で
な

く
な

っ
た

こ
と

を
把

握
し

た
場

合
に

お
い
て
、
ま

だ
こ

の
②

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

に
対

し
て

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
て

い
な

い
と

き
を

除

く
。
）
 

        

左
欄

に
掲

げ
る

施
設

入
所

等
児

童
 

 

③
 

(
1
)
又

は
(
2)

に
規

定
す

る
者

か
ら

の
暴

力
を

理
由

に
避

難
し

、

当
該

者
と

生
計

を
別

に
し

て
い

る
当

該
者

の
配

偶
者
（

現
に

２
の

左
欄

に
掲

げ
る

当
該

者
の

配
偶
者
 

③
 

(
1
)
又

は
(
2)

に
規

定
す

る
者

か
ら

の
暴

力
を
理
由

に
避

難
し

、

当
該

者
と

生
計

を
別

に
し

て
い

る
当

該
者

の
配
偶
者
（

現
に

２
の

左
欄

に
掲

げ
る

当
該

者
の

配
偶

者
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対
象

児
童

を
監

護
し

、

か
つ

、
こ
れ

と
生

計
を

同
じ

く
す

る
者

に
限

る
。
）

が
市

【
区

、
町

又
は

村
】
に

避
難

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、

市
【

区
、

町
又

は
村

】

に
対

し
て

当
該

対
象

児
童

に
係

る
児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
請

求
（

市
【

区
、
町

又
は

村
】
が

適
当

と
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
給

付
金

の
支

給
を

受
け

る
た

め
の

当
該

認
定

の
請

求
と

同
様

の
請

求
を

含
む

。
３
の

(
2
)
の

⑥
に

お
い

て
同

じ
。
）
を

し
、
市
【
区

、

町
又

は
村

】
に
よ

る
当

該
認

定
の

請
求

に
関

す
る

通
知

が
(
1)

又
は

(
2
)
に

規
定

す
る

者
に

対
し

て
給

付
金

を
支

給
す

る
市

町
村

に
到

達
し

た
場

合
（

当
該

(
1
)
又

は
(2
)
に

規
定

す
る

者
に

対
し

て
給

付
金

を
支

給
す

る
市

町
村

が
市
【

区
、
町
又

は
村

】
で

あ
る

と
き

は
、
当

該
認

定
の

請
求

対
象
児
童

を
監

護
し

、

か
つ
、
こ
れ

と
生

計
を

同
じ

く
す

る
者

に
限

る
。
）

が
市

【
区

、
町

又
は
村
】
に

避
難

し
て

い
る
場
合

に
お

い
て

、

市
【
区
、

町
又

は
村

】

に
対

し
て

当
該

対
象

児
童

に
係

る
児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
請
求
（
同

法
附

則
第

２
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
み
、
当
該

配
偶

者
が

監
護
し
、
か

つ
、
生
計

を
同

じ
く

す
る

全
て

の
対
象
児

童
が

1
5
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初
の
２
月

28
日
を

経
過

し
た

日
以

後
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
給
付
金

の
支

給
を

受
け

る
た

め
の

当
該

認
定

の
請

求
と

同
様

の
請
求
を

含
む

。
３
の

(
2
)
の

⑥
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
し

、
市
【
区

、

町
又
は
村

】
に
よ

る
当

該
認

定
の

請
求

に
関

す
る

通
知

が
(
1)

又
は

(
2
)
に

規
定

す
る

者
に

対
し

て
給

付
金

を
支
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を
受

け
た

場
合

）
 

        
 

給
す

る
市

町
村

に
到

達
し

た
場

合
（

当
該

(
1
)
又

は
(2
)
に

規
定

す
る

者
に

対
し

て
給

付
金

を
支

給
す

る
市

町
村
が
市
【

区
、
町
又

は
村

】
で

あ
る

と
き

は
、
当
該
認

定
の

請
求

を
受
け
た

場
合

）
 

 

２
 
対
象

児
童

 
 

 
１
の

(
1)
に
規

定
す

る
者
に

支
給
さ

れ
る
給
付
金
の
対
象
児
童
（
給
付
金
の
支

給
額
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
児

童
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

は
当
該
者
に
支
給
さ

れ
る
平
成

2
7
年

６
月

分
の
児

童
手
当

に
係
る
児
童
、
１
の
(
2
)に

規
定
す
る
者

に
支

給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

は
１

の
(
2
)
の

規
定

に
よ

り
児

童
手

当
の

支
給

要
件

に
該

当
す

る
も

の
と

市
【

区
、

町
又
は

村
】

が
認

め
た

も
の

に
係
る

児
童

と
す

る
（
１

の
(3
)
の
表
の

①
か
ら
③
ま
で
の
右
欄
に
掲
げ
る
者
に
支
給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
準

用
す
る

。
）
。

た
だ

し
、
対

象
児

童
が

次
の

①
及

び
②

に
掲

げ
る

場
合

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

 
 

①
 

基
準

日
の

翌
日

か
ら

給
付

金
の
支

給
が
決

定
さ
れ

る
日
ま

で
の

間
に
死

亡
し

た
場

合
 

            

２
 

対
象
児
童
 

 
 

１
の
(
1)
に
規

定
す

る
者
に

支
給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童
（

給
付

金
の

支

給
額
の
算
定
の
基
礎

と
な

る
児

童
を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
は

当
該
者

に
支

給
さ

れ
る
平
成

2
6
年

１
月

分
の
児

童
手
当

に
係

る
児

童
、

１
の

(
2
)に

規
定

す
る

者

に
支

給
さ

れ
る

給
付

金
の

対
象

児
童

は
当

該
者

に
支

給
さ

れ
る

同
年

２
月

分
の

児
童
手
当
に
係
る
児

童
（

１
の

 
(
2
)の

①
又

は
②

に
掲

げ
る

児
童
に

限
る

。
）
と

す
る
（
１
の
(
3)
の
表

の
①

か
ら

③
ま
で

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

に
支
給

さ
れ

る
給

付
金

の
対

象
児
童

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
準

用
す

る
。
）
。

た
だ

し
、

対
象

児
童

が
次

の
①

か
ら

⑦
ま

で
に

掲
げ

る
場

合
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

 
①

 
基

準
日

か
ら

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
る

日
ま

で
の

間
に

死
亡

し
た

場

合
 

 
②
 
臨
時
福
祉
給

付
金

の
支

給
対
象

者
で

あ
る

場
合
 

 
③
 
生
活
保
護
法
（
昭

和
25

年
法
律

第
1
4
4
号

）
第

６
条
第

１
項
に

規
定

す
る

被
保

護
者

（
基

準
日

に
保

護
が

停
止

さ
れ

て
い

た
者

及
び

基
準

日
の

翌
日

か

ら
同
年
３
月

3
1
日

ま
で

の
間
に

保
護
が

廃
止

さ
れ

、
又

は
停

止
さ
れ

た
者

を

除
く
。）

で
あ
る
場

合
 

④
 

中
国

残
留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支

援
に
関
す
る
法

律
（
平

成
６
年

法
律
第

30
号
）
に

よ
る

支
援

給
付
（
以

下
こ

の
④
に
お
い
て
「

支
援

給
付
」
と

い
う
。
）
の
受

給
者
（

基
準

日
に
支

援
給

付

の
支
給
が
停
止

さ
れ

て
い

た
者

及
び
基

準
日

の
翌

日
か

ら
同

年
３
月

31
日
ま

で
の
間
に
支
援

給
付

の
支

給
が

廃
止
さ

れ
、

又
は

停
止

さ
れ

た
者
を

除
く

。）

で
あ
る
場
合
 

⑤
 

ハ
ン
セ
ン
病
問

題
の

解
決

の
促
進

に
関

す
る

法
律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
2
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②
 

給
付

金
の

支
給

が
決

定
さ

れ
る

日
に

お
い
て

、
日
本
の

国
籍

を
有

し
な

い
者

で
あ

っ
て

、
住

民
基

本
台
帳
法
（
昭
和

42
年
法
律
第

8
1
号
）
第

3
0

条
の

45
の
表

の
上

欄
に

掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
い
場
合

 

号
）
第

1
5
条
第
２

項
の

規
定
に

よ
る
ハ

ン
セ

ン
病

療
養

所
非

入
所
者

給
与

金

の
受

給
者

（
援

護
加

算
（

ハ
ン

セ
ン

病
問

題
の

解
決

の
促

進
に

関
す

る
法

律

施
行
規
則
（
平

成
2
1
年

厚
生
労

働
省
令

第
7
5
号

）
第

７
条
第

３
項
に

規
定

す
る
援
護
加
算

を
い

う
。
以
下
こ

の
⑤
に

お
い

て
同

じ
。
）
の
受

給
者
に

限
り

、

基
準

日
に

援
護

加
算

の
認

定
を

停
止

さ
れ

て
い

た
者

及
び

基
準

日
の

翌
日

か

ら
同
年
３
月

3
1
日

ま
で

の
間
に

援
護
加

算
の

認
定

を
廃

止
さ

れ
、
又

は
停

止

さ
れ
た
者
を
除

く
。
）
で

あ
る
場

合
 

⑥
 

ハ
ン
セ
ン
病
問

題
の

解
決

の
促
進

に
関

す
る

法
律

第
19

条
の
規

定
に

よ
る

援
護
（
以
下
こ

の
⑥

に
お

い
て
「

援
護

」
と

い
う

。）
を
受
け

て
い
る

者
（

基

準
日
に
援
護
が

停
止

さ
れ

て
い

た
者
及

び
基

準
日

の
翌

日
か

ら
同
年

３
月

31

日
ま
で
の
間
に

援
護

が
廃

止
さ

れ
、
又

は
停

止
さ

れ
た

者
を

除
く
。
）
で

あ
る

場
合
 

⑦
 

給
付

金
の
支

給
が

決
定

さ
れ

る
日

に
お

い
て

、
日

本
の

国
籍

を
有

し
な

い

者
で
あ
っ
て
、

住
民

基
本

台
帳

法
第

3
0
条

の
4
5
の

表
の
上

欄
に
掲

げ
る

者

に
該
当
し
な
い

場
合

  

３
 
支
給

の
申

請
 

 
(
1
) 

市
【

区
、

町
又

は
村
】

か
ら
平
成

2
7
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を
支
給
さ

れ
る

者
は

、
市

【
区

、
町

又
は

村
】
に
対
し
て
支
給
の
申
請
を
行
う
。
 

３
 

支
給
の
申
請
 

 
(
1
) 

基
準
日
に
お
い

て
市
【

区
、
町

又
は

村
】
の
住

民
基

本
台
帳

に
記

録
さ

れ

て
い
る
者
は
、

市
【

区
、

町
又

は
村
】

に
対

し
て

支
給

の
申

請
を
行

う
。
 

(
2
)
 
 (
1
)の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
次
の
①
か
ら
⑥
ま
で
に
掲
げ
る
者
は
、
市

【
区

、
町

又
は

村
】

に
対

し
て

支
給
の
申
請
を
行
う
。
 

(
2
)
 

 (
1
)の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
次

の
①

か
ら

⑥
ま

で
に

掲
げ
る

者
は

、
市

【
区
、
町
又
は

村
】

に
対

し
て

支
給
の

申
請

を
行

う
。
 

 
①

 
１

の
(
1
)に

規
定

す
る
者

の
う
ち
、
児
童
手
当
法
第

1
7
条
第
１
項
に
規

定
す

る
公

務
員

で
あ

っ
て

、
当

該
公

務
員

に
係

る
同

項
の
規

定
に

よ
り

読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
法

第
７
条
第
１
項
の
認
定
を
し
た
同
法
第

1
7
条
第

１
項

の
表

の
下

欄
に

掲
げ

る
者

そ
の

他
こ

れ
ら

の
者

に
準
ず

る
者

に
基

準

日
に

お
け

る
当

該
公

務
員

の
住

所
地

を
市

【
区

、
町

又
は
村

】
と

し
て

把

握
さ

れ
て

い
る

者
 

 

 
②

 
１

の
(
2
)に

規
定

す
る
者

の
う
ち
、
基
準
日
に
お
い
て
市
【
区
、
町
又
は

村
】

の
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

さ
れ

て
い

る
者

（
⑥

に
掲
げ

る
者

に
該

当

す
る

者
を

除
く

。）
 

 

③
 
１
の

(
2)
に
規

定
す

る
者
の

う
ち
、
基
準
日
以
前
に
住
民
基
本
台
帳
法
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

住
民

票
を

消
除

さ
れ

て
い

た
者

で
あ
っ

て
、

基
準

日

に
お

い
て

、
日

本
国

内
で

生
活

し
て

い
た

が
、

い
ず

れ
の
市

町
村

の
住

民

基
本

台
帳

に
も

記
録

さ
れ

て
お

ら
ず

、
か

つ
、

基
準

日
の
翌

日
以

後
初

め

①
 

基
準
日

以
前

に
住

民
基

本
台

帳
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
住

民
票

を
消

除
さ
れ
て
い
た

者
で

あ
っ

て
、

基
準
日

に
お

い
て

、
日

本
国

内
で
生

活
し

て
い
た
が
、
い

ず
れ

の
市

町
村

の
住
民

基
本

台
帳

に
も

記
録

さ
れ
て

お
ら

ず
、
か
つ
、
基

準
日

の
翌

日
以

後
初
め

て
市

町
村

の
住

民
基

本
台
帳

に
記

-155-



9 
  

て
市

【
区

、
町

又
は

村
】

の
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

さ
れ
る

こ
と

と
な

っ

た
者

（
⑥

に
掲

げ
る

者
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

録
さ
れ
る
こ
と

と
な

っ
た

も
の

の
う
ち

、
市

【
区

、
町

又
は

村
】
に

対
し

て
同
法
第

24
条
に

規
定

す
る

転
出
の

予
定

年
月

日
が

基
準

日
以
前

と
な

っ
て
い
る
転
出

届
（

同
条

の
規

定
に
よ

る
届

出
を

い
う

。
）
を

し
た
者

で
あ

っ
て
、
転
入
を

し
た

年
月

日
が

基
準
日

の
翌

日
以

後
で

あ
る

転
入
届

（
同

法
第

22
条
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
届
出

を
い

う
。
）
を

し
た
も

の
 

 
②
 

基
準
日
以

前
に

住
民

基
本

台
帳

法
第

８
条

の
規

定
に
よ

り
住

民
票

を
消

除
さ
れ
て

い
た

者
で

あ
っ

て
、

基
準

日
に

お
い

て
、

日
本
国

内
で

生
活

し

て
い
た
が

、
い

ず
れ

の
市

町
村

の
住

民
基

本
台

帳
に

も
記
録

さ
れ

て
お

ら

ず
、
か
つ

、
基

準
日

の
翌

日
以

後
初

め
て

市
【

区
、

町
又
は

村
】

の
住

民

基
本
台
帳

に
記

録
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

も
の

の
う

ち
、
①

に
掲

げ
る

者

以
外
の
も

の
 

④
 

１
の

(
3
)
の

表
の

①
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
①

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

（
当

該
者

に
係
る

１
の

(1
)
又
は

(
2)

に
規
定
す

る
者
が

こ

の
３

の
規

定
に

よ
り

、
市

【
区
、

町
又
は
村

】
に
対
し
て
支
給

の
申
請

を

行
う

こ
と

と
な

る
場

合
に

限
る
。
）
 

③
 

１
の

(
3
)
の

表
の

①
の

左
欄

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

同
表

の
①

の
右

欄
に

掲
げ

る
者

（
当

該
者

に
係

る
１

の
(1
)
又

は
(
2)
に

規
定

す
る

者
が

こ

の
３

の
規

定
に

よ
り

、
市

【
区

、
町

又
は

村
】

に
対

し
て

支
給

の
申

請
を

行
う
こ
と

と
な

る
場

合
に

限
る

。
）
 

⑤
 

１
の

(
3)

の
表

の
②

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
け

る
同

表
の

②
の

右

欄
に

掲
げ

る
者

（
当

該
者

が
入

所
等

し
て

い
る

児
童

手
当
法

第
３

条
第

３

項
各

号
に

掲
げ

る
施

設
等

の
所

在
地

が
市

【
区

、
町

又
は
村

】
で

あ
る

場

合
に

限
る

。）
 

④
 

１
の

(
3)

の
表

の
②

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
け

る
同

表
の

②
の

右

欄
に

掲
げ

る
者

（
当

該
者

が
入

所
等

し
て

い
る

児
童

手
当

法
第

３
条

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
施

設
等

の
所

在
地

が
市

【
区

、
町

又
は

村
】

で
あ

る
場

合
に
限
る

。）
 

 
⑤

 
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
を

理
由

に
避

難
し

、
配

偶
者

と
生

計
を

別
に

し
て

い
る
こ
と
が
認

め
ら

れ
て
い
る

者
（
基

準
日

に
お

い
て
、

 市
【

区
、

町
又

は
村
】
の
住

民
基

本
台

帳
に
記

録
さ
れ

て
い

な
い

者
に

限
る

。
）
で

あ
っ

て
、

市
【
区
、
町
又
は

村
】
か
ら

平
成

2
6
年

１
月

分
の

児
童

手
当
又

は
１
の

(
2)

の
①

若
し

く
は

②
に

掲
げ

る
児

童
に

係
る

同
年

２
月

分
の

児
童

手
当

の
支

給
を
受
け
て
い

る
者
 

⑥
 

１
の

(
3)

の
表

の
③

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
け

る
同

表
の

③
の

右

欄
に

掲
げ

る
者

（
市

【
区

、
町

又
は

村
】

に
対

し
、

対
象
児

童
に

係
る

児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
請

求
を

し
た

者
に

限

る
。
）
 

⑥
 

１
の

(
3)

の
表

の
③

の
左

欄
に

掲
げ

る
場

合
に

お
け

る
同

表
の

③
の

右

欄
に

掲
げ
る

者
（

市
【

区
、

町
又

は
村

】
に

対
し

、
対

象
児

童
に

係
る

児

童
手

当
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
請

求
を

し
た

者
に

限

る
。
）
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様
式
第
6号

（
第
4条

関
係
）

お
受

け
取

り
方

法
（

A
B
C
D
の

う
ち

、
希

望
す

る
方

法
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

）

＊
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

（
裏

面
も

確
認

し
て

く
だ

さ
い
。
）

様
式

第
１
号

の
１
（
第

５
条

関
係

）
※

枠
内

に
、

各
市

区
町

村
に

お
い

て
定

め
る

現
況

届
・

認
定

請
求

書
の

様
式

を
挿

入
。

ま
た

、
枠

内
に

「
○

市
【

区
、

町
又

は
村

】
に

お
い

て
定

め
る

現
況

届
・

認
定

請
求

書
の

様
式

と
す

る
」

等
と

記
載

し
て

、
様

式
を

定
め

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

円
Ｃ

指
定

の
金

融
機

関
口

座
（

原
則

、
申

請
者

の
口

座
と

し
ま

す
。

）
へ

の
振

込
み

を
希

望

Ｂ
平

成
26
年

度
の

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
受

給
口

座
（

A
と

同
じ

場
合

を
除

く
。

）
へ

の
振

込
み

を
希

望

※
C
を

選
択

し
た

場
合

は
裏

面
の

受
け

取
り

口
座

記
入

欄
に

記
入

の
上

、
本

人
確

認
資

料
、

振
込

先
金

融
機

関
口

座
確

認
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

Ｄ
現

金
に

よ
る

支
給

を
希

望
（

お
受

け
取

り
は

○
月

○
日

か
ら

と
な

り
ま

す
。

）

※
本

人
確

認
資

料
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

金
融

機
関

の
口

座
が

な
い

方
、

金
融

機
関

か
ら

著
し

く
離

れ
た

場
所

に
住

ん
で

い
る

方
の

み
と

な
り

ま
す

。

◎
裏
面
の
注
意
を
よ
く
読
ん
で
か
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
印
の
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
字
は
、
楷
書
（
か
い
し
ょ
）
で
は
っ
き
り
書
い
て
く
だ
さ
い
。
記
入
押
印
に
代
え
て

、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

氏
名

印

裏
面
の
事
項
、
(１

)～
(６

)に
誓

約
・

同
意

の
上

、

※
「

対
象

児
童

数
」

の
欄

に
は

平
成

27
年

６
月

分
の

児
童

手
当

の
対

象
と

な
る

児
童

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
申

請
額

・
請

求
額

は
対

象
児

童
１

人
に

つ
き

３
千

円
に

な
り

ま
す

。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

申
請

書
（

請
求

書
）

対
象

児
童

数
人

※
平

成
26
年

度
の

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
支

給
を

受
け

た
市

区
町

村
と

、
平

成
27
年

度
の

申
請

先
市

区
町

村
が

同
一

の
場

合
に

限
る

。

上
記
の
児
童
の
う
ち

、
平

成
27
年

６
月

分
の

児
童

手
当

の
支

給
対

象
と

な
る

児
童
に
つ
い
て
、
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

Ａ
児

童
手

当
振

込
口

座
へ

の
振

込
み

を
希

望

申
請

額
・

請
求

額

（
表
面
）

児
童

手
当

・
特

例
給

付
現

況
届

提
出

年
月

日
※

受
付

確
認

年
月

日

殿
平
成

・
・

平
成

・
・

〒
-

電
話

（
）

配
偶
者

の
職
業

ア
．
被
用
者

イ
．
公
務
員

ウ
．
被
用
者
等
で
な
い
者

受 給 者

（
ふ

り
が

な
）

職
業

ア
．
被
用
者

イ
．
公
務
員

ウ
．
被
用
者
等
で
な
い
者

住
所

（
法
人
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）

有
・

無

（
ふ

り
が

な
）

氏
名

（
法

人
名

等
）

大
正

配
偶
者

の
氏
名

昭
和

平
成

性
別

男
・
女

生
年

月
日

明
治

・
・

配
偶
者

の
有
無

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

※
3歳

未
満

の
児

童
○

印
※
3歳

以
上
小
学
校
修
了
前

の
児
童
○
印

氏
名

続
柄

生
年
月
日

同
居
・
別
居

の
別

海
外

留
学

を
し

て
い

る
場

合
の

出
国

年
月

住
所

監
護
の

有
無

生
計

関
係

※
児
童
と
の

関
係
で
、

該
当
す
る
場

合
に
○
印

有
・

無
同
一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

※
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前
の

児
童
○
印

平
成

・
・

同
・

別

平
成

・
・

同
・

別

有
・

無
同
一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

有
・

無
同
一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

同
・

別
有

・
無

同
一 ・ 維
持

有
・

無
同
一 ・ 維
持

円
円

円
円

円
円

児 童

※ 審 査

扶
養
親
族
等
及
び
児
童
の
数

人
・

児
童

手
当

・
特

例
給

付

平
成

・
・

同
・

別

区
分

有
・

無
同
一 ・ 維
持

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

80
,0
00
円

3歳
未

満
分

円
3歳

以
上

小
学

校
修

了
前

分
円

中
学

生
分

円

計
円

控
除

後
の

所
得

額
所

得
制

限
限

度
額

所
得
の
状
況

平
成

年
分
所
得
額

円
円

円

判 定

平
成

年
分

所
得

の
合

計
額

控
除

雑
損

控
除

額
医

療
費

控
除

額
小

規
模

企
業

共
済

等
掛

金
控

除
額

障
害

者
控

除
額

障
人

・
特

障
人

寡
婦

・
寡

夫
・

勤
労

学
生

控
除

額
児

童
手

当
法

施
行

令
第

３
条

第
１

項
に

よ
る

控
除

平
成

・
・

同
・

別

手
当

月
額

加
入

し
て

い
る

年
金

等
の

年
金

手
帳

、
組

合
員

証
又

は
加

入
者

証
の

種
別

ア
．
厚
生
年
金
保
険

イ
．
私
立
学
校
教
職
員
共
済

ウ
．
国
家
公
務
員
共
済

エ
．
地
方
公
務
員
等
共
済

オ
．
国
民
年
金

カ
．
そ
の
他
（

）

譲
渡

所
得

の
有

無
有

・
無

平
成

・
・

同
・

別

平
成

・
・

う
ち

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
及

び
老
人

扶
養
親

族
の
合

計
数

人
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１
．

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
所

用
の

変
更

又
は

調
整

を
加

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
受
取
口
座
記
入
欄
】

(受
取
方
法
に
つ
い
て

C
を
選
ん
だ
場
合
の

み
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
)

２
．

受
給

資
格

者
に

周
知

す
る

こ
と

に
よ

り
、

注
意

事
項

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
申

請
・

請
求

に
当

た
っ

て
の

誓
約

・
同

意
事

項
】

(１
)子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の

支
給

要
件

に
該

当
し

ま
す

。

金
融
機
関
番
号

(３
)公

簿
等

で
確

認
で

き
な

い
場

合
は

、
関

係
書

類
の

提
出

を
行

い
ま

す
。

(４
)こ

の
申

請
書

は
、

市
区

町
村

に
お

い
て

支
給

決
定

を
し

た
後

は
、

給
付

金
の

請
求

書
と

し
て

取
り

扱
い

ま
す

。

※
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
を

選
択

さ
れ

た
場

合
は

、
「

振
込

用
の

店
名

・
預

金
種

目
・

口
座

番
号

（
7桁

）
」

（
通

帳
見

開
き

下
部

に
記

載
）

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

※
長

期
間

入
出

金
の

な
い

口
座

を
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。

添
付

書
類

特
例

給
付

金
の

支
給

要
件

に
該

当
し

な
い

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
に

は
、

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

を
返

還
し

ま
す

。

受
取
口
座
の
金
融
機

関
名
、
口
座
番
号
、
口
座
名
義
人
（
カ
ナ
）
が
分
か
る
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

備
考

(５
)市

区
町

村
が

支
給

決
定

を
し

た
後

、
申

請
書

の
不

備
に

よ
る

振
込

不
能

等
の

事
由

に
よ

り
支

払
が

完
了

せ
ず

、
か

つ
、

市
区

町
村

が
定

め
る

期
限

ま
で

に
、

申
請

・
請

求
者

に
連

絡
・

確
認

で
き

な
い

場
合

に
は

、
市

区
町

村
は

当
該

申
請

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の

と
み

な
し

ま
す

。

(６
)給

付
金
の
支
給
後
、
平
成

26
年

の
所

得
額

が
変

更
と

な
り

児
童

手
当

の
所

得
制

限
限

度
額

以
上

に
な

っ
た

場
合

な
ど

、
子

育
て

世
帯

臨
時

1普
通

2当
座

店
番
号

こ
と

や
必

要
な

資
料

を
他

の
行

政
機

関
等

に
求

め
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
分
類

口
座

番
号

（
右

詰
め

で
お

書
き

く
だ

さ
い

。
）

（
フ

リ
ガ

ナ
）

口
座

名
義

（
裏

面
）

金
融

機
関

名
支

店
名

1.
銀

行
2.
金

庫
3.
信

組
4.
信

連

5.
農

協
6.
漁

協
7.
信

漁
連

本
・
支
店

本
・
支
所

出
張
所

(２
)子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の

支
給

要
件

の
該

当
性

等
を

審
査

す
る

た
め

、
市

区
町

村
が

必
要

な
税

情
報

等
の

公
簿

等
の

確
認

を
行

う

注
意

１
児

童
手

当
又

は
特

例
給

付
の

受
給

者
は
、
６
月

１
日
か
ら
同
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

本
年

６
月

１
日

の
現

況
に

つ
い

て
、

こ
の

届
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
こ

の
期

間
中

に
提

出
し

な
い

と
手

当
の

支
払

が
差

し
止

め
ら

れ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

２
「

氏
名

（
法

人
名

等
）

」
の

欄
は

、
受

給
者

が
個

人
で

あ
る

場
合

は
氏

名
を

、
法

人
で

あ
る

場
合

は
法

人
名

及
び

代
表

者
氏

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

３
「

住
所

（
法

人
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

）
」

の
欄

は
、

受
給

者
が

個
人

で
あ

る
場

合
は

住
民

票
上

の
住

所
を

、
法

人
で

あ
る

場
合

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

４
「

職
業

」
、

「
性

別
」

、
「

生
年

月
日

」
、

「
配

偶
者

の
有

無
」

、
「

加
入

し
て

い
る

年
金

等
の

年
金

手
帳

、
組

合
員

証
又

は
加

入
者

証
の

種
別

」
、

「
譲

渡
所

得
の

有
無

」
、

「
扶

養
親

族
等

及
び

児
童

の
数

」
、

「
所

得
の

状
況

」
の

欄
は

、
受

給
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

は
記

入
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

５
「

配
偶

者
の

氏
名

」
及

び
「

配
偶

者
の

職
業

」
の

欄
は

、
「

配
偶

者
の

有
無

」
の

欄
で

「
有

」
を

選
ん

だ
場

合
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

配
偶

者
に

は
、

児
童

を
懐

胎
し

た
当

時
婚

姻
の

届
出

を
し

て
い

な
い

が
、

受
給

者
と

事
実

上
婚

姻
関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
っ

た
者

を
含

み
ま

す
。

６
「

児
童

」
の

欄
は

、
受

給
者

が
養

育
（

監
護

し
、

か
つ

、
生

計
を

同
じ

く
す

る
か

又
は

生
計

を
維

持
す

る
こ

と
を

い
い

ま
す

。
）

す
る

18
歳
に
達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
あ

る
全

て
の

子
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

７
「

生
計

関
係

」
の

欄
は

、
次

に
よ

っ
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

①
「

同
一

」
は

、
児

童
が

受
給

者
自

身
の

子
で

あ
る

場
合

や
受

給
者

が
未

成
年

後
見

人
又

は
父

母
指

定
者

で
あ

る
場

合
で

、
受

給
者

が
そ

の
児

童
と

生
計

を
同

じ
く

し
て

い
る

と
き

に
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

②
「

維
持

」
は

、
児

童
が

受
給

者
自

身
の

子
で

な
い

場
合

で
、

受
給

者
が

そ
の

児
童

の
生

計
を

維
持

し
て

い
る

と
き

に
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

８
「

加
入

し
て

い
る

年
金

等
の

年
金

手
帳

、
組

合
員

証
又

は
加

入
者

証
の

種
別

」
の

欄
は

、
受

給
者

の
本

年
６

月
１

日
に

お
け

る
公

的
年

金
制

度
の

加
入

状
況

に
つ

い
て

、
次

に
よ

り
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

①
加

入
し

て
い

る
公

的
年

金
制

度
に

つ
い

て
、

「
ア

」
か

ら
「

カ
」

ま
で

の
い

ず
れ

か
該

当
す

る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

「
カ

」
を

○
で

囲
ん

だ
場

合
は

、
（

）
内

に
そ

の
年

金
の

名
称

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

②
「

ア
」

を
○

で
囲

ん
だ

場
合

で
、

第
四

種
被

保
険

者
又

は
高

齢
任

意
加

入
被

保
険

者
（

こ
れ

ら
の

者
が

保
険

料
を

自
ら

全
額

負
担

し
て

い
る

場
合

に
限

り
ま

す
。

）
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

欄
の

余
白

に
「

四
種

」
又

は

「
高

任
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

９
「

所
得

の
状

況
」

の
欄

は
、

受
給

者
の

前
年

の
所

得
に

つ
い

て
の

市
町

村
民

税
又

は
特

別
区

民
税

の
総

所
得

金
額

、
退

職
所

得
金

額
、

山
林

所
得

金
額

、
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
等

の
金

額
、

長
期

譲
渡

所
得

金
額

、
短

期
譲

渡
所

得
金

額
及

び
先

物
取

引
に

係
る

雑
所

得
等

の
金

額
の

合
計

額
か

ら
８

万
円

を
控

除
し

た
額

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

な
お

、
市

町
村

民
税

又
は

特
別

区
民

税
で

雑
損

控
除

、
医

療
費

控
除

、
小

規
模

企
業

共
済

等
掛

金
控

除
、

障
害

者
控

除
、

寡
婦

（
寡

夫
）

控
除

又
は

勤
労

学
生

控
除

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
額

を
更

に
控

除
し

た

額
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

10
「

扶
養

親
族

等
及

び
児

童
の

数
」

の
欄

は
、

市
町

村
民

税
又

は
特

別
区

民
税

に
お

け
る

控
除

対
象

配
偶

者
及

び
扶

養
親

族
の

合
計

数
を

、
ま

た
［

］
内

に
は

、
こ

の
う

ち
老

人
控

除
対

象
配

偶
者

及
び

老
人

扶
養

親
族

の

合
計

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

な
お

、
受

給
者

の
親

族
で

は
な

い
が

、
前
年
の

12
月

31
日

に
受

給
者

が
生

計
を

維
持

し
た

児
童

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

数
を

加
え

た
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

い
ず

れ
も

な
い

場
合

は
、

「
な

し
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

11
こ

の
届

に
は

、
次

の
書

類
を

添
え

て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

①
児

童
が

他
の

市
町

村
（

特
別

区
を

含
み

ま
す

。
）

に
住

所
を

有
す

る
場

合
は

、
そ

の
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

全
員

の
住

民
票

の
写

し

②
児

童
が

海
外

に
留

学
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
児

童
が

日
本

国
内

に
住

所
を

有
し

な
く

な
っ

た
日

の
前

日
ま

で
引

き
続

き
３

年
を

超
え

て
日

本
国

内
に

住
所

を
有

し
、

教
育

を
受

け
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

外
国

に
居

住

し
て

い
る

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類

③
児

童
が

受
給

者
自

身
の

子
で

あ
り

、
受

給
者

が
そ

の
児

童
と

別
居

し
て

い
る

場
合

は
、

受
給

者
の

そ
の

児
童

に
対

す
る

養
育

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

④
受

給
者

が
未

成
年

後
見

人
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

事
実

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類

⑤
受

給
者

が
父

母
指

定
者

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
事

実
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

⑥
児

童
が

受
給

者
自

身
の

子
で

な
い

場
合

は
、

父
母

と
そ

の
児

童
と

の
養

育
関

係
及

び
受

給
者

と
そ

の
児

童
と

の
養

育
関

係
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

（
受

給
者

が
未

成
年

後
見

人
又

は
父

母
指

定
者

で
あ

る

場
合

を
除

く
。

）

⑦
生

計
を

同
じ

く
し

な
い

配
偶

者
等

と
別

居
し

、
児

童
と

同
居

し
て

い
る

場
合

は
、

当
該

事
実

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類

⑧
受

給
者

が
本

年
１

月
１

日
に

他
の

市
町

村
に

住
所

を
有

し
て

い
た

場
合

は
、

受
給

者
の

前
年

の
所

得
の

額
と

、
そ

の
所

得
に

係
る

市
町

村
民

税
又

は
特

別
区

民
税

に
お

け
る

控
除

対
象

配
偶

者
及

び
扶

養
親

族
の

有
無

と

数
に

つ
い

て
の

市
町

村
長

の
証

明
書

⑨
「

10
」

の
後

段
に

該
当

す
る

児
童

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

事
実

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
書

類

⑩
受

給
者

が
被

用
者

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
事

実
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

※裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、申請します。

※対象児童１人につき3,000円になります。（詳細は記入要領を参照してください。）

□Ａ 児童手当振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

□B 平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の受給口座（Aと同じ場合を除く。）への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□C 指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Cを選択した場合（児童手当振込口座と異なる口座を希望する場合）は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】受取方法としてＣを選んだ場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

男・女
㊞

様式第１号の２（第５条関係）

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年６月分の児童手当支給等市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）
性別 生年月日 現住所

氏 名

＊記名押印に代えて署名することができます。 住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

２．対象児童

※平成27年６月分の児童手当の支給対象でない児童について、子育て世帯臨時特例給付金の請求をする場合は、
市区町村の相談窓口にお問い合わせください

（ フ リ ガ ナ ）

□平成27年６月分の児童手当の支給対象児童と同じ場合は、右のチェック欄（□）に『✓』を入れて下さい。

口 座 名 義

３．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額 円

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

金 融 機 関 名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

金融機関番号 店番号

□ D 現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日からとなります。）

（裏面も確認してください。）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

市区町村

受付印
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（１）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。
（２）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な

資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、○○までに、市区町村が

申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、平成26年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時

特例給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。

申請内容確認書類

（４．受取方法にＣ・Ｄを選択した場合は、本人確認書類を提出してください。）

※住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し

振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

（４．受取方法にＣを選択した場合は提出してください。）

【誓約・同意事項】
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

※裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき3,000円になります。（詳細は記入要領を参照してください。）

□Ａ 児童手当振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

□B 平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の受給口座（Aと同じ場合を除く。）への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□C 指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Cを選択した場合（児童手当振込口座と異なる口座を希望する場合）は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】受取方法としてＣを選んだ場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

現住所
氏 名

現住所（別居の場合のみ記入）

様式第１号の３（第５条関係）

男・女
㊞

＊記名押印に代えて署名することができます。 住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

２．対象児童

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童等（※）について記入してください。
※「支給対象児童等」の範囲については記載要領を参照してください。

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年６月分の児童手当支給等市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）
性別 生年月日

氏 名

1
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

№
（ フ リ ガ ナ ）

続柄 性別 生 年 月 日
同居・別居

の別

2
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

3
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

4
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

円

金 融 機 関 名 支 店 名

5
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

３．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

分類

（裏面も確認してください。）

□ D 現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日からとなります。）

金融機関番号

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（ フ リ ガ ナ ）

口 座 名 義
1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
店番号

市区町村

受付印
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申請内容確認書類

（４．受取方法にＣ・Ｄを選択した場合は、本人確認書類を提出してください。）

※住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し

振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

（４．受取方法にＣを選択した場合は提出してください。）

【誓約・同意事項】

（１）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。
（２）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な

資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、○○までに、市区町村が

申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、平成26年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時

特例給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。
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様
式

第
6号

（
第

4条
関

係
）

お
受

け
取

り
方

法
（

A
B
C
D
の

う
ち

、
希

望
す

る
方

法
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

）

＊
記

名
押

印
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

（
裏

面
も

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
）

※
枠

内
に
、
各

市
区

町
村

に
お
い
て
定

め
る
現

況
届

・
認

定
請

求
書

の
様

式
を
挿

入
。

ま
た
、
枠

内
に
「
○

市
【
区

、
町

又
は

村
】
に
お
い
て
定

め
る
現

況
届

・
認

定
請

求
書

の
様

式
と
す
る
」
等

と
記

載
し
て
、
様

式
を
定

め
る
こ
と
も
考

え
ら
れ

る
。

※ 各 市 区 町 村 の 現 況 届 の 記 載 要 領 が あ る 場 合 、

適 宜 、 そ ち ら を 御 活 用 く だ さ い 。

※ 審 査

平
成

年
分

所
得

の
合

計
額

控
除

雑
損

控
除

額
医

療
費

控
除

額
小

規
模

企
業

共
済

等
掛

金
控

除
額

障
害

者
控

除
額

障
人

・
特

障
人

寡
婦

・
寡

夫
・

勤
労

学
生

控
除

額
児

童
手

当
法

施
行

令
第

３
条

第
１

項
に

よ
る

控
除

判 定

平
成

・
・

同
・

別

80
,0
00
円

3歳
未

満
分

円
3歳

以
上

小
学

校
修

了
前

分
円

中
学

生
分

円
計

円

控
除

後
の

所
得

額
所

得
制

限
限

度
額

所
得

の
状

況
平

成
年

分
所

得
額

円
円

円

円
円

円
円

円
円

児 童

扶
養

親
族

等
及

び
児

童
の

数
人

・
児
童
手
当

・
特
例
給
付

平
成

・
・

同
・

別

区
分

手
当
月
額

有
・

無
同

一 ・
維

持

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

加
入

し
て

い
る

年
金

等
の

年
金

手
帳

、
組

合
員

証
又

は
加

入
者

証
の

種
別

ア
．

厚
生

年
金

保
険

イ
．

私
立

学
校

教
職

員
共

済
ウ

．
国

家
公

務
員

共
済

エ
．

地
方

公
務

員
等

共
済

オ
．

国
民

年
金

カ
．

そ
の

他
（

）

譲
渡

所
得

の
有

無
有

・
無

平
成

・
・

同
・

別

平
成

・
・

同
・

別
有

・
無

同
一 ・

維
持

有
・

無
同

一 ・
維

持

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

有
・

無
同

一 ・
維

持

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

有
・

無
同

一 ・
維

持

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

※
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前

の
児
童
○
印

平
成

・
・

同
・

別

平
成

・
・

同
・

別

有
・

無
同

一 ・
維

持

・
未
成
年
後
見
人

・
父
母
指
定
者

・
同
居
父
母

※
3歳

未
満

の
児

童
○

印
※
3歳

以
上
小
学
校
修
了
前

の
児
童
○
印

氏
名

続
柄

生
年

月
日

同
居

・
別

居
の

別
海

外
留

学
を

し
て

い
る

場
合

の
出

国
年

月
住

所
監

護
の

有
無

生
計

関
係

※
児
童
と
の
関
係
で
、

該
当
す
る
場
合
に
○
印

受 給 者

（
ふ

り
が

な
）

職
業

ア
．

被
用

者
イ

．
公

務
員

ウ
．

被
用

者
等

で
な

い
者

住
所

（
法

人
の

主
た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

有
・

無

（
ふ

り
が

な
）

氏
名

（
法

人
名

等
）

大
正

配
偶

者
の

氏
名

昭
和

平
成

性
別

男
・

女
生

年
月

日
配

偶
者

の
有

無

（
表

面
）

児
童

手
当

・
特

例
給

付
現

況
届

提
出

年
月

日
※

受
付

確
認

年
月

日

殿
平
成

・
・

平
成

・
・

〒
-

電
話

（
）

配
偶
者

の
職
業

ア
．
被
用
者

イ
．
公
務
員

ウ
．
被
用
者
等
で
な
い
者

様
式
第
１
号
の
１
(参

考
資

料
１
）
（
第

５
条

関
係

）

上
記

の
児

童
の

う
ち

、
平

成
27
年

６
月

分
の

児
童

手
当

の
支

給
対

象
と

な
る

児
童

に
つ

い
て

、
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

◎
裏

面
の

注
意

を
よ

く
読

ん
で

か
ら

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

印
の

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

字
は

、
楷

書
（

か
い

し
ょ

）
で

は
っ

き
り

書
い

て
く

だ
さ

い
。

記
入
押
印
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

氏
名

印

裏
面

の
事

項
、

(１
)～

(６
)に

誓
約

・
同

意
の

上
、

※
「

対
象

児
童

数
」

の
欄

に
は

平
成

27
年

６
月

分
の

児
童

手
当

の
対

象
と

な
る

児
童

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
申

請
額

・
請

求
額

は
対

象
児

童
１

人
に

つ
き

３
千

円
に

な
り

ま
す

。

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

申
請
書
（
請
求
書
）

対
象

児
童 数

①
人

円
Ｃ

指
定
の
金
融
機
関
口
座
（
原
則
、
申
請
者
の
口
座
と
し
ま
す
。
）
へ
の
振
込
み
を
希
望

Ｂ
平

成
26
年

度
の

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

の
受

給
口

座
（

A
と

同
じ

場
合

を
除

く
。

）
へ

の
振

込
み

を
希

望

※
C
を
選
択
し
た
場
合
は
裏
面
の
受
け
取
り
口
座
記
入
欄
に
記
入
の
上
、

本
人
確
認
資
料
、
振
込
先
金
融
機
関
口
座
確
認
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｄ
現

金
に

よ
る

支
給

を
希

望
（

お
受

け
取

り
は

○
月

○
日

か
ら

と
な

り
ま

す
。

）

※
本
人
確
認
資
料
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
金
融
機
関
の
口
座
が
な
い
方
、

金
融
機
関
か
ら
著
し
く
離
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
方
の
み
と
な
り
ま
す
。

申
請

額
・

請
求

額
②

Ａ
児

童
手

当
振

込
口

座
へ

の
振

込
み

を
希

望

※
平
成

26
年
度
の
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
市
区
町
村
と
、

平
成

27
年
度
の
申
請
先
市
区
町
村
が
同
一
の
場
合
に
限
る
。

明
治

・
・

う
ち

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
及

び
老

人
扶

養
親

族
の

合
計

数
人

記
載

要
領

②
①
の

人
数

×
３
千
円
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

①
上
記
の
「
児

童
」
の
う
ち
、
中

学
校
修
了
前
の

お
子
さ
ん
の
人

数
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

※裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、申請します。

※対象児童１人につき3,000円になります。（詳細は記入要領を参照してください。）

□Ａ 児童手当振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

□B 平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の受給口座（Aと同じ場合を除く。）への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□C 指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Cを選択した場合（児童手当振込口座と異なる口座を希望する場合）は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】受取方法としてＣを選んだ場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。
□ D 現金による支給を希望

（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日からとなります。）

（裏面も確認してください。）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
店番号

様式第１号の２（参考資料１）（第５条関係）

②

③平成27年６月分の児童手当の支給対象児童と同じ場合は、右のチェック欄（□）に『✓』を入れて下さい。

金融機関番号

口 座 名 義

３．申請額・請求額

対象児童数 ③ 人 申請額・請求額 ④ 円

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

金 融 機 関 名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

＊記名押印に代えて署名することができます。 住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

２．対象児童

※平成27年６月分の児童手当の支給対象でない児童について、子育て世帯臨時特例給付金の請求をする場合は、
市区町村の相談窓口にお問い合わせください

（ フ リ ガ ナ ）

□

男・女
㊞

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年６月分の児童手当支給等市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）
性別 生年月日 現住所

氏 名

①

市区町村

受付印

記載要領

①「平成27年６月分の児童手当支給等市区町村」は基本的に、

平成27年５月31日時点で住民票がある市区町村が該当しますの

で、その市区町村名を記入してください。

②平成27年６月

分の児童手当を

受給する方のお

名前を記入してく

ださい。

その方が亡くなら

れた場合は、代

わりに子育て世

帯臨時特例給付

金の支給を受け

る方のお名前を

記入してください。

④ ③の人数×３千円を記入してください。

③平成27年５月

31日時点で中学

校修了前のお子

さんが、給付金

の対象児童にな

ります。

「対象児童数」に

は、そのお子さ

んの人数を記入

してください。
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

※裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき3,000円になります。（詳細は記入要領を参照してください。）

□Ａ 児童手当振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

□B 平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の受給口座（Aと同じ場合を除く。）への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□C 指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Cを選択した場合（児童手当振込口座と異なる口座を希望する場合）は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】受取方法としてＣを選んだ場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

様式第１号の３（参考資料１）（第５条関係）

①

②

③

性別

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年６月分の児童手当支給等市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）

続柄 性別 生 年 月 日

同 ・ 別

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（ フ リ ガ ナ ）

口 座 名 義
1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
店番号

（裏面も確認してください。）

□ D 現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日からとなります。）

金融機関番号

円

金 融 機 関 名 支 店 名

5
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

３．申請額・請求額

対象児童数 ④ 人 申請額・請求額 ⑤

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

分類

4
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

3
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童等（※）について記入してください。
※「支給対象児童等」の範囲については記載要領を参照してください。

2
男
・
女

平成 年 月 日 同 ・ 別

№

（ フ リ ガ ナ ）

1

同居・別居
の別

生年月日

氏 名

男
・
女

平成 年 月 日

現住所
氏 名

現住所（別居の場合のみ記入）

男・女
㊞

＊記名押印に代えて署名することができます。 住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

２．対象児童

市区町村

受付印

記載要領

⑤ ④の人数×３千円を記入してください。

①「平成27年６月分の児童手当支給等市区町村」は基本的に、平成27年５

月31日時点で住民票がある市区町村が該当しますので、その市区町村名

を記入してください。

②平成27年６月

分の児童手当を

受給する方のお

名前を記入してく

ださい。

その方が亡くなら

れた場合は、代

わりに子育て世

帯臨時特例給付

金の支給を受け

る方のお名前を

記入してください。

③平成27年５月

31日時点で中学

校修了前のお子

さんのお名前を

記入してください。

④給付金の対象

児童の数を記入

してください。対

象児童の数は③

に記入された児

童の数になりま

す。
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様式第１号（参考資料２）（第５条関係）  

 

 

留意事項 

 
【支給対象者について】 
○ 平成 27 年６月分の児童手当の支給を受ける方を支給対象者とします。  

※ 平成 27 年６月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。 

 ※ 児童手当の認定請求を失念する等して、平成 27年６月分の児童手当の対象となる児

童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成 27 年５月 31

日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。 

 ※ 「特例給付の支給を受ける方」とは、平成 26 年の所得が児童手当の所得制限限度額

以上である方（児童１人当たり月額一律 5,000 円が支給される方）をいいます。 

 ・ 児童手当の所得制限限度額 

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

０人 622 833.3 

１人 660 875.6 

２人 698 917.8 

３人 736 960 

４人 774 1002.1 

５人 812 1042.1 

  「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 

（注） 

１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所

得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につ

き６万円を加算した額。 

２．扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１

人につき 38 万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき

は 44万円）を加算した額。 
 
○ 平成 27年６月分の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯臨時特例給付金
の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月
分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。 

 
○ また、平成 27 年６月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV 被害に
よりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯臨時特例給
付金の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの
市町村に問い合わせてください。 

 
 
【対象児童について】 
○ 平成 27年６月分の児童手当の対象となっているお子さんを対象児童としま
す。 
※ 児童手当の認定請求を失念する等して、平成 27 年６月分の児童手当の対象とならな

い児童についても、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童になり得るので、平成 27年

５月 31 日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。 
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○ ただし、次のいずれかの場合に該当するお子さんは、対象児童とはなりま
せん。 

  ① 平成 27年６月１日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される
までの間に亡くなられた場合 

  ② （外国人住民の方について）子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定
される日において、中長期在留者等（住民基本台帳法第 30 条の 45 の表
の上欄に掲げる者）でない場合 

   ※ 申請日から〇〇日（※各市区町村において支給決定までに要すると見込まれる

期間を目安に設定）を経過するまでの間に対象児童の在留期間の満了日等が到来

する方については、支給時にその在留資格等を有することが確認できないため、

在留期間の更新等を行ってから、申請をしてください。 

 
○ 児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等からの代
理申請に基づき、別途支給することとなります。 

 
 
【支給額について】 
○ 支給額は、対象児童１人当たり 3,000 円です。 
 
 
【申請先について】 
○ 平成 27 年６月分の児童手当を支給する市区町村が申請先になります。 
  平成 27 年６月１日以降に転入された方は、平成 27 年６月分の児童手当を
支給する市区町村が申請先になりますのでご注意ください。 
※ 基本的に、平成 27 年５月 31 日時点で住民票がある市区町村が同年６月分の児童手当を

支給する市区町村になります。 

※ DV 被害者の方で、他の市区町村から住民票を移さずに○○市にお住まいの方で、平成 27

年６月分の児童手当の支給を配偶者（DV 加害者）が受けている場合についても、○○市で

申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。 

 
 
【申請方法について】 
○ 申請・支払方法は、次の３種類です。 
① 郵送申請方式：申請書を郵送により○○市に提出していただき、指定の

金融機関の口座に振り込む方式 
② 窓口申請方式：申請書を○○市の窓口に提出していただき、指定の金融

機関の口座に振り込む方式 
③ 窓口現金受領方式：申請書を郵送により、又は○○市の窓口で提出して

いただき、窓口で現金を支給する方式 
 
○ 申請受付開始日及び申請期限は次のとおりです。 
申請受付開始日 
① 郵送申請方式  ：○月○日 
② 窓口申請方式  ：○月○日 
③ 窓口現金受領方式  ：○月○日 
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申請期限  ：○月○日必着 

（※）郵送の場合は市区町村の判断で「消印有効」とすることも可能 

 
 
【郵送申請方式・窓口申請方式の申請方法】 
○ 記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送により又は○○市
の窓口に提出してください。 

 
○ 申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。 

・ 申請者の方の本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、旅券
等）の写し（※ここで示した本人確認書類はあくまで例示です。本人確
認書類や本人確認方法については、各市区町村において住民票の写しの
交付など通常の業務で取り扱っている本人確認書類・本人確認方法とし
ていただいて構いません。） 

   ※ 外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、

特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者

証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。 

 
・ 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳
やキャッシュカードの写し 

 

※ 「児童手当振込口座への振込みを希望」・「平成 26年度の子育て世帯臨時特例

給付金の受給口座への振込みを希望」する場合は、申請者の方の本人確認書類、

通帳又はキャッシュカードの写しを添付する必要はありません。 

 
○ ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号
(7 桁)」（通帳見開き下部に以下のように記載されています。）をご記入くだ
さい。 
※ ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ 

『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。 

【店名】○○○（漢数字３桁）○○○（読み方） 

【店番】○○○（数字３桁）【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○（数字７桁）』 

 ※ 「記号（5桁）、番号（8桁）」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合

わせください。 

 
○ 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、
普段使用している口座をご利用ください。 

 
○ 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。 
 
 
【窓口現金受領方式の申請方法】 
○ 記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送により又は○○市
の窓口に提出してください。 

 

-168-



○ 窓口での現金の受取りは、金融機関の口座をお持ちでない方や、金融機関
から著しく離れた場所に住んでいる方など、振込みによる支給が困難な方が
対象となります。 

 
○ 窓口での現金の受取りは、○月○日からと、振込みによる支給より遅れて
開始することとなりますので、ご了承ください。 

 
 
【○○市からの問合せについて】 
○ 申請内容に不明な点があった場合、○○市から問合せを行うことがありま
すが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、支給のための
手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。 

  もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに○○市の窓口又は警察に
ご連絡ください。 

 
 
【その他】 
○ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、子
育て世帯臨時特例給付金を支給できません。 

 
○ 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、○○
市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できま
せん。 

 
○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当し
ないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特
例給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯臨時特例給付金の返還
を求めます。 

 
○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に
供してはいけません。 

 
○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。 
 
 
 
 
 
 

○○市（区町村）○○課 

電話：○○―○○○○―○○○○ 
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市区町村長殿

 明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき３千円になります。（詳細は記載要領を参照してください。）

証明欄　附番

の対象児童に係る平成27年６月分の児童手当の受給者であること等について証明します。

証明事務担当

担当課（室）・担当係

電話番号

（裏面も確認してください。） （日本工業規格Ａ列４番）

円

公務員児童手当受給状況証明欄
　　（この欄は、所属庁が記入しますので、申請者は記入しないでください）

申請・請求内容等は相違なく、申請・請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、上記　　　　　人

平成27年　　　月　　　日

証明者 印

３．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

同居・別居
の別

住所（別居の場合のみ記入）
氏　　　　　名

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

№
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続　柄 性　別 生　年　月　日

所属庁
住所　（平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※現住所と同じ場合は記入不要

２．対象児童

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童（※）について記入してください。
※「支給対象児童」の範囲については記載要領を参照してください。

男・女
㊞

様式第２号（第５条関係）

子育て世帯臨時特例給付金　申請書（請求書）

平成27年５月31日時点の住民票所在市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成　　年　　月　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生年月日 現住所

氏　　　　　名

市区町村

受付印

公務員 
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□ Ａ　平成26度子育て世帯臨時特例給付金振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□ Ｂ　児童手当振込口座（Ａと同一口座の場合を除く。）への振込みを希望

※Ｂを選択した場合は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

□ Ｃ　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Ｃを選択した場合は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】Ｂ又はＣを選択する場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

【誓約・同意事項】

（１）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。
（２）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な
     資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、市区町村が定める期限までに、
　　申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、平成26年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時特例給付金の
　　支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。

振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

金融機関番号 店番号

□ Ｄ　現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方の取扱いとなるため、原則A、BまたはＣを選択してください。）

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義
1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
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市区町村長殿

 明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき３千円になります。（詳細は記載要領を参照してください。）

証明欄　附番

の対象児童に係る平成27年６月分の児童手当の受給者であること等について証明します。

証明事務担当

担当課（室）・担当係

電話番号

様式第２号（参考資料１）（第５条関係）

男・女
㊞

子育て世帯臨時特例給付金　申請書（請求書）

平成27年５月31日時点の住民票所在市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成　　年　　月　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生年月日 現住所

氏　　　　　名

①

所属庁
住所　（平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※現住所と同じ場合は記入不要

２．対象児童

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童（※）について記入してください。
※「支給対象児童」の範囲については記載要領を参照してください。

同居・別居
の別

住所（別居の場合のみ記入）
氏　　　　　名

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

№
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続　柄 性　別 生　年　月　日

②

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別

３．申請額・請求額

対象児童数 ③ 人 申請額・請求額

（裏面も確認してください。） （日本工業規格Ａ列４番）

円

公務員児童手当受給状況証明欄
　　（この欄は、所属庁が記入しますので、申請者は記入しないでください）

申請・請求内容等は相違なく、申請・請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、上記　　　　　人

平成27年　　　月　　　日

証明者 印

④

市区町村

受付印

公務員 

記載要領

①平成27年６月

分の児童手当を

受給する方のお

名前を記入してく

ださい。 
その方が亡くなら

れた場合は、代

わりに子育て世

帯臨時特例給付

金の支給を受け

る方のお名前を

記入してください。 

②平成27年５月

31日時点で中学

校修了前のお子

さんのお名前を

記入してください。 

③給付金の対象

児童の数を記入

してください。対

象児童の数は②

に記入された児

童の数になりま

す。 

④ ③の人数×３千円を記入してください。 
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様式第２号（参考資料２）（第５条関係）

留意事項

＊ 申請をするためには、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属

庁の記載等が必要（所属庁による平成 年６月分の児童手当の受給証明を受

けることが必要）ですので、申請書に必要事項を記載の上、児童手当の現況

届とともに所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、平成 年５月

日時点で住民票のある市区町村に申請してください。

【支給対象者について】

○ 平成 年６月分の児童手当の支給を受ける方を支給対象者とします。
※ 平成 年６月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。

※ 児童手当の額の改定の請求を失念する等して、平成 年６月分の児童手当の対象と

なる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成 年

５月 日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。

※ 「特例給付の支給を受ける方」とは、平成 年の所得が児童手当の所得制限限度額

以上である方（児童１人当たり月額一律 円が支給される方）をいいます。

・ 児童手当の所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円）

０人

１人

２人

３人

４人

５人

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

（注）

１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所

得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につ

き６万円を加算した額。

２．扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１

人につき 万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき

は 万円）を加算した額。

○ 平成 年６月分の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯臨時特例給付金

の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月

分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
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【対象児童について】

○ 平成 年６月分の児童手当の対象となっているお子さんを対象児童としま

す。
※ 児童手当の額の改定の請求を失念する等して、平成 年６月分の児童手当の対象

とならない児童についても、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童になり得るので、

平成 年５月 日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。

○ ただし、平成 年６月１日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定さ

れるまでの間に亡くなられたお子さんは、対象児童とはなりません。

【支給額について】

○ 支給額は、対象児童１人当たり 円です。

【申請先について】

○ 平成 年５月 日時点で住民票のある市区町村に対して申請してくださ

い。

平成 年６月１日以降に転入された方は、同年５月 日時点で住民票の

あった市区町村が申請先になりますのでご注意ください。
※ 申請書の「住所（平成 年５月 日時点の住民票所在地）」の欄に記載した市区

町村（現住所と同じ場合は、現在お住まいの市区町村）に申請してください。

【申請方法等について】

○ 所属庁から申請書の配布を受けた後、必要事項を記載の上、当該所属庁に

記載済みの申請書を提出してください。

○ 所属庁は、申請者の平成 年６月分の児童手当の受給証明を行い、申請書

の「公務員児童手当受給状況証明欄」に必要な事項を記載等して、申請者に

交付します。

○ 多くの市区町村の申請受付期間は、平成 年６月から同年８月までとなっ

ていると考えられるので、申請書が交付された後（所属庁による同年６月分

の児童手当の受給証明を受けた後）、速やかに申請・支払方法等について申

請先の市区町村のホームページ等を確認し、申請してください。

○ 申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。

・ 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳

やキャッシュカードの写し
※ 平成 年度の子育て世帯臨時特例給付金について、平成 年度の子育て世

帯臨時特例給付金の申請先市区町村と同一市区町村から同一口座に振り込み
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を受けている場合は、受取口座確認資料が省略できます。

○ ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号

桁 」（通帳見開き下部に以下のように記載されています。）をご記入くだ

さい。
※ ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ

『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。

【店名】○○○（漢数字３桁）○○○（読み方）

【店番】○○○（数字３桁）【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○（数字７桁）』

※ 「記号（ 桁）、番号（ 桁）」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合

わせください。

○ 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、

普段使用している口座をご利用ください。

○ 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。

【市区町村からの問合せについて】

○ 申請内容に不明な点があった場合、市区町村から問合せを行うことがあり

ますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、支給のため

の手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市区町村の窓口又は警察

にご連絡ください。

【その他】

○ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、子

育て世帯臨時特例給付金を支給できません。

○ 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、市区

町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給でき

ません。

○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当し

ないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特

例給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯臨時特例給付金の返還

を求めます。

○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に

供してはいけません。

○ ご不明な点がありましたら、申請先の市区町村までお問い合せください。
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※

電話　　　　　　（　　　　　　）

申請方法（申請方法（下記のＡ又はＢ）のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）
□ Ａ

□ Ｂ　本人による申請　→　下記の４．５．６．（Ｂ又はＣ）を記載してください。

代理申請を行う者 年 月 日

年 月 日
＊記名押印に代えて署名することができます。

年 月 日

年 月 日

支給額（請求額）　　

受取方法（希望する受取方法（下記のＡ、Ｂ又はＣ）のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）
□ Ａ　支給対象者ごとに別紙様式１記載の指定の金融機関口座への振込みを希望（施設職員等による代理申請の場合）

□ Ｂ

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

男・女

男・女

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別

平成
代理人
性別

上記２．の者が所属する施設等に入所等している支給対象者

生年月日
（西暦）氏　　　　　名

㊞

子育て世帯臨時特例給付金　申請書（請求書）（案）

の合計
支給額

 （請求額）

設置者等の氏名
（法人名等）

施設等の名称

市区町村長殿

記入日 平成
住　所　（平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※「施設等が所在する住所又は里親住所地」と同じ場合は記載不要

代理人生年月日
（西暦）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※　裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、子育て世帯臨時特例給付金を申請します。

施設等が所在する住所又は里親住所地

代理人の施設等
における役職等

施設等の種類

上記２．の代理申請を行う者（以下【a】といいます。）が、その者が所属する施設等に入所等している支給対象者（以下【b】といいます。）を代理
して、申請する場合には、【b】の氏名等及び受取口座を別紙様式１に御記入ください（この場合、【b】は、それぞれ裏面（１）～（６）に誓約・同意
し、【a】に申請・請求を委任するものとします。）。

口　座　名　義

＝ 円

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

指定の金融機関口座（４．の申請・受給者の口座に限ります。）への振込みを希望

支 店 名 分類
（　フ　リ　ガ　ナ　）

６．

４． 申請・受給者

５．

支給対象者

３．

記入日

金　融　機　関　名

㊞

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

２．

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　）

様式第３号（第５条関係）

□

〔施設入所等児童用〕

 施設職員等による代理申請　→　下記の２．５．６．（Ａ）を記載するとともに、３．の記載内容をもとに、別紙様式１を
記載、添付してください。

１．

※４.の申請・受給者または別紙様式１の
 　支給対象者の合計

人
×３千円

施設等が所在する市区町村

代　理　人　氏　名

この申請書（請求書）は、施設入所等児童の入所する施設の職員等が、当該児童等に係る子育て世帯臨時特例給付金の申請
を代理し、まとめて申請するほか、施設入所等児童がご自身で申請される場合にご利用いただくものです。

Ｃ　現金による支給を希望
（１．でBを選択しており、金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日
からとなります。）

店番号

市区町村

受付印
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（申請書裏面）

「誓約・同意事項」

子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。

子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要
な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、子育て世帯臨時特例給付金の請求書として取り扱います。

市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、○○までに、市区町村が申請・
受給者（代理人を含みます。）に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取下げられたものとみなします。

写し　貼付け　※

『必ず添付が必要』
　○　受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳かキャッシュカードの写し
　
　※　１．のＡに基づき別紙様式１を記載する場合は、各支給対象者の受取口座の金融機関名、口座番号、
　　　口座名義人（カナ）が分かる通帳かキャッシュカードの写しを別紙様式２により添付してください。

子育て世帯臨時特例給付金の支給後、子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨
時特例給付金を返還します。

申請内容確認書類
写し　貼付け

『必ず添付が必要』
　○　代理申請を行う者の本人確認書類及び施設名、施設設置者が確認できる書類の写し
　　　　例）措置決定通知書、代理申請者と施設との関係を証する書類、援助の実施を証明する書類　等

振込先金融機関口座確認書類
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振込先金融機関口座確認書類　貼り付け用紙（別紙様式２） 枚目

『必ず添付が必要』
　○　各支給対象者の受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳かキャッシュカード
　　　の写し
　
　※　通帳かキャッシュカードの写しには、どの支給対象者の受取口座であるかがわかるよう、
　　　各支給対象者ごとに別紙様式１の「No」欄の番号を記載し、上から番号順に貼付して下さい。

　○　確認書類を貼り付けるスペースが足りない場合は、用紙を追加して下さい。

総枚数枚数

写し　貼付け　※

／

振込先金融機関口座確認書類
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※

電話　　　　　　（　　　　　　）

申請方法（申請方法（下記のＡ又はＢ）のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）
□ Ａ

□ Ｂ　本人による申請　→　下記の４．５．６．（Ｂ又はＣ）を記載してください。

代理申請を行う者 年 月 日

年 月 日
＊記名押印に代えて署名することができます。

年 月 日

年 月 日

支給額（請求額）　　

受取方法（希望する受取方法（下記のＡ、Ｂ又はＣ）のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）
□ Ａ　支給対象者ごとに別紙様式１記載の指定の金融機関口座への振込みを希望（施設職員等による代理申請の場合）

□ Ｂ

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

③

④

　　　　⑥　　円⑤人

①

男・女

男・女

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別

平成
代理人
性別

上記２．の者が所属する施設等に入所等している支給対象者

生年月日
（西暦）氏　　　　　名

子育て世帯臨時特例給付金　申請書（請求書）（案）

の合計
支給額

 （請求額）

設置者等の氏名
（法人名等）

施設等の名称

市区町村長殿

記入日 平成
住　所　（平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※「施設等が所在する住所又は里親住所地」と同じ場合は記載不要

代理人生年月日
（西暦）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※　裏面の事項（１）～（６）に誓約・同意の上、子育て世帯臨時特例給付金を申請します。

施設等が所在する住所又は里親住所地

代理人の施設等
における役職等

施設等の種類

②

口　座　名　義

＝

口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

指定の金融機関口座（４．の申請・受給者の口座に限ります。）への振込みを希望

支 店 名 分類
（　フ　リ　ガ　ナ　）

４． 申請・受給者

５．

支給対象者

上記２．の代理申請を行う者（以下【a】といいます。）が、その者が所属する施設等に入所等している支給対象者（以下【b】といいます。）を代
理して、申請する場合には、【b】の氏名等及び受取口座を別紙様式１に御記入ください（この場合、【b】は、それぞれ裏面（１）～（６）に誓約・
同意し、【a】に申請・請求を委任するものとします。）。

㊞

３．

記入日

金　融　機　関　名

㊞

本・支店
本・支所
出張所

1普
通

2当

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協

7.信漁連

２．

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　）

６．

様式第３号（参考資料）（第５条関係）

□

〔施設入所等児童用〕

 施設職員等による代理申請　→　下記の２．５．６．（Ａ）を記載するとともに、３．の記載内容をもとに、別紙様式１を
記載、添付してください。

１．

※４.の申請・受給者または別紙様式１の
 　支給対象者の合計

×３千円

施設等が所在する市区町村

代　理　人　氏　名

この申請書（請求書）は、施設入所等児童の入所する施設の職員等が、当該児童等に係る子育て世帯臨時特例給付金の申請
を代理し、まとめて申請するほか、施設入所等児童がご自身で申請される場合にご利用いただくものです。

Ｃ　現金による支給を希望
（１．でBを選択しており、金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。また、お受け取りは○月○日か
らとなります。）

店番号

市区町村

受付印

記載要領

②次のうち該当す

る施設等を記載し

てください。 
①小規模住居型児童養育事

業 
②里親 
③障害児入所施設 
④指定発達支援医療機関 
⑤乳児院 
⑥児童養護施設 
⑦情緒障害児短期治療施設 
⑧児童自立支援施設 
⑨障害者支援施設 
⑩のぞみの園 
⑪救護施設又は更正施設 
⑫婦人保護施設 

③設置者が国又は

地方公共団体であ

る場合は、団体名を

記入してください。 

④施設退所後等に代

理申請をする方は、そ

の児童との関係性を記

載してください。 

⑤給付金の対象

児童の数を記入し

てください。対象児

童の数は別紙様

式１の支給対象者

の合計数です。 
※別紙様式１には、

平成27年５月31日時

点で中学校修了前の

児童についてのみ記

入してください。 

⑥ ⑤の人数×３千円を記入してください。 

①里親の場合は記入不要です。 
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資料５

雇 児 発 ※ ※ 第 ※ 号

平 成 年 ※ 月 ※ 日

各省各庁官房長等 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

（公 印 省 略）

平成 年度子育て世帯臨時特例給付金の実施に当たり公務員の所属庁で行う事務について

平成 年１月９日に決定された与党の予算編成大綱において、「消費税率引上げによる影

響等を踏まえ、簡素な給付措置を講ずるとともに、子育て世帯に対する臨時特例給付措置を

講ずる」とされたことを踏まえ、「平成 年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領」（平成

年※月※日付け雇児発※※第※号当職通知）により、子育て世帯臨時特例給付金支給要

領を定め、各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長宛て通知したところです。

つきましては、平成 年度の子育て世帯臨時特例給付金（以下「子育て臨時給付金」と

いう。）の円滑な事業実施を図る観点から、児童手当法（昭和 年法律第 号）第 条第

１項に規定する公務員であって、同法による児童手当（以下「児童手当」という。）の支給

を受ける者（以下「公務員児童手当受給者」という。）が所属する所属庁（以下「所属庁」

という。）において実施していただく事務について、下記のとおり定めましたので通知いた

します。当該事務の実施につきまして、特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

また、本通知につきましては、児童手当支給事務を委任している施設等機関、地方支分部

局等に対しても周知いただきますよう、併せてお願いいたします。

記

第一 所属庁における事務の概要等

子育て臨時給付金の支給対象者は、平成 年６月分の児童手当の受給者を基本とし、

その申請に基づき、原則として、当該６月分の児童手当を支給する市町村（特別区を含

む。以下同じ。）から当該支給対象者に対して子育て臨時給付金の支給を行うものであ

る。

一方で、市町村においては公務員児童手当受給者の児童手当の受給状況を把握してい

ないため、各所属庁において、次の事務を実施することにより、市町村における円滑な

支給事務の実施を図るものである。

【案】
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① 子育て臨時給付金の支給対象となり得る公務員児童手当受給者に対して、公務員

児童手当受給者用全国統一申請書（以下「申請書」という。）様式を児童手当現況

届等の様式と併せて配付すること。

② 子育て臨時給付金の支給対象となり得る公務員児童手当受給者に対して、平成

年５月 日（以下「基準日」という。）における平成 年６月分の児童手当の

受給状況等を証明すること。

③ 子育て臨時給付金の支給対象となり得る公務員児童手当受給者に対して、当該公

務員児童手当受給者の基準日における住所地の市町村へ子育て臨時給付金の支給

の申請を行うよう勧奨すること。

第二 所属庁における事務の実施方法等

１ 申請書様式の配付事務

公務員児童手当受給者による子育て臨時給付金の支給の申請は、別紙様式の申請書

様式により行うこととする。

所属庁においては、子育て臨時給付金の支給対象となり得る公務員児童手当受給者

に対して当該申請書様式を児童手当現況届等の様式と併せて配付するとともに、必要

事項を記載し、児童手当現況届等と併せて当該所属庁に提出するよう周知する。

２ 児童手当の受給状況の証明事務

（１）証明方法

所属庁においては、公務員児童手当受給者が平成 年６月分の児童手当の受給

者である場合は、公務員児童手当受給者から提出された必要事項記載済みの申請書

について、記載内容を確認の上、同月分の児童手当の受給者であること等の証明を

行うため、「公務員児童手当受給状況証明欄」に必要な事項を記載等して、当該公

務員児童手当受給者に交付する。

なお、当該公務員児童手当受給者が平成 年６月分の児童手当の受給者でない

場合は、基本的に子育て臨時給付金の支給対象ではないことを伝え、申請書を返却

する。

（２）証明時点

証明を行う時点は、子育て臨時給付金の基準日とし、各公務員児童手当受給者の

平成 年６月分の児童手当の受給状況等について証明する。

（３）証明者

証明は、公務員児童手当受給者の児童手当の認定権者（認定権限を委任している

場合は、委任を受けている者を含む。）を基本とする。

ただし、これにより難い場合は、証明者として適当な者とする。
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（４）証明済みの申請書の交付時期

証明済みの申請書は、各所属庁において交付の準備が整い次第、適切な時期に交

付する。なお、市町村における申請受付期間を考慮し、平成 年８月までに交付

する事が望ましい。

３ 公務員児童手当受給者への申請勧奨事務

市町村においては、公務員児童手当受給者を把握していないことから、公務員児童

手当受給者に対して個別に申請を勧奨することは困難である。

このため、公務員児童手当受給者に対し、その所属庁において、適時に個別の申請

勧奨を行うこととする。勧奨に当たっては、特に次の事項を併せて周知することとす

る。

・ 子育て臨時給付金の申請方法

※ 申請は申請書様式で行い、市町村に申請する前に所属庁の証明が必要である旨を

特に周知する。

・ 子育て臨時給付金の支給対象者の範囲

※ 平成 年６月分の児童手当の受給者ではないが、基準日において児童手当の支給

要件に該当するため子育て臨時給付金の支給対象になり得る旨の相談があった場合

は、当該者の基準日時点の住所地の市町村に相談するよう案内する。

・ 子育て臨時給付金の支給の申請は、基準日における住所地の市町村に対して

行うこと（基準日の翌日以後に転出入した場合でも、基準日における住所地の

市町村へ申請すること）

※ 申請書の「住所（平成 年５月 日時点の住民票所在地）」欄に記載された市町

村（現住所と同じ場合は、現住所の市町村）へ申請することを周知する。

・ 子育て臨時給付金の支給の申請受付期間は市町村ごとに異なるが、平成 年

６月から同年８月までとする市町村が多いと考えられるため、所属庁から証明

済みの申請書が交付された後、速やかに申請先の市町村のホームページ等によ

り申請手続等を確認し、申請すること

・ 公務員児童手当受給者が子育て臨時給付金の支給の申請を行った市町村から

その所属庁に対して申請書の記載事項について照会があった場合は、申請書の

記載事項の範囲内で回答すること

４ その他

申請書に証明を行った公務員児童手当受給者に係る平成 年６月分の児童手当の

受給状況等の情報については、申請先となる市町村からの照会等に対応できるよう、

適切に管理されたいこと。
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき３千円になります。（詳細は記載要領を参照してください。）

証明欄 附番

の対象児童に係る平成27年６月分の児童手当の受給者であること等について証明します。

証明事務担当

担当課（室）・担当係

電話番号

（裏面も確認してください。） （日本工業規格Ａ列４番）

円

公務員児童手当受給状況証明欄
（この欄は、所属庁が記入しますので、申請者は記入しないでください）

申請・請求内容等は相違なく、申請・請求者 は、上記 人

平成27年 月 日

証明者 印

３．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額

4 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

5 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

2 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

3 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

同居・別居
の別

住所（別居の場合のみ記入）
氏 名

1 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

№
（ フ リ ガ ナ ）

続 柄 性 別 生 年 月 日

所属庁
住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※現住所と同じ場合は記入不要

２．対象児童

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童（※）について記入してください。
※「支給対象児童」の範囲については記載要領を参照してください。

男・女
㊞

別紙

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年５月31日時点の住民票所在市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）
性別 生年月日 現住所

氏 名

市区町村

受付印

公務員

-185-



□Ａ 平成26度子育て世帯臨時特例給付金振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

※平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた市区町村と、平成27年度の申請先市区町村が同一の場合に限る。

□Ｂ 児童手当振込口座（Ａと同一口座の場合を除く。）への振込みを希望

※Ｂを選択した場合は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

□Ｃ 指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

※Ｃを選択した場合は振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】Ｂ又はＣを選択する場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

【誓約・同意事項】

（１）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。
（２）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な

資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、市区町村が定める期限までに、

申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、平成26年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時特例給付金の

支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。

振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

金融機関番号 店番号

□Ｄ 現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方の取扱いとなるため、原則A、BまたはＣを選択してください。）

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

金 融 機 関 名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（ フ リ ガ ナ ）

口 座 名 義
1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
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市区町村長殿

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話 （ ）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成27年５月31日時点の状況を選択してください。

※対象児童１人につき３千円になります。（詳細は記載要領を参照してください。）

証明欄 附番

の対象児童に係る平成27年６月分の児童手当の受給者であること等について証明します。

証明事務担当

担当課（室）・担当係

電話番号

（参考資料１）

男・女
㊞

子育て世帯臨時特例給付金 申請書（請求書）

平成27年５月31日時点の住民票所在市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成 年 月 日

（ フ リ ガ ナ ）
性別 生年月日 現住所

氏 名

①

所属庁
住所 （平成27年５月31日時点の住民票所在地）

※現住所と同じ場合は記入不要

２．対象児童

平成27年６月分の児童手当の支給対象児童（※）について記入してください。
※「支給対象児童」の範囲については記載要領を参照してください。

同居・別居
の別

住所（別居の場合のみ記入）
氏 名

1 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

№
（ フ リ ガ ナ ）

続 柄 性 別 生 年 月 日

②

3 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

2 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

5 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

4 男 ・ 女 平成 年 月 日 同 ・ 別

３．申請額・請求額

対象児童数 ③ 人 申請額・請求額

（裏面も確認してください。） （日本工業規格Ａ列４番）

円

公務員児童手当受給状況証明欄
（この欄は、所属庁が記入しますので、申請者は記入しないでください）

申請・請求内容等は相違なく、申請・請求者 は、上記 人

平成27年 月 日

証明者 印

④

市区町村

受付印

公務員

記載要領

①平成27年６月

分の児童手当を

受給する方のお

名前を記入してく

ださい。

その方が亡くなら

れた場合は、代

わりに子育て世

帯臨時特例給付

金の支給を受け

る方のお名前を

記入してください。

②平成27年５月

31日時点で中学

校修了前のお子

さんのお名前を

記入してください。

③給付金の対象

児童の数を記入

してください。対

象児童の数は②

に記入された児

童の数になりま

す。

④ ③の人数×３千円を記入してください。
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（参考資料２） 

 

 

留意事項 
 

＊ 申請をするためには、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属

庁の記載等が必要（所属庁による平成 27 年６月分の児童手当の受給証明を受

けることが必要）ですので、申請書に必要事項を記載の上、児童手当の現況

届とともに所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、平成 27 年５月 31

日時点で住民票のある市区町村に申請してください。 

 

 

【支給対象者について】 

○ 平成 27 年６月分の児童手当の支給を受ける方を支給対象者とします。 
 ※ 平成 27 年６月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。 
 ※ 児童手当の額の改定の請求を失念する等して、平成 27年６月分の児童手当の対象と

なる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成 27年

５月 31 日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。 

 ※ 「特例給付の支給を受ける方」とは、平成 26 年の所得が児童手当の所得制限限度額

以上である方（児童１人当たり月額一律 5,000 円が支給される方）をいいます。 

 

 ・ 児童手当の所得制限限度額 

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

０人 622 833.3 

１人 660 875.6 

２人 698 917.8 

３人 736 960 

４人 774 1002.1 

５人 812 1042.1 

  「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 

（注） 

１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所

得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につ

き６万円を加算した額。 

２．扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１

人につき 38 万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき

は 44万円）を加算した額。 

 

○ 平成 27年６月分の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯臨時特例給付金

の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月

分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。 
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【対象児童について】 

○ 平成 27年６月分の児童手当の対象となっているお子さんを対象児童としま

す。 
※ 児童手当の額の改定の請求を失念する等して、平成 27年６月分の児童手当の対象

とならない児童についても、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童になり得るので、

平成 27 年５月 31 日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。 

 

○ ただし、平成 27 年６月１日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定さ

れるまでの間に亡くなられたお子さんは、対象児童とはなりません。 

 

 

【支給額について】 

○ 支給額は、対象児童１人当たり 3,000 円です。 

 

 

【申請先について】 

○ 平成 27 年５月 31 日時点で住民票のある市区町村に対して申請してくださ

い。 

  平成 27 年６月１日以降に転入された方は、同年５月 31 日時点で住民票の

あった市区町村が申請先になりますのでご注意ください。 
 ※ 申請書の「住所（平成 27 年５月 31 日時点の住民票所在地）」の欄に記載した市区

町村（現住所と同じ場合は、現在お住まいの市区町村）に申請してください。 

 

 

【申請方法等について】 

○ 所属庁から申請書の配布を受けた後、必要事項を記載の上、当該所属庁に

記載済みの申請書を提出してください。 

 

○ 所属庁は、申請者の平成 27 年６月分の児童手当の受給証明を行い、申請書

の「公務員児童手当受給状況証明欄」に必要な事項を記載等して、申請者に

交付します。 

 

○ 多くの市区町村の申請受付期間は、平成 27 年６月から同年８月までとなっ

ていると考えられるので、申請書が交付された後（所属庁による同年６月分

の児童手当の受給証明を受けた後）、速やかに申請・支払方法等について申

請先の市区町村のホームページ等を確認し、申請してください。 

 

○ 申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。 
 

・ 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳

やキャッシュカードの写し 
※ 平成 26 年度の子育て世帯臨時特例給付金について、平成 27年度の子育て世

帯臨時特例給付金の申請先市区町村と同一市区町村から同一口座に振り込み
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を受けている場合は、受取口座確認資料が省略できます。 

 

○ ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号

(7 桁)」（通帳見開き下部に以下のように記載されています。）をご記入くだ

さい。 
※ ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ 

『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。 

【店名】○○○（漢数字３桁）○○○（読み方） 

【店番】○○○（数字３桁）【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○（数字７桁）』 

 ※ 「記号（5桁）、番号（8桁）」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合

わせください。 

 

○ 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、

普段使用している口座をご利用ください。 

 

○ 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。 

 

 

【市区町村からの問合せについて】 

○ 申請内容に不明な点があった場合、市区町村から問合せを行うことがあり

ますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、支給のため

の手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。 

  もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市区町村の窓口又は警察

にご連絡ください。 

 

 

【その他】 

○ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、子

育て世帯臨時特例給付金を支給できません。 

 

○ 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、市区

町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給でき

ません。 

 

○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当し

ないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特

例給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯臨時特例給付金の返還

を求めます。 

 

○ 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に

供してはいけません。 

 

○ ご不明な点がありましたら、申請先の市区町村までお問い合せください。 
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職員の皆さまへ （参考資料３）

平成 年度「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内

支給要件

消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置と
して、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
この給付金を受け取るには、平成 ７年５月 日時点で住民票のある市区町村への申

請が必要になります。
対象となる方は、申請期間内に申請するようにしてください。

※申請書の「住所（平成 年５月 日時点の住民票所在地）」の欄に記載した市区町村（現住所と同じ場合は、現
在お住まいの市区町村）に申請してください。

■支給対象者
平成 年６月分の児童手当の受給者
※平成 年６月分の特例給付の受給者は支給対象者になりません。
※児童手当の額の改定の請求を失念する等して、平成 年６月分の児童手当の対象となる児童分の支給
が受けられない方についても、支給対象となり得るので、平成 年５月 日時点で住民票のある市区
町村の窓口にご相談ください。

※特例給付の受給者とは、平成 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方（児童１人当たり
月額一律 円が支給される方）をいいます。

［児童手当 所得制限限度額］
扶養親族等の数 所得制限限度額 （収入額の目安）

０人 万円 万円
１人 万円 万円
２人 万円 万円
３人 万円 万円
４人 万円 万円
５人 万円 万円

（注）
○ 所得税法に規定する老人控除対象

配偶者または老人扶養親族がいる
方の限度額（所得額ベース）は、
左記の額に当該老人控除対象配偶
者または老人扶養親族１人につき
６万円を加算した額。

○ 扶養親族等の数が６人以上の場合
の限度額（所得額ベース）は、５
人を超えた１人につき 万円（扶
養親族等が老人控除対象配偶者ま
たは老人扶養親族であるときは
万円）を加算した額。「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

■対象児童
支給対象者の平成 年６月分の児童手当の対象となる児童
※「臨時福祉給付金」の対象となる児童及び生活保護制度の被保護者にあたる児童について
も対象となります。

＜注意点＞
・平成 年６月１日から給付金の支給決定までの間に亡くなられた児童は対象外です。

■支給額
対象児童１人につき 円

申請をするためには、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の
証明が必要ですので、申請書に必要事項を記載の上、児童手当の現況届と併せ
て所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、申請してください。
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注意事項
・原則として、申請期間外の申請や、申請先市区町村と異なる市区町村への申請は、
受け付けられませんのでご注意ください。

・「申請書」は申請時まで大切に保管してください。
・「申請書」の記載事項について、申請を受け付けた市区町村から照会があった場合
は、申請書の記載事項の範囲内で回答しますのでご了承ください。

・「臨時福祉給付金」の対象となる場合は、別途、申請が必要です。

＜問い合わせ先＞
○申請書について

●●●課 担当：●●、●●（内線 ）
○子育て世帯臨時特例給付金の概要について

厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」ダイヤル
電話：０５７０－０３７－１９２【未定】

給付金の受取方法
申請書に記載した指定口座に入金されます。

申請受付窓口や申請方法は、各市区町村により異なりますが、多くの市区町村の受
付期間は６月から８月までです。
所属庁から児童手当の受給証明を受けたあと、速やかに申請してください。

■申請先 ： 平成 年５月 日時点で住民票のある市区町村
※平成 年６月１日以降に別の市区町村へ転出した場合でも、 平成 年５月 日
時点で住民票のあった市区町村が窓口となりますので、ご注意ください。

※申請書の「住所（平成 年５月 日時点の住民票所在地）」の欄に記載した市区
町村（現住所と同じ場合は、現在お住まいの市区町村）に申請してください。

■申請期間 ： 申請先の市区町村に問い合わせてください。

■提出書類 ： ①申請書
●●課から配布します。
必要事項を記入の上、 一度●●課にご提出ください。
●●課で児童手当の受給証明をしてお返ししますので、その後、
市区町村に提出していただくこととなります。

②振込口座が確認できる書類
金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳や
キャッシュカードの写し
※平成 年度の子育て世帯臨時特例給付金について、平成 年度の子育て世帯臨
時特例給付金の申請先市区町村と同一の市区町村から同一口座に振り込みを受
けている場合は、省略できます。

申請方法
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資料６

1 
 「

平
成

年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
支
給
の
準
備
作
業
に
お
け
る
児
童
手
当
受
給
者
リ
ス
ト
の
作
成
等
に
つ
い
て

」
の
新
旧
対
照
表
（
案
）

下
線

の
部

分
は

改
正

部
分

今
回
（

平
成

年
度
）

前
回
（
平
成

年
度
）

平
成

27
年
度
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例
給

付
金
支
給
の
準
備
作
業
に
お
け
る

児
童
手

当
受
給
者
リ
ス

ト
の

作
成
等
に

つ
い
て

 
子

育
て
世

帯
臨

時
特
例

給
付

金
支

給
の

準
備

作
業

に
お

け
る

関
係

リ
ス

ト
の

作
成

及
び
情
報
提
供
に
つ
い
て

 
 
子

育
て
世

帯
臨

時
特

例
給

付
金

支
給

事
業

の
実

施
に
つ

き
ま

し
て

は
、

平
素

か

ら
多
大
な
御
理

解
及

び
御

協
力

を
い
た

だ
き

、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 
さ
て
、
子
育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付
金

支
給
業
務
に
つ
い
て
は
、「

平
成

27
年

度
子
育
て
世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
の
実

施
に

つ
い
て
」
（
平
成

27
年
○
月
○
日
付

け
雇

児
発

○
第

○
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
通

知
）

に
よ

り
、

支

給
要

領
を

お
示

し
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

今
後

必
要

と
な
る

リ
ス
ト

の
作

成
作
業

等
に

つ
い

て
、

別
添

の
と

お
り

、
取

り
ま

と
め

ま
し

た
の
で

、
準

備
作
業

等
を
よ

ろ
し
く
お
願
い

い
た

し
ま

す
。

 
   ま

た
、
都

道
府

県
に

お
か

れ
ま

し
て

は
、

本
事

務
連
絡

に
つ

い
て

、
管

内
の

市

町
村
（
特
別
区

を
含

む
。）

に
対

し
て
御

連
絡
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 
子

育
て
世

帯
臨
時

特
例

給
付

金
支

給
事

業
の

実
施

に
つ

き
ま

し
て

は
、

平
素

か

ら
多
大
な
御
理
解
及
び
御

協
力

を
い
た

だ
き

、
厚

く
御

礼
を

申
し
上

げ
ま

す
。

 
さ
て
、
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例

給
付
金

支
給

業
務

に
つ

い
て

は
、「

子
育

て
世

帯

臨
時
特
例
給
付
金
の
実
施

に
つ

い
て
」
（
平

成
25

年
12

月
20

日
付

け
厚

生
労
働

省
発
雇
児

12
20

第
１
号

厚
生

労
働
事

務
次

官
通

知
）

及
び

「
「
子

育
て

世
帯

臨
時

特
例
給
付
金
」
に
係
る
検

討
状

況
に
つ

い
て

」（
平

成
25

年
12

月
20

日
付
け

厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・

児
童

家
庭

局
子

育
て

世
帯

に
対

す
る

臨
時

特
例

給
付

措
置

支
給

業
務

室
事

務
連
絡

）
に

よ
り

、
制

度
の

基
本

的
事

項
等

を
お

示
し

し
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
今

後
必
要

と
な

る
リ

ス
ト

の
作

成
作

業
及

び
関

係
機

関
に

よ
る

リ
ス

ト
の

情
報

提
供

等
に
つ

い
て

、
別

添
の

と
お

り
、

取
り

ま
と

め
ま

し
た

の
で

、
準

備
作
業
等
を
よ
ろ
し
く
お

願
い

い
た
し

ま
す

。
 

ま
た

、
都

道
府
県

に
お

か
れ

ま
し

て
は

、
本

事
務

連
絡

に
つ

い
て

、
管

内
の

市

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。）

に
対

し
て
御

連
絡

い
た

だ
く

よ
う

お
願
い

い
た

し
ま

す
。 

な
お

、
本

事
務

連
絡
に

つ
い

て
は

、
本

省
内

外
の

関
係

部
局

と
も

調
整

済
み

で
あ

り
、

当
該

関
係

部
局
か

ら
も

、
各

地
方

公
共

団
体

の
担

当
部

局
に

対
し

、
連

絡
さ

れ
る
予
定
で
す
。

 
（
別
添
）
平
成

27
年

度
子

育
て

世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
支
給
の
準
備
作
業
に
お
け

（
別

添
）

子
育

て
世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
支

給
の

準
備

作
業

に
お

け
る

関
係

リ
ス
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2 
 る
児
童
手
当
受

給
者

リ
ス

ト
の

作
成
等

に
つ

い
て

 
ト
の
作
成
及
び
情
報
提
供
に
つ

い
て

 
第
１

平
成

年
６
月
分
の
児

童
手
当

の
受
給
者
に
つ
い
て
（
リ
ス
ト
作
成
時
期

の
目
処
：

平
成

年
７
月
～
８

月
頃
）

１
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
児
童

手
当
担

当
課

は
、
管

内
の
平
成

年
６

月
分
の
児
童

手
当
法

（
昭
和

年
法
律
第

号
）
に
基

づ
く
児
童

手
当

の
一

般
受

給
資

格
者
及
び
支
給
対
象
児
童
（
以
下
「
受
給
者
等
」

と
い
う
。
）
に

つ
い

て
、
氏
名

、
生

年
月
日
、
性
別
（
一
般
受
給
資
格
者

に
限

る
。
）
及

び
住

所
に

関
す

る
情

報
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
当
該
市
町
村
の

平
成

年
度

に
お

け
る

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給
付
金
（
以
下
「
子
育
て

臨
時
給

付
金
」
と

い
う

。
）

担
当

課
に

提
供
す
る
。

２
１
の

児
童

手
当

の
受

給
者

等
に

関
す

る
情

報
を

子
育

て
臨

時
給

付
金
支

給

業
務

の
た

め
に

利
用

す
る

こ
と

及
び

当
該

情
報
を

子
育
て
臨

時
給

付
金

担
当

課
に

提
供

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

当
該

市
町
村

の
一
般
的

な
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

応
じ

必
要

と
な

る
手

続
を

行
う

こ
と
に

な
る
。
例

え
ば

、
個

人
情

報
の

目
的

外
の

利
用

及
び

他
機

関
へ

の
提

供
に
つ

い
て
当
該

市
町

村
の

個
人

情
報

保
護

審
議

会
へ

の
諮

問
等

の
手

続
を

要
求
し

て
い
る
場

合
に

は
、

当
該

手
続
を
行

う
こ

と
と

な
る

。

 

第
１

平
成

年
１
月

１
日
（

以
下
「

基
準

日
」
と
い

う
。
）
に
お

け
る

同
月

分

の
児
童
手
当
の
受
給

者
に

つ
い

て
（
リ

ス
ト

作
成

時
期

の
目

処
：
平

成
年

１
月
～
２
月
頃
）

１
市

町
村

（
特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
の

児
童

手
当

担
当
課

は
、

管

内
の
平
成

年
１
月
分

の
児
童

手
当
法

（
昭
和

年
法
律
第

号
）

に
基

づ
く
児
童
手
当
（
同

法
附

則
第

２
条
第

１
項

の
給

付
を

含
む

。
）
の

受
給

者
及

び
支
給
対
象
児
童
（

以
下
「
受

給
者
等

」
と

い
う

。
）
に
つ

い
て
、
氏
名

、
生

年
月

日
、
性
別
（

受
給

者
に
限

る
。
）
及

び
住

所
に

関
す
る

情
報
の

リ
ス

ト
を

作
成
し
、
当
該
市
町

村
の

子
育

て
世
帯

臨
時

特
例

給
付

金
（

以
下
「

子
育

て
臨

時
給
付
金
」
と
い
う

。
）

担
当

課
に
提

供
す

る
。

２
１
の

児
童
手

当
の

受
給

者
等

に
関

す
る

情
報

を
子

育
て

臨
時

給
付

金
支

給

業
務

の
た
め

に
利
用

す
る

こ
と

及
び

当
該

情
報

を
子

育
て

臨
時

給
付

金
担

当

課
に

提
供
す

る
こ
と

に
つ

い
て

は
、

当
該

市
町

村
の

一
般

的
な

個
人

情
報

の

取
扱

い
に
応

じ
必
要

と
な

る
手

続
を

行
う

こ
と

に
な

る
。

例
え

ば
、

個
人

情

報
の

目
的
外

の
利
用

及
び

他
機

関
へ

の
提

供
に

つ
い

て
当

該
市

町
村

の
個

人

情
報

保
護
審

議
会
へ

の
諮

問
等

の
手

続
を

要
求

し
て

い
る

場
合

に
は

、
当

該

手
続
を
行
う
こ
と
と

な
る

。

３
な
お
、
平
成

年
１
月

１
日
に

生
ま

れ
た

児
童

の
取

扱
い
に

つ
い

て
は

、

追
っ
て
連
絡
す
る
。
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3 
 第
２

住
民
基

本
台

帳
記

録
者

リ
ス
ト

に
つ
い
て

 
平
成

26
年

度
に

お
け

る
子

育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
支
給

業
務

に
お
い

て
は
、「

子
育
て

世
帯

臨
時

特
例

給
付
金
支
給
の
準
備
作
業
に
お
け
る
関
係
リ
ス

ト
の
作
成

及
び

情
報

提
供

に
つ

い
て
」（

平
成

25
年

12
月

26
日
付
け
当
室
事

務
連
絡

）
及

び
「

子
育

て
世

帯
臨

時
特

例
給
付
金

の
支
給
に

係
る
住

民
基
本

台

帳
記
録

者
リ

ス
ト

の
作

成
及

び
児

童
手

当
受
給
者

リ
ス
ト
の

利
用
に

当
た
っ

て

の
留
意
事

項
に

つ
い

て
」
（
平
成

26
年
２
月
３
日
付
け
当
室
事
務
連
絡
）
に
お

い
て
、
住

民
基

本
台

帳
記

録
者

リ
ス
ト

を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

 
今
回
の
子

育
て

臨
時

給
付

金
支

給
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成

27
年
度
に
お
け

る
臨

時
福

祉
給

付
金

と
の

併
給

調
整

を
行

う
必

要
が
な

い
こ

と
等
か

ら
、
原

則

と
し

て
、

次
に

掲
げ

る
子

育
て

臨
時

給
付

金
の

支
給
対

象
者

に
つ

い
て

は
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
掲

げ
る

市
町

村
を

申
請

先
と

す
る

た
め
、

住
民

基
本
台

帳
記
録

者

リ
ス
ト
の

作
成

は
不

要
と

な
る

。
 

ア
平
成

27
年

６
月

分
の
児

童
手
当

の
受
給
者

 
当
該
児

童
手

当
を

支
給

す
る
市

町
村

 
イ

公
務
員

児
童

手
当

受
給

者
 

平
成

27
年

５
月

31
日
（

以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
住
所
地

と
し
て
所

属
庁

が
把

握
す

る
市

町
村

 
ウ

基
準

日
に

お
い

て
児

童
手

当
の

支
給

要
件

を
満

た
す

者
（

ア
及
び

イ
に
掲

げ
る
者
を

除
く

。）
 

基
準
日

に
お

い
て

当
該

者
を
住

民
基

本
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
市
町
村

 
 ウ

に
つ

い
て

は
、

基
準

日
に

お
け

る
住

所
地
市

町
村
を

申
請
先

と
す

る
が
、

第
２

住
民
基

本
台
帳

に
記

録
さ

れ
て

い
る

者
に

つ
い

て
（

リ
ス

ト
作
成

時
期

の

目
処
：
平
成

年
１
月

～
２
月

頃
）

１
市
町

村
の
住

民
基

本
台

帳
担

当
課

は
、

子
育

て
臨

時
給

付
金

の
基

準
日

時

点
で

当
該

市
町

村
が

備
え

る
住

民
基

本
台

帳
に

記
録

さ
れ

て
い

る
者

に
つ

い

て
、
世
帯
ご
と
に
、
氏
名

、
生

年
月
日
、
性
別
、
住
所

及
び

続
柄
に

関
す

る
情

報
の
リ
ス
ト
を
作
成

し
、
当
該
市

町
村
の

子
育

て
臨

時
給

付
金

担
当
課

に
提

供

す
る
。

２
１
の
住

民
基
本

台
帳

に
関

す
る

情
報

を
子

育
て

臨
時

給
付

金
支

給
業

務
の

た
め

に
利

用
す

る
こ

と
及

び
当

該
情

報
を

子
育

て
臨

時
給

付
金

担
当

課
に

提

供
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は

、
住

民
基
本

台
帳

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）

第
１
条
に
「
住
民
に

関
す

る
事

務
の
処

理
の

基
礎

と
す

る
」
と

定
め

ら
れ

て
お

り
、
各
市
町
村
の
個
人

情
報
保

護
条
例

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
同
条

の
規

定
に

よ
り
可
能
で
あ
る
。

３
な
お
、
１
の
リ
ス

ト
を
作

成
す
る

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項
に

つ
い

て
は

、

追
っ
て
連
絡
す
る
。

 

-195-



4 
 

ウ
に

掲
げ

る
者

か
ら

の
申

請
件

数
に

つ
い

て
多

く
は

見
込

ま
れ

な
い

こ
と

か

ら
、
適

宜
、

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳

担
当
課
と
連
携
し
て
い
た
だ
く

等
の
個

別
対
応
を

し
て

い
た

だ
く

こ
と

を
想
定

し
て
い
る
。

 
ま
た

、
ウ

に
掲

げ
る

者
の

基
準

日
前

後
に

お
け

る
異
動

に
伴
い

、
同

日
に
お

い
て
、

い
ず

れ
の

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い

場
合
の

申
請
先

に
つ

い
て

は
、

当
該

者
を

基
準

日
の
翌
日
以
後
初
め
て

住
民
基

本
台
帳

に
記
録
し

た
市

町
村

と
す

る
こ

と
に
留

意
す
る
こ
と
。

 
 

第
３

生
活
保

護
制
度

内
で

対
応

さ
れ

る
被

保
護

者
等

に
つ

い
て

（
リ
ス

ト
作

成

時
期
の
目
処
：
平
成

年
１
月

～
２
月

頃
。

１
の

（
１

）
の

①
の
イ

及
び

②

の
イ
に
つ
い
て
は
、

随
時

作
成

。
）

１
生
活
保
護
法
（
昭
和

年
法

律
第

号
）
第
６

条
第

１
項
に

規
定

す
る

被
保
護
者
（
以
下
「
被

保
護
者

」
と

い
う

。
）
及

び
中

国
残

留
邦
人

等
の

円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住

帰
国

後
の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律
（
平

成
６

年

法
律
第

号
）

に
基

づ
く
支

援
給
付

（
以

下
「

支
援

給
付

」
と
い

う
。

）
の

受
給
者
に
つ
い
て

都
道
府
県
は

、
管

内
の

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
に

対
し

て
、
管
内
の
以

下
の

①
及
び
②

に
関
す

る
情

報
の

リ
ス
ト
を

作
成
し

、
当

該
被
保
護
者
及

び
支

援
給
付
の

受
給
者

の
住

所
地

の
町
村
に

提
供
す

る
。

ま
た
、
市
及
び

福
祉

事
務
所
を

設
置
す

る
町

村
の

生
活
保
護

及
び
支

援
給

付
担
当
課
は
、

管
内

の
①
及
び

②
に
関

す
る

情
報

の
リ
ス
ト

を
作
成

し
、

当
該
市
及
び
町

村
の

子
育

て
臨

時
給
付

金
担

当
課

に
提

供
す

る
。

①
被
保
護
者

ア
子
育

て
臨

時
給

付
金

の
基

準
日
時

点
に

お
け

る
被

保
護

者
（

保
護
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が
停
止
さ

れ
て

い
る

者
を

除
く

。
）
に
つ

い
て

、
氏
名

、
生
年

月
日
、

性
別
及
び

住
所

イ
平
成

年
１
月

２
日

か
ら

同
年
３
月

日
ま

で
に

保
護

が
廃
止

又
は
停
止

と
な

っ
た

者
に

つ
い

て
、
氏
名

、
生

年
月

日
、
性

別
及
び

住
所

②
支
援
給
付

の
受

給
者

ア
子

育
て

臨
時

給
付

金
の

基
準

日
時

点
に

お
け

る
支

援
給

付
の

受

給
者
（

支
援

給
付

の
支

給
が
停

止
さ
れ

て
い

る
者

を
除

く
。
）
に

つ

い
て
、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
及
び

住
所

イ
平
成

年
１
月

２
日

か
ら

同
年
３
月

日
ま

で
に

支
援

給
付
が

廃
止
又
は

停
止

と
な

っ
た

者
に

つ
い
て
、
氏
名

、
生

年
月
日

、
性

別

及
び
住
所

た
だ
し
、
②
に

つ
い

て
は
、
支
援

給
付

の
受

給
者

の
実
態

に
鑑

み
る

と
、

子
育

て
臨
時

給
付

金
の

対
象

児
童

が
当

該
受

給
者

に
該

当
す

る
こ

と
は

稀

有
で

あ
る
と

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

リ
ス

ト
を

作
成

す
る

都
道

府
県

、

市
及

び
福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

の
支

援
給

付
担

当
課

は
、

「
臨

時

福
祉

給
付
金

支
給

の
準

備
作

業
に

お
け

る
関

係
リ

ス
ト

の
作

成
及

び
情

報

提
供
に
つ
い
て
」
（

平
成

年
月

日
付
け

厚
生

労
働

省
簡
素

な
給

付
措

置
支
給

業
務

室
事

務
連

絡
。

以
下

「
簡

素
な

給
付

措
置

事
務

連
絡

」

と
い

う
。
）

の
第

２
の

リ
ス

ト
を

作
成

す
る

時
点

に
お

い
て

、
支

援
給

付

の
受

給
者
の

生
年

月
日

に
よ

り
子

育
て

臨
時

給
付

金
の

対
象

児
童

が
い

な
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い
こ

と
を
確

認
し

た
場

合
に

は
、

リ
ス

ト
の

作
成

及
び

提
供

は
不

要
で

あ

る
。

な
お

、
上
記

で
作

成
す

る
リ

ス
ト

に
つ

い
て

は
、

簡
素

な
給

付
措

置
事

務
連

絡
の
第
２
の
リ
ス
ト
と
同

様
の

も
の
で

あ
る

。

こ
の

た
め
、

上
記

の
リ

ス
ト

と
簡

素
な

給
付

措
置

事
務

連
絡

の
第

２
の

リ
ス

ト
を
同
時
に
作
成
す
る
こ

と
も

考
え
ら

れ
る

。

（
１
）
に
関
し
て

、

・
被
保
護
者
及

び
支
援

給
付
の

受
給
者

に
関

す
る
情

報
を
子

育
て
臨

時
給

付
金
支
給
業
務

の
た

め
に

利
用

す
る
こ

と
、

・
当
該
受
給
者

の
リ
ス

ト
に
つ

い
て
、

①
都

道
府
県

が
管
内

の
福
祉

事
務

所
を
設
置
し
て

い
な

い
町

村
に

提
供
す

る
こ

と
、
②
市

及
び

福
祉
事

務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
当

該
市

及
び

町
村

の
子

育
て

臨
時

給
付

金
担

当
課
に
提
供
す

る
こ

と
、

に
つ
い
て
は
、

生
活
保

護
及
び

支
援
給

付
の

業
務
を

適
正
に

実
施
す

る
た

め
に
必
要
で
あ

る
こ
と

か
ら
、

本
来
業

務
の

範
囲
内

と
考
え

ら
れ
、

各
都

道
府
県
及
び
市

町
村
の

個
人
情

報
の
取

扱
い

に
関
す

る
手
続

は
必
要

な
い

も
の
で
あ
る
。

 
２

国
立
ハ

ン
セ
ン

病
療

養
所

等
入

所
者

家
族

生
活

援
護

費
の

受
給

者
及

び
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
非

入
所

者
給

与
金
（

援
護

加
算

分
）

の
受

給
者
に

つ
い

て

当
該
受
給
者
に

つ
い

て
は

、
当

該
受

給
者

の
情

報
を

保
有
す

る
都

道
府

県

及
び
国
か
ら
、
子

育
て

臨
時
給

付
金

の
給

付
対

象
外

に
な
る

旨
を

事
前

に
説

明
し
、
理
解
を
得

る
取

扱
い
を

予
定

し
て

い
る

た
め

、
市
町

村
に

お
け

る
準

備
作
業
は
不
要
で
あ

る
。
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な
お
、
第
３
の
取
扱

い
に

つ
い
て

は
、
（
１

）
の

た
だ

し
書
き

部
分

を
除

き
、

簡
素
な
給
付
措
置
事
務
連

絡
の

第
２
と

同
様

で
あ

る
。

 
第
４

そ
の
他

１
子
育

て
臨
時

給
付

金
支

給
業

務
に

お
い

て
、

臨
時

福
祉

給
付

金
（

簡
素

な

給
付
措
置
）
の
受

給
者

に
関
す

る
情

報
を

利
用

す
る

場
合
又

は
臨

時
福

祉
給

付
金
（
簡
素
な
給

付
措

置
）
支

給
業

務
に

お
い

て
子

育
て
臨

時
給

付
金

の
受

給
者
に
関
す
る
情

報
を

利
用
す

る
場

合
に

は
、

利
用

す
る
市

町
村

の
一

般
的

な
個
人
情
報
の
取

扱
い

に
応
じ

必
要

と
な

る
手

続
を

行
う
こ

と
に

な
る

。
例

え
ば
、
個
人
情
報

の
目

的
外
の

利
用

及
び

他
機

関
へ

の
提
供

に
つ

い
て

当
該

市
町
村
の
個
人
情

報
保

護
審
議

会
へ

の
諮

問
等

の
手

続
を
要

求
し

て
い

る
場

合
に
は
、
当
該
手
続

を
行

う
こ

と
と
な

る
。

２
第
３

の
リ

ス
ト
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
自

治
体

間
で

の
情

報
の

提
供

が
あ

る
こ
と
も
踏
ま
え
、
別
紙

様
式

を
基
に

作
成

を
行

う
。
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